
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さつま町町民憲章 

わたくしたちさつま町民は，先人たちが築いてきた歴史と山紫水 

明の豊かな自然に感謝し，健康で明るく住みよいまちづくりへの誓 

いをこめて，ここに町民憲章を定め，その実践に努めます。 

○ 思いやりと温もりで育む 心豊かなまちをつくります 

○ 豊かな地域資源をいかした 活力あるまちをつくります 

○ 人と自然が共生する 美しいまちをつくります 

○ 生きがいをもとめ楽しく学び 文化の薫るまちをつくります 

○ 元気で笑顔にあふれ 互いに支えあうまちをつくります 

平成１７年１１月１８日制定  

 カエデ科の落葉広葉樹で，古くから風致樹として多くの人々に親しま
れ町内にも広く分布し，夏は緑，秋は赤と葉色が変化する季節感のあ
る木です。 
 観音滝公園や鶴田ダム周辺は紅葉の名所で，町民の憩いの場と
なっています。 

 常用多年草の蘭科植物で，霊峰紫尾山に自生し，その種類の多
さ，花の色，色彩の美しさ，芳香の良さから愛好者も多く，全国的にも
その名が知られています。 
 秋には「薩摩寒蘭展示大会」が開催され，多くの愛好者が訪れま
す。 

 
町の木 
『モミジ』 

 
町の花 

『薩摩寒蘭』 

 カモ目カモ科。雄は秋になると鮮やかな羽毛で覆われます。 
 北薩広域公園付近の川内川に多く飛来し，湖畔に設置された観測
小屋から，その美しい姿を見ることができます。 
 付近には，オシドリのモニュメントが並ぶ「鴛鴦（おしどり）橋」もあり，古く
から親しまれています。 

 
町の鳥 

『オシドリ』 

 コウチュウ目ホタル科。５月中旬に町内各地の川内川湖畔などで多
く見られ，その数は全国屈指といわれています。 
 その幻想的な光に癒しを求めて，町内外からホタル観賞に訪れる
方々も多く，各地でイベントが開催され，観光振興にも大きく寄与してい
ます。 

 
町の昆虫 
『ホタル』 

 イネ科。本町のいたる所に群生し，きわめて成長が早く，風雪に耐え
る力強さがあります。 
 本町は県内でも有数のたけのこ産地として知られており，また，竹工
芸品のほか，たけのこ掘りや竹細工などをメニューにした，体験型観光
も行われるなど，産業振興にも大きく寄与しています。 

 
町の竹 

『孟宗竹』 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定にあたり 
 

 平成１７年３月２２日に「さつま町」が誕生し，節目の１０年を経過しました。 

 この間，平成１８年度に策定した第１次の総合振興計画に定めた将来像である

「人々が織りなす元気で快適な活力あるまち」の実現に向けて，様々な取り組みを

進めてまいりました。しかしながら国全体において出生率の低下等による若年層の

人口減少や平均寿命の伸長による少子・高齢化の進展が著しいものとなっており，

国においては，人口減少を克服し，地方創生を成し遂げるため，社会の構造そのも

のを見直し，「まち・ひと・しごと創生総合戦略プラン」を策定しながら，新たな

社会基盤の構築に乗り出したところであります。 

また，この計画では，地方版総合戦略の策定も義務付けられ，国と地方が一体と

なって取り組むこととされたところであり，「第２次さつま町総合振興計画」の策

定と併せて，「さつま町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」とい

う。）の策定も進めてまいりました。 

次の１０年に向けた基本方針や計画が完成したことから，これらの新たな計画に

沿って，地域の様々な課題について，町民，地域，各種団体，事業者，行政など多

様な主体が共に連携しあいながら，将来像である「ひと・まち・自然 みんなで紡

ぐ さつま町」の実現を目指してまいります。 

また，前期５年間の基本計画においては，少子高齢化・過疎化の進行に伴い懸念

される，集落機能の活力低下など，地域コミュニティをめぐる様々な問題を克服す

るため，人口減少問題を我が町の最重要課題として捉え，総合戦略との整合を図り

ながら，特に重点的な施策について，「『みんなで紡ぐ』重点プロジェクト」とし

て位置づけたところであります。 

今後，計画の達成に向けて，人々が共に語らい，「ひと」「まち」「自然」の魅

力を掛け合わせながら，「オールさつま」のパワーをフル活用して，「このまちに

住んでみたい」「このまちに住んでよかった」と思える，生涯幸福度の高いまちづ

くりにまい進してまいります。 

最後に，計画の策定にあたり，アンケート調査をはじめ，まちづくりワークショ

ップなどにより貴重なご意見やご提言をいただきました町民の皆様をはじめ，熱心

にご審議いただきました振興計画審議会委員並びに関係各位に対しまして，心より

厚くお礼を申し上げます。 

 

平成２８年３月 

さつま町長 日髙 政勝 
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※「障がい」の表記について 
 この計画書では，法律名や法律上の名称などを除き，「障害」の表記をせずに「障がい」

と一部ひらがなで表記しました。「害」という字は，「害悪」「公害」等の負のイメージが

強く，別の言葉で表現すべきとの意見もあり，現在ではひらがなを使用した「障がい」

と表記されることが多くなっています。 
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～第１章～ 序 論 

１ 総合振興計画の概要 

 ⑴ 計画策定の趣旨 

本町は，平成１７年３月２２日に宮之城町・鶴田町・薩摩町が合併し，誕生しました。 

第１次さつま町総合振興計画の基本構想に示されている「人々が織りなす元気で快適

な活力あるまち」を実現するため，後期基本計画（平成２３年度～平成２７年度）に基

づき各種政策・施策を実施してきました。 

   少子高齢化や人口減少などの進行による社会経済環境の変化や厳しい財政状況の中，

多様化する町民のニーズに的確に応えるため，経営的視点にたった効率性・有効性の高

い行政運営が求められています。 

   また，町民や地域と行政との協働によるまちづくりを推進していくためには，わかり

やすい行政経営の指針を町民に示すことが求められています。 

   第１次総合振興計画後期基本計画の計画期間が平成２７年度をもって終了すること

から，新たに第２次さつま町総合振興計画を策定するものです。 

 ⑵ 計画の構成 

第２次さつま町総合振興計画は，「基本構想」，「基本計画」，「実施計画」で構成

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 
合 
振 

興 

計 

画 

基本構想 

平成 28 年度から 10 年間のまちづくりのビジョンを

示します。 

≪将 来 像≫ ≪基本目標≫ 

実施計画 

基本計画を実行するための個別の事務事業計画 

・毎年の予算編成の指針となります。 

・概ね３年間を計画期間として，毎年度見直すローリング

方式

基本計画 

基本構想に沿って，分野別の計画を体系的に定めて今

後の方向性を示します。 

・１０年間を前期と後期に分けて策定します。 

・今回は前期５ヵ年計画となります。 

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間） 

基本構想（10 年間） 

28 年 29 30 36 37 35 34 33 32 31 
 平成

～第１章～ 序論 

１ 総合振興計画の概要 

  のびる  つながる  紡ぎあう 
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 ⑷ 計画策定プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪町民参画による取り組み≫ 

  新たな計画の策定にあたり，近年の多種多様化している住民ニーズを反映し，町民

と行政の協働による計画づくりを進めるため，次のとおり「まちづくりアンケート」

と「まちづくりワークショップ」の実施により，町民参画による計画づくりに努めま

した。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりアンケート調査 

≪計画策定フロー≫ 

（人） 

～第１章～ 序論 

１ 総合振興計画の概要

まちづくり 

アンケート 

まちづくり 

ワークショップ 

町政座談会等 

職員ワーキング 

グループ検討会 

 

≪計画素案≫ 

◆基本構想 

  ◆基本計画 

【策定部会】 

◆町民ニーズの集約 

◆現状課題の分析 

◆計画素案の作成 

【策定委員会】

◆計画素案の検討・

調整 

◆議会・計画審議会

への提案・調整 ◆まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

◆各種個別計画 

整合 

【計画審議会】

◆計画案審議 

 ◆諮問・答申 

【町議会】 

◆計画案審議 

◆基本構想の 

議決 
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【産業経済分野】 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

【保健福祉分野】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 川内川の活用，特産品開発，水資源の活用 

 

◆ ６次産業化の推進，農村留学（体験），新規就農者及び後継者の確保，

食育の推進，米づくりの体質改善 

 

◆ 商店経営者の意識改革，駐車場の整備 

 

◆ 起業化の推進，食品関連企業の誘致，公益事業，政府系事業の誘致促

進，伝統技術の保護・継承 

 

◆ 危機意識の醸成，空き家対策の促進，地域協力支援隊の設置，教育レ

ベルの向上 

 

◆ 統一された情報の提供，川内川流域の広域連携，町のイメージづくり，

県立北薩広域公園との連携・活用 

◆ 各種イベント・健診等への積極参加の推進，運動を通した健康の維

持・増進，幼少期からの健康づくり意識の醸成 
 
 

◆ 活躍の場の創出，地域の人々との交流促進，交流・憩いの場の確保 

 

◆ 地域内支援と外部支援の連携，人財（団体）育成・支援・周知 
 
 

◆ 食育活動の推進，学校給食の充実，福祉給食の充実 

若
者
が
住
み
や
す
い
、
住
み
た
い
と
思
え
る
魅
力
あ
る
ま
ち 

① 豊かな地域資源の活用 

③ さつまの顔となる賑わいある商店街づくり 

④ 地場産業の振興及び企業誘致 

⑤ 定住促進 

⑥ 特色（目玉）を前面に出した観光振興

② 基幹産業としての農業振興 

② 生きがいづくりと交流促進 

③ 住民ネットワークによる支援体制の構築 

④ 食育の推進 

① 自主的な健康増進活動の推進  寿
命
日
本
一
』に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
ま
ち 

世
代
間
交
流
と
食
育
の
推
進
に
よ
り
『健
康 

まちづくりワークショップ 

総合振興計画策定に向けて，町民目線から将来へのまちづく

りのあり方を検討し，その結果を町へ提言し，町民の声を活か

した計画策定を目指すために開催 

◆１８歳以上の町民１５名を一般公募 

◆募集期間：平成２６年４月１７日～平成２６年５月９日 

◆開催日 《第１回》 平成２６年７月２４日 

    《第２回》 平成２６年８月２２日 

    《第３回》 平成２６年１０月３日 

１５名を分野別に３つのグループに分けてグループ討議を

実施。第３回では，グループごとに提言内容の発表を行い，

町長に提言書を提出 

～第１章～ 序論 

１ 総合振興計画の概要 
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【生活環境・教育分野】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪職員参画による取り組み≫ 

 
 

◆ 課長・係長を除く全職員によるワーキンググループ（１９グループ）を組織 

◆ 今後のまちづくりの方向性についてＳＷＯＴ分析を活用したグループ検討を実施 

≪グループ別検討テーマ一覧≫ 

 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 検討テーマ ｸﾞﾙｰﾌﾟ 検討テーマ 

Ａ 鶴田ダムと共存した“きれいな”川
づくり Ｋ 地域子育て事業のサポート 

Ｂ 地域特産品を活かした地域ブランド
化の推進について Ｌ パラリンピックを目指し，障がい者が

夢を持てる環境を作る 

Ｃ 地場産品，地域資源の活用 Ｍ 防犯対策の推進 

Ｄ 温泉・ホタルを核とした各種イベン
ト・施設との連携 Ｎ ごみの減量化・リサイクルの推進 

Ｅ 山林の観光面を含めた新たな魅力と
活用方法を見出す Ｏ 地方路線バスの維持存続，利便性の高

い交通体制 

Ｆ 地域から発信する協働のまちづくり Ｐ まちの特性を活かした住環境の整備
による定住促進について 

Ｇ 財政状況に応じた「まちづくり」の
展開 Ｑ さつまの日の更なる推進（充実・連携）

Ｈ 地域の「絆」を取り戻し，高齢者が
生きがいを持って暮らせる町づくり

Ｒ 学校再編による影響を考慮した学校
教育環境の充実について 

Ｉ 人権問題対策 
Ｓ 

さつま型の「総合型地域スポーツクラ
ブの設立」について考える 

Ｊ 幅広い世代の健康意識の向上による
医療費抑制 「さつま学」の充実に向けて考える 

◆ 各種ボランティア，NPO 等への支援，地域コミュニティの活性

化，町民参画のまちづくり，語らいの場づくり 
 
 

◆ 交通網の役割づくり，防犯灯の整備，声掛け･見守り体制の確立

 
 

◆ スポーツコンベンションの推進，農家民泊の活用，地元産品を活

かした特産品づくり，北薩広域公園の活用，鹿児島の奥座敷 
 
 

◆ 学校跡地の活用，分散施設の集約 
 
 

◆ 郷土芸能･文化の継承，さつまの PR･情報発信，各種研修や講座

への参加 

 

◆ 高齢者ふれあいいきいきサロン･高齢者学級等への図書室の利用

促進，子ども読書活動の充実，利用しやすい図書室機能の向上 

⑤ 郷土教育（さつま学）の振興 

④ 町内施設の有効活用 

見
守
り
と
ふ
れ
あ
い
で
紡
ぐ 

私
の
好
き
な
ま
ち 

① 共生･コミュニティの推進 

③ 地域資源を活用した交流の推進 

⑥ 読書活動の推進 

② 暮らしの安全・安心 

※ＳＷＯＴ分析とは 

内部環境としての「強み」，「弱み」と，外部環境としての「成長機会」，「脅威」の４つのカテゴリーで要因

分析し，社会・経済環境の変化に対応した経営資源の最適活用を図る経営戦略策定手法の一つ 

※

職員ワーキンググループ検討会 

～第１章～ 序論 

１ 総合振興計画の概要
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≪ＳＷＯＴ分析の例≫ 

≪Ｂグループ≫ 【検討施策：農業の振興】 ＳＷＯＴ分析シート 

【まちづくりの目標】 

さつまの食で四季の彩りを発信 
（食品を中心とした特産品の情報発信を積極

的に行う） 

さつま町の内部環境分析 

強み（Strength） ※好影響 弱み（Weakness） ※悪影響 

S-1 生産牛の優良産地である。 

S-2 子牛取引価格全国一の家畜市場が

ある。 

S-3 九州トップクラスの南高梅の生産

地である。 

S-4 日本一の早掘り筍の産地である。

S-5 県内種籾の生産地である。 

S-6 来客者数の多い農産物直売所があ

る。 

S-7 県内で初めて県・町・JA がワン

フロア化して取り組む担い手育成

室を設置してある。 

S-8 グリーンツーリズムの取り組み

（民泊受入れ） 

S-9 空き家バンク制度の取り組み 

S-10 スポーツコンベンションで町外か

らの来訪者が多い 

W-1 経営耕作面積に占める水田の割合

が高い(66.8%)ことや湿田が多

く，汎用化が難しい。 

W-2 認定農業者数が減少傾向にある。

W-3 農家の高齢化に伴う耕作放棄地・

遊休地が増えている。 

W-4 有害鳥獣の被害により，耕作が制

限される。（作っても荒らされるた

め，生産意欲低下） 

W-5 地元産品を使ったメニューが開発

されてるが，話題性に欠け対外的

な PR に繋がっていない。 

W-6 農作物の良い品はよそへ出て行

き，地元に残らない。 

【検討（分析）テーマ】 

地域特産品を活かした地域ブランド化の推

進について 

（検討テーマ決定の理由） 

 農業の振興を図るにあたり，付加価値の高い

農産物作りにより，農業所得の向上を図る必要

がある 

さ
つ
ま
町
の
外
部
環
境
分
析
（
国
内
・
国
際
情
勢
，
時
代
の
潮
流
等
） 

成長機会（Opportunity） ※好影響 
≪成長戦略≫ Ｓ×Ｏ 

強みと成長機会を最大限に活かすために

取り組むべきことは何か？ 

≪改善戦略≫ Ｗ×Ｏ 

弱みによって，成長機会を逃さないために

取り組むべきことは何か？ 

O-1 ご当地キャラクター（ゆるきゃら）の

浸透による地域や地域特産品への関

心の高まり 

O-2 消費者が安全で安心な農作物を買い

求める傾向が年々高まっている。 

O-3 ＩＴ社会の発達により，インターネッ

ト販売等で手軽に農産物や加工品の

購入が可能である。 

O-4 外食産業が好調である。（グルメブー

ム） 

O-5 コンビニの多店化 

O-6 国の施策⇒飼料米に手厚い。 

O-7 国の施策⇒若者を地域へ（地域おこし

協力隊） 

O-8 農業の６次産業化 

O-9 ふるさと応援寄付金の応募者が増え

ている。 

O-10 いなか暮らしに関心が高まってきて

いる。 

① 地域おこし協力隊を活用した新規

就農者の開拓(S-7,S-8,S-9,O-7) 

② ちくりん館を規模拡大し，食肉専門

の販売ブースを増設。焼肉のタレ等

も手づくりのものを販売

(S-1,S-2,S-6,O-1,O-2) 

③ 町の特産品販売業者がインターネ

ット販売に取り組む際のホームペ

ージ作成補助（S-1,S-3,S-4,O-3）

④ 町の特産品収穫体験とグリーンツ

ーリズム施設への宿泊をセットに

した旅行商品の開発（S-8,O-10）

⑤ ふるさと応援寄付金応募者向けの

町の特産品カタログを開発し，選択

でき，かつ話題性を高める 

（S-1,S-3,S-4,O-1,O-9） 

⑥ アジア・ヨーロッパ等の和食に関心

の高い地域に本町独自のセールス

を行う（O-4,S-1,S-3,S-4） 

⑦ スポーツコンベンション会場で，さ

つま町特産品や特産品を使った弁

当などの販売（S-10,O-1,O-4） 

⑧ コンビニエンスストアとのコラボ

レーションで，弁当食材や特産品と

しての売り込みを行う 

（S-1,S-3,S-4,O-1,O-5） 

① さつまるちゃんを活用した農産物

加工品のパッケージ戦略の展開 

（W-5,O-1） 

② 「さつまの四季」（季節ごとの農産

物を詰め合わせた定期小包便）の取

り組み（W-5,O-2,O-3） 

③ 農地を必要とする人に，農地貸付を

行い，新規就農・規模拡大を支援す

る取り組み（W-2,W-3,O-2,O-3,O-7）

④ さつまの食カタログの取り組み 

（W-5,W-6,O-2,O-3） 

⑤ 規格外品の加工・販売の取り組み

（W-5,W-6,O-2,O-3） 

脅威（Threat）   ※悪影響 
≪強化戦略≫ Ｓ×Ｔ 

脅威による悪影響を，強みによって回避す

るために取り組むべきことは何か？ 

≪改革戦略≫ Ｗ×Ｔ 

弱みと脅威により最悪の結果となることを

回避するために取り組むべきことは何か？

T-1 ＴＰＰによる農産物流通のグローバ

ル化が進み，安価な外国産農産物が更

に出回ることへの懸念がある。 

T-2 消費者が知名度の高い産地品のみを

指名買いし，知名度の低い産地品との

差が更に高まる。 

T-3 減反廃止など，米政策の転換による米

価下落が懸念される。 

T-4 国の政策が小規模農家を守る制度と

は言い難い。 

T-5 競合する優良牛の生産地が増え，大規

模農家でないと，畜産で生計を立てる

ことが難しくなってきている。 

T-6 地球温暖化による作物への悪影響 

T-7 農家の高齢化・農業就業者の減少 

① 安価な外国産農産物に対し，国産、

地元産の安全・安心さを全面的に売

り込む。（S-6,T-1） 

② 牛肉は輸出の販路拡大により，安定

的な数量・価格確保を図る 

（S-1,S-2,T-1,T-2,T-5） 

③ 農産物販売所でどのような農産物

があれば良いか , アンケート（ニ

ーズ調査）を行い，ニーズの高い農

産物を栽培する。（S-6,T-2） 

④ 担い手農家に対し, コスト削減及

び生産量の増を図るための実地検

証のようなものを担い手育成室を

通して（検証費補助）行う。（S-7，

T-3，T-7） 

① 農産物直売所納入農家と飲食店経

営者等との出会いの場づくり（マッ

チング）による，地産地消の取り組

みを進める。（W-5，T-1，T-2） 

② 町の特産品を使ったレシピコンク

ールの開催（ご当地グルメの開発）

（W-5，T-1，T-2） 

③ 農業従事者の減少に備え，特定作物

の栽培推進と圃場の大規模化（10

～20 町歩）（T-1,T-7，W-2,W-3）

～第１章～ 序論 
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２ まちの概要 

⑴ 変遷 

明治２２年４月の市制・町村制の施行に 

より，本地域では２４村が６村となり，そ 

の後も幾多の変遷を経てそれぞれ宮之城町， 

鶴田町，薩摩町として歩んできました。旧 

３町が共に手を取り合い，地方分権の時代 

に町民の期待に応える新しい町を創り上げ 

ることを目的に平成１７年３月２２日にさ 

つま町として誕生し，平成２７年３月には， 

合併して１０周年を迎えました。 

 ⑵ 位置・自然 

本町は，鹿児島県の北西部，北薩地域の 

中心部に位置し，町の北部には紫尾山（標 

高１，０６７ｍ）があり，ここから分岐す 

る山々に囲まれた盆地で，東西２７．３ｋ 

ｍ，南北２２ｋｍの範囲におよび総面積は， 

３０３．９０ｋ㎡となっています。面積は 

県全体の３．３％を占めています。 

  また，町のほぼ中心を南九州一の大河で 

ある川内川が貫流しており，田園や緑豊か 

な森林，小川のせせらぎや温泉など自然あ 

ふれる町です。 

 ⑶ 気候 

気候は，太平洋岸気候区に属しており， 

周囲を山々に囲まれた盆地であるため，夏 

は蒸し暑く，冬の冷え込みが厳しい内陸性 

の気候となっています。年間の降水量は， 

２，７００ｍｍを超え，６月の平均雨量は 

約６００ｍｍと年間を通じて最も多く，ま 

た年間の平均気温は１６℃で，冬は紫尾山 

に冠雪や樹氷が見られ，平地においても積 

雪を観測することもあります。 

 

 

 

 

 

 

●気象状況／気温・降水量（年別） （単位:℃,ｍｍ）

年次
気  温 降 水 量 

最高 最低 平均 最大日量 総量

H17 年 36.4 -4.1 16.6 206 2,535

H18 年 35.6 -6.3 16.6 376 3,325

H19 年 35.6 -6.1 16.7 117 2,128

H20 年 35.3 -7.5 16.1 223 2,728

H21 年 34.9 -4.7 16.3 116 1,832

H22 年 35.1 -5.5 16.4 229 3,680

H23 年 34.9 -6.3 15.8 241 2,842

H24 年 34.9 -7.4 15.6 192 3,246

H25 年 36.5 -6.5 16.1 166 2,605

H26 年 35.2 -5.9 16.0 185 2,789

資料：アメダス（さつま柏原観測点）

～第１章～ 序論 

２ まちの概要
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 ⑷ 交通の要衝 

本町は，国道３路線（国道２６７号，３ 

２８号，５０４号）が町の中心部で交差し 

ており，１日延べ３万台を超える車両の往 

来があります。 

東に鹿児島空港や九州縦貫自動車道横川 

ＩＣ，西に九州新幹線の川内駅，出水駅等 

があり，県都鹿児島市など主要拠点地に１ 

時間以内で行くことができる恵まれた位置 

にあります。 

今後，南九州西回り自動車道や地域高規 

格道路「北薩横断道路」の整備により，県内主要拠点への交通アクセスが更に向上し，

地域資源や観光イベントと相まって，交流人口の増加への期待が膨らんでいます。 

 

⑸ 産業（農林水産業，商工業，観光業） 

  本町は，豊かな農林資源，商工資源を有 

しており，これら個性あふれる資源を地域 

振興の柱として，新たな地域の飛躍を図っ 

ています。また，町には，北薩森林管理署， 

北薩森林組合，ＪＡ北さつま，北薩農業共 

済組合など北薩地域の主要な農林業関係機 

関・団体が集中しています。これら農林業 

の中枢機関がお互いに連携・協力すること 

により「農林業中核都市の創造」を進めな 

がら，まちの基幹産業である農林業の振興 

を図っています。 

  

 

～第１章～ 序論 
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３ まちの特性（強み） 

   本町では，豊かな自然やこれまで受け継いできた歴史・文化などの地域資源をまちの

強みとして捉え，これらの資源を活用した様々なまちづくり活動を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪自然≫ 

・北薩地域最高峰の紫尾山 

・一級河川「川内川」 

・全国有数のホタルの生息地 

・全国有数の竹（筍）の産地 

≪施設≫ 

・西日本最大級の鶴田ダム 

・県立北薩広域公園 

・河川改修により整備された町中心部の石積護岸 

≪産業≫ 

・プラグ生産量世界一の工場 

・日本一の超早掘り筍 

・生産量九州トップクラスの南高梅（薩摩西郷梅） 

・子牛取引価格が全国トップクラスの「さつま牛」 

・長年愛され続けてきた地元焼酎 

・県指定伝統的工芸品の「薩摩切子，鶴田和紙，竹製品，

宮之城花器」 

≪観光≫ 

・全国でも珍しいホタル舟の運航 

・グリーンツーリズム（体験型観光 ，農家民泊） 

・良質な泉質を誇る宮之城温泉，紫尾温泉 

≪歴史・文化≫ 

・永野金山跡地 

・薩摩藩宮之城島津家累代の墓石群が残る宗功寺公園 

・金吾様踊りに代表される民俗，郷土芸能の数々 

≪人・団体≫ 

・青年団，商工会青年部，農業青年クラブ，ＮＰＯ法人など

によるまちおこし活動の活性化 

・民間の吹奏楽団体 

・地域づくり活性化計画に基づく，各区公民館活動の活性化 

～第１章～ 序論 
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４ 時代の潮流 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 我が国の人口については，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平

成２４年１月推計）」における出生中位（死亡中位）推計を基に見てみると，総人口

は，２０３０年（平成４２年）の１億１，６６２万人を経て，２０４８年（平成６０

年）には１億人を割って９，９１３万人となり，４４年後の２０６０年（平成７２年）

には８，６７４万人になるものと見込まれています。 

◆ 出生率の低下等による若年層人口の減少や平均寿命の伸長による少子・高齢化が急

速に進行しており，このような中で新たな経済成長に向けた取り組みが不可欠である

ことから，国においては，人口減少を克服し，地方創生を成し遂げるため，①「東京

一極集中」を是正，②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現，③地域の特性に

即して地域課題を解決するため，人口，経済，地域社会の課題に対して一体的に取り

組むことが何よりも重要であるとして，平成２６年１１月に「まち・ひと・しごと創

生法」が制定されたところです。 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２３年３月１１日に発生した東日本大 

震災は，未曾有の被害を我が国に与えました。 

これを契機として，住民の最も基礎的なニ 

－ズである安全・安心に対する関心が高まり， 

自分たちで災害から生命や財産を守ることの 

重要性が再確認され，地域コミュニティのあ 

り方が問われることとなりました。 

⑴ 少子高齢化・人口減少社会（まち・ひと・しごと創生の取り組み） 

【日本の人口の推移】 

（出典）総務省「国勢調査」及び「人口推計」，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1月
推計)：出生中位・死亡中位推計」（各年 10 月 1日現在人口），厚生労働省「人口動態統計」 

⑵ 安全・安心がより重視される時代 

【東日本大震災による津波被害の様子】 

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 結婚，妊娠，子ども・子育てに温かい社会づくりを目指して，保育，教育，住居など様々な面で

の負担の軽減策の充実や結婚支援の取り組みが行われています。 

◆ 人口減少に対応するための周辺自治体とのネットワーク形成や，拠点都市への機能の集約等によ

り，それぞれの機能やサービスを補完し合う取り組みの検討・実施が進められています。 

◆ 少子化対策の一環として各地域では，地域に企業を誘致する動きや，地元での起業の促進，さら

には域内の経済活動へ波及を期待する交流人口の増加を図る取り組みが進められています。 

【少子化社会対策白書，全国市長会少子化対策・子育て支援に関する研究会資料より】

～第１章～ 序論 
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※ 

※

※ 

◆ 食品の虚偽表示による食の安全に対する不安や住宅の耐震偽装問題，新型インフル

エンザという新たな感染性疾病の発症など，住民生活の不安要因が生じており，様々

な対応の強化が重要となっています。 

◆ 安全性をはじめ，健康，本物志向など，食品に対するニーズの多様化は一層進展す

るものと予想されており，食料の生産から流通・販売までの過程において，安全・安

心の確保はもとより，多様な消費者ニーズに対応した個性ある商品開発や販売戦略が

必要となってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 大量生産・大量消費・大量廃棄を前提と 

  した社会経済システムは，世界人口の増大 

や経済成長を背景に，温暖化など自然環境 

負荷の増大や化石燃料をはじめとするエネ 

ルギーの枯渇，水不足，食糧危機など，地 

球規模での環境問題の原因ともなっていま 

す。 

◆ 東日本大震災に起因する福島第一原子力 

 発電所の事故は，われわれの暮らしにおけ 

るエネルギーのあり方について国全体で考 

えなければならないことを認識させられま 

した。 

◆ ごみの減量や再資源化等を通じて自然環境の保全・再生・活用への取り組みと併せ

て，再生可能エネルギーの活用や農産物の地産地消など，暮らしのあらゆる側面にお

いて，持続可能な循環型社会をつくっていくことが重要になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 持続可能な循環型社会の進行 

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 事業者が，再生資源の利用率目標の達成及び再生資源の新規用途の開発などの，個別品目の状況に

応じた再生利用能力の向上を図る取り組みが進められています。 

◆ 畜産業において発生する家畜排せつ物等については，地域における有効利用を促進し，効率的かつ

環境保全上適切に循環するシステムを形成するための施設整備等が進められています。 

【環境・循環型社会・生物多様性白書より】

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 大規模災害時における公助の限界を補うため，地域の住民や事業者等が主体的に参画して，地域の

実状に応じた「地区防災計画」を策定し，地域住民や事業者等との連携・共生の促進による地域コミ

ュニティ全体の防災力の向上につなげる取り組みが進められています。 

◆ 食品の安全と消費者の信頼の確保を図るため，生産から消費に至るフードチェーン全体において安

全管理の取り組み強化が求められている中，食品の安全性の向上と品質管理の徹底等を目的に，問題

のある製品の出荷を未然に防止することができるHACCPの普及・導入が進められています。 

 【防災白書，消費者白書より】

※

※ＨＡＣＣＰとは 
食品衛生管理システムの一つ。Hazard Analysis and Critical Control Point の頭文字をとったもので，

危害要因分析重要管理点と訳される。原料受入から最終製品までの各工程ごとに，微生物による汚染，金属
の混入などの危害を分析（危害要因の分析）した上で，危害の防止につながる特に重要な工程（重要管理点）
を継続的に監視・記録する工程管理のシステム 

※リデュース（発生抑制），リユース（再使用），リサイクル（再生利用） 

～第１章～ 序論 

４ 時代の潮流
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◆ 単身世帯や高齢者世帯の増加など家族の形態や社会環境の変化により，ライフスタ

イルが多様化するとともに，価値観や住民ニーズも多種多様になっています。個人の

意識も経済の発展に伴う所得水準の向上や余暇時間の増加等を背景に，経済的な「物

の豊かさ」から，生活のゆとり・やすらぎなど「心の豊かさ」へ，「集団への帰属」

から「個人の尊重」へと，国民の価値観が変化しており，ライフスタイルもこれに対

応し，豊かな自然の中で様々な余暇活動を楽しむ人が増加するなど，大きく変化して

きています。 

◆ 多様な人々が課題解決に参加することによって，多様な解決手法が模索され，より

よい解決へつながることから，近年，多様性（ダイバーシティ）の重要性が再認識さ

れています。年齢や性別，国籍，障がいの有無等に関わらず，すべての人々が参加・

参画し，能力を最大限に発揮するこ 

とができるユニバーサルな社会づく 

りが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 公共交通機関の整備，広域道路網の整 

備等による車社会化により，人々の生活 

圏が格段に拡大し，住民生活の利便性が 

高まる一方で，地方都市においては既存 

の商業の衰退等を招いています。 

◆ 高齢化の進展により交通弱者が増加す 

るものと考えられ，今後においてはこれ 

らの人々の日常生活への支障が懸念され 

ることから，誰もが住みなれた地域で安 

心して生活できるよう，生活圏の変化に 

対応した都市機能の維持及び小さな拠点づくりなどを図っていくことが課題となっ

ています。 

 

 

 

⑷ ライフスタイルや価値観の多様化 

⑸ 生活圏の拡大 

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 「小さな拠点」の形成に向けた足がかりとして，誰もが日常的に必要とする食料品や日用品などを

提供する商業機能を持った「よろづや」づくりを行うことで，人々のコミュニケーション，人や情報

の交流が生まれ，地域の活力につながる効果が得られています。 

【総務省：公民連携によるまちなか再生事例に関する調査研究事業報告書より】

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 地域社会においては，社会的に弱い立場の人々を含めて，すべての人が「共に生きる」社会づくり

を進めることの重要性が認識されてきており，企業においてもその社会的責任を果たす観点から，環

境への配慮，さまざまな立場の人々が就労する場の提供，ＮＰＯ・市民団体への協力といった社会貢

献活動を積極的に推進するような傾向にあります。 

◆ 文化・言語・国籍の違い，老若男女といった差異，障がい・能力の如何を問わずに利用することが

できる施設・製品・情報の設計（ユニバーサルデザイン）を活用した公共交通機関（ノンステップバ

ス等）の導入や道路の無電柱化，自転車道の設置など，自宅から交通機関，まちなかまでハード・ソ

フト両面にわたり連続した環境整備が進められています。 

【高齢社会白書，兵庫ユニバーサル社会づくり総合指針より】

～第１章～ 序論 

４ 時代の潮流 
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インターネット利用率（全体）

系列1

※当該端末を用いて平成25年の１年間にインターネットを利用したことのある人の比率を占示す

平成 25 年末（ｎ＝38,144） 

（出典）総務省「平成 25 年通信利用動向調査」

 

◆ 国においては，経済の活性化や国民の 

「安心」の確保，将来世代に責任が持て 

る財政の確立に向け，聖域なき構造改革 

に取り組んでおり，「構造改革特区」制 

度を活用した規制緩和や税制，予算編成 

システムの改革，さらには，地方の自立 

を求める地方分権の推進や道州制に向け 

た動きなど，国や地方自治体の取り組み 

の枠組み自体が大きく変化してきていま 

す。 

◆ 現行の社会経済システムの改革により，地域の創造性や個性を活かした取り組みが

可能となる一方，国や地方自治体の財政事情が悪化する中で，地方の責任の増加や競

争が激化することが予想されており，これらの動向を踏まえた適切な対応が必要とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

【インターネット利用端末の種類（平成25年末）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 近年の技術革新は，インターネット等の情報通信技術（ＩＴ）を中心に，めざまし

いものがあり，各種産業の高度化をもたらしたばかりでなく，携帯電話の普及などは

人々のライフスタイルにも大きな影響を与えています。 

◆ 近年は，エレクトロニクスやバイオテクノロジー技術などの高度先端技術が飛躍的

に進歩し，各種産業分野において次々と実用化されています。 

◆ 時間や物理的な制約を大幅に縮小する高度情報化や技術革新は，今後一層，重要性

を増していくものと考えられ，産業活動，社会生活の両面において，その効果的な活

⑹ 地方分権型社会・自主自立の行財政運営 

⑺ 高度情報化ネットワーク社会の進展 

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）により，これまで法令により全国画一的に定められていた

公営住宅の入居・整備基準，道路の構造に関する基準，保育所の設備・運営に関する基準など施設・

設置管理の基準等を条例に委任することにより，地域の実状や住民のニーズ等を反映した地方独自の

基準の制定が進められています。 

【地方財政白書より】

～第１章～ 序論 

４ 時代の潮流
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用を進めていくことが必要となっています。 

◆ 高度情報化が進む一方で，個人情報・プライバシーの保護，情報セキュリティの確

保，デジタルディバイドへの対策，電子商取引を巡るトラブル，インターネットや携

帯電話による犯罪など，情報化に伴う課題に取り組んでいくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

外国人延べ宿泊者数 （鹿児島県） 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

 前年比 
（増減率）

 前年比 
（増減率）

 前年比 
（増減率）

外国人延べ宿泊者数 129,100 92,890 ▲28.0％ 170,570 83.6％ 214,810 25.9％

（注）全宿泊施設が対象。 

  ※ 平成 22 年については，１～３月における従業員数 9 人以下の宿泊施設の宿泊者数を含まない。（観光庁「宿泊旅行

統計」では，平成 22 年 4 月以降の調査から，従業員数 9 人以下の宿泊施設を対象に加えており，平成 22 年 1～3

月は数値がないため）。 

【出典】平成 25年鹿児島県観光統計 

国籍別外国人延べ宿泊者数 （鹿児島県） 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

 前年比 
（増減率）

 前年比 
（増減率）

 前年比 
（増減率）

韓 国 60,620 35,520 ▲41.4％ 45,370 27.7％ 44,910 ▲1.0％

台 湾 21,670 14,630 ▲32.5％ 45,240 209.2％ 75,470 66.8％

中 国 8,220 6,890 ▲16.2％ 10,820 57.0％ 11,880 9.8％

香 港 4,930 4,900 ▲0.6％ 9,920 102.4％ 11,810 19.1％

米 国 7,360 4,070 ▲44.7％ 6,170 51.6％ 8,760 42.0％

シンガポール 2,860 1,750 ▲38.8％ 3,230 84.6％ 4,750 47.1％

タ イ 470 690 46.8％ 980 42.0％ 2,130 117.3％

その他 19,870 16,830 ▲15.3％ 16,390 ▲2.6％ 26,890 64.1％

合 計 126,000 85,280 ▲32.3％ 138,120 62.0％ 186,600 35.1％

  ※ 従業員数 10 人以上の施設が調査対象 

※ その他には国籍（出身地）不詳を含む 

【出典】平成 25年鹿児島県観光統計 
◆ 近年，政治や経済，文化など幅広い分野において国際化が進展し，人やモノ，情報

などの交流は世界的な規模で拡大しており，今後更にこうした流れは大きくなるもの

と予想されています。 

 

 

 

※デジタルディバイドとは 
インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者の間に生じる格差 

※クラウド技術とは 
従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを，ネットワーク経由で利用  

者に提供するもの 

⑻ グローバル化の進展 

※ 

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 医療機関等の保有する患者・住民の医療・健康情報を，クラウド技術を活用して，安全かつ円滑

に記録・蓄積・閲覧することを可能とする医療情報連携ネットワークにより，患者・医療機関等の

負担を軽減するとともに，地域医療の安定的供給，医療の質の向上，さらには医療費の適正化にも

寄与する取り組みなどが進められています。 

【情報通信白書より】

※

～第１章～ 序論 

４ 時代の潮流 
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◆ 特に，貿易については，ＷＴＯ体制の下で，ＦＴＡやＴＰＰの推進も図られ，関税

率の引下げなどによる一層の市場開放が進められる中で，我が国においては，内外価

格差を背景に，農業分野などで安価な輸入品が増加し，国産品価格の低迷や産地間競

争が激化するなど，国内産業に大きな影響を与えています。今後とも，あらゆる分野

において，一層のグローバル化が重要となっています。 

◆ 地球規模のネットワーク化の進展などに伴い，市場の拡大や貿易・金融の自由化が

急速に進み，海外からの観光客が増加するなど，国境を越えた交流がますます拡大し

ています。 

◆ 教育分野においては，日本人としての自覚を持ち，諸外国の人々と意見を伝えあい，

理解しあいながら，国際社会において力を発揮することができる人材が必要とされて

います。このため，日本やふるさとの歴史，文化などについての理解を促進するとと

もに，国際交流の推進などを通じた諸外国の文化などについての理解や，コミュニケ

ーション能力の育成などが求められています。 

 

 

 

 

◆ 東日本大震災以降，自らの地域は自らが 

 つくるという気運が高まりつつあり，住民 

自らの手による特色あるコミュニティ活動 

や地域づくり活動，さらには地域課題の解 

決に向けた実践的な住民活動とともに，住 

民と行政との協働によるまちづくりが活発 

化してきており，ボランティアやＮＰＯの 

活動に代表されるように，全国各地で成果 

をあげています。 

◆ コミュニティ活動や生涯学習など，様々 

 な分野で住民が主体となった活動が活発に 

展開されていますが，このような住民主導や住民と行政との協働のまちづくりは，地

方分権時代の自立するまちづくりの原動力となるものであり，より一層の住民の力の

結集が求められています。 

◆ 国においては地方創生の足掛かりに，都市部の若者が地方へ移住して地域の問題解

決を図る取り組みとして「地域おこし協力隊」制度を創設するなど，地方に重点を置

いた政策が展開されています。 

 

 

 

 

⑼ 住民参画と協働の進展 

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 成長する世界の食関連市場の開拓が期待される中，最近では，オールジャパンでの輸出促進体制の

整備など，農林水産物・食品の輸出や食品産業の海外展開を促進するための様々な施策の強化を進め，

意欲的な事業者等による取り組みも着実に広がっています。 

【農林水産省：食料・農業・農村基本計画より】

※※※ 

※ＷＴＯ・・・世界貿易機関  ＦＴＡ・・・自由貿易協定  ＴＰＰ・・・環太平洋戦略的経済連携協定
※コミュニティビジネスとは 
 地域の課題を地域住民が主体的に，ビジネスの手法を用いて解決する取り組み 

コミュニティビジネスという場 

（出典：「コミュニティビジネス経営力向上マニュアル」）

≪国内自治体の動向≫ 

◆ 地域課題解決の取り組みであるコミュニティビジネスを形成することで，地域における創業機会・

就業機会が拡大し，また，地域住民自らが主導し実践することによって，自己実現を図ったり，生き

甲斐を得る機会となり，地域社会の自立・活性化，地域コミュニティの再生などの効果がもたらされ

ています。         【経済産業省：ソーシャルビジネス／コミュニティビジネス資料より】

※

～第１章～ 序論 

４ 時代の潮流
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問 52 あなたにとって，さつま町は雇用・就業の 

場が確保されていると思いますか。 
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確保・育成

５ まちづくりの主要課題 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 将来推計人口は，今後も引き続き社会減及び自然減による減少傾向が続き，１０年

後の平成３７年（２０２５年）には２万人を割り込む水準まで減少すると予測されて

おり，人口減少社会への対策が課題となっています。 

  ◆ 生産年齢人口の減少が著しいことから，雇用の場の確保等による働き世代の人々の

定住対策が課題となっています。 

◆ 人口構造をみると，全年齢層が減少していく中で，老年人口の減少率を年少人口及

び生産年齢人口の減少率が上回る状況が今後も続き，１０年後の平成３７年（２０２

５年）には高齢化率が４０％を超え，ほぼ５人に２人が高齢者となることが予測され

ており，少子高齢化の更なる進行が課題となっています。 

◆ 高齢者の方々が地域の中で孤立することのないよう，知識と経験を活かしながら社

会の中で活躍する場の創出を支援するとともに，健康でいきいきと暮らせる取り組み

に加え，買い物支援や交通対策などが課題となっています。 

 

 ≪町民アンケート結果≫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 少子高齢化・人口減少社会 

⑵ 産業の振興と雇用の確保 

問 57 農業・農村を守っていくためには，何が必要だと思いますか。

～第１章～ 序論 

５ まちづくりの主要課題 



- 16 - 

問 12-1 どのような場面で男女共同参画が実現さ

れていないと感じますか。 
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◆ 基幹産業である農業においては，農業従事者の高齢化，担い手不足などの影響か

ら，農地等の荒廃が進み，農村環境と生産基盤が衰退し，農業を取り巻く環境は今

後ますます厳しいものとなることが予想されることから，これまで取り組んできた

集落営農組織や担い手の育成などと併せて，農地集積などによる生産基盤の充実・

強化が課題となっています。 

 ◆ 誘致企業や地場企業を支援しながら，新規の企業誘致を行うことと併せて，新たに

起業する方への支援や地域の中で高齢者等を含めた幅広い年代の方で取り組むコミ

ュニティビジネスなどの創造により，地場産業の育成と雇用の場の拡大を図る取り組

みが課題となっています。 

 ◆ 平日・休日ともに県内外から多くの人口流入があることから，商業・観光・交流な

どの情報発信を強化し，更なる交流人口の増加に努めながら町内における経済活動を

活性化し，より多くの経済効果を高める取り組みが課題となっています。 

 

●滞在人口の月別推移（2014年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】株式会社 Agoop「流動⼈⼝データ」 

※滞在人口とは，市区町村単位で滞留時間が２時間の人口のこと 

 

 

 ≪町民アンケート結果≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 本町ではこれまで，町内２０の区公民館で「地域づくり活性化計画」を柱に，各種

交流イベントや自主防災活動など協働による取り組みが行われてきましたが，近年，

問 11 あなたはこの１年間で，地域活動に参加したことがあり

ますか。 

⑶ 地域の活性化と人材育成 

～第１章～ 序論 

５ まちづくりの主要課題
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問 19 あなたは，運動をどれくらい行っていますか。
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（人） 全体 

住民ニーズはますます多様化・複雑化し，地域内においては若者の減少・役員等の担

い手不足などによって，これらの地域活動に支障が生じ，集落機能の低下が進みつつ

あります。 

◆ 身近な生活における課題解決のために地域組織の果たす役割は更に重要となって

いることから，地域に住む人々が自らの課題を認識し，共有しながら解決を図って

いくために，「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会の効率性を高めることの

できる協働による取り組みにより，自助・共助意識を高め，地域への誇りと愛着を

醸成していくことが課題となっています。 

◆ 女性が置かれている状況や女性の活躍に関する意識は，地域により大きく異なるこ

とから，家庭，地域，職場等あらゆる場で能力を発揮できるよう，地域の主体的な環

境整備への取り組みが一層求められています。 

 

 

   ≪町民アンケート結果≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ◆ 食生活の変化や運動習慣等を起因とする生活習慣病の増加や悪性新生物，心疾患や

脳血管疾患などの循環器系疾患等により要介護状態となる人の増加が問題となって

います。病気の早期発見・早期治療はもとより，「自分の健康は自分でつくる」とい

う視点に立った食育の取り組みなどによる生活習慣の改善と，心身の健康の保持・増

進を図るために積極的な一次予防の推進が課題となっています。 

◆ 身近な地域で安心した医療を受ける上で，専門医師の不足から二次救急医療に対処

できず，町外の医療機関への搬送率が増加傾向にあり，薩摩郡医師会などと連携した

医師確保対策が課題となっています。 

 ◆ 川薩地域においては，産婦人科の病院が減少傾向にあり，周産期・小児医療提供の

体制支援が課題となっています。 

 

 

 

問 18 あなたの食生活で気になっていることはあり

ますか。 

⑷ 健康と医療体制の充実 

～第１章～ 序論 

５ まちづくりの主要課題 
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28人
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伝統芸能や文化の伝承活動

地域の自然や環境学習

地域のボランティア活動への参加など社会貢献の体験

スポーツ活動を通じた子どもの心身の育成

地域で放課後過ごせる場（勉強など）の環境づくり

あいさつ・声かけなどの防犯・防災対応等，地域の安全安心の確保

 

  ≪町民アンケート結果≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 少子化により児童・生徒数の減少が続き，学校の小規模化が進行していることから，

教育環境の充実を図るため，学校再編が進められています。新たな学校に順応するた

めに，スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーなどとも連携しながら，

相談体制の充実を図るほか，遠距離通学に対応するためにスクールバス運行を行うな

どの新たな対策により，児童・生徒が安心して教育を受けられる環境整備が課題とな

っています。 

◆ かつて地域の大人が他人の子も我が子同様，叱責や賞賛を行うことで，家庭教育を

補完する役割を担ってきました。しかしながら，近年，家庭教育の低下はもとより地

域コミュニティが疎遠になり，「地域の教育力」の低下が課題となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 町内の美しい景観の維持保全が望まれている中，空家の増加や人々のマナーやモラ

ルの低下から，沿道や公園など公共の場においてはごみの散乱や不法投棄が見られ，

住みやすい環境形成に向けての意識の醸成を図ることが課題となっています。 

◆ ごみの減量や再資源化等を通じて自然環境の保全・再生・活用に取り組むとともに，

再生可能エネルギーの活用を図るなど，暮らしのあらゆる側面において，持続可能な

循環型社会をつくっていくことが課題となっています。 

 

問 30 子どもたちを地域で見守る取り組みを進めていますが，地域で特に重視した方が良いと思うことは何ですか。

⑸ 安心して学べる教育環境の整備 

※ ※

※スクールカウンセラーとは 

  教育機関において，心理相談業務に従事する心理職専門家 

※スクールソーシャルワーカーとは 

  児童・生徒のいじめ，不登校，暴力行為，非行といった問題行動や児童虐待などの背景・原因を見極め，子どもやそ

の家庭に働きかけるばかりでなく，医療機関，児童相談所，福祉事務所，警察などと連携して問題解決に導く専門家

問 32 あなたの家では，ごみの分別（ごみの資源化）

を行っていますか。 

問 32-1 分別していない理由は何ですか。（複数回答） 

⑹ 自然環境の保全と循環型社会の創造 

分別している物もあれば，

していない物もある。 

５４７人 １９％ 

特に分別はしていない。
24 人 １％ その他 30 人 4％

分別が面倒 

165 人 24％ 

家族で分別を 

行っている。 

2,365 人 80％
品目が多すぎる 

239 人 34％ 

分別の品目が

分かりにくい 

269 人 38％

～第１章～ 序論 

５ まちづくりの主要課題
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1,205人
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町民や行政と一緒に活動するボランティアの育成

防災訓練など地域で自主的に行う自主防災組織の充実

災害情報を町民に提供する災害情報システムなどの構築

避難所の配置の充実

家族などの安否確認が行えるシステムづくり

町民一人ひとりの防災意識の普及

災害時に一人で避難することが困難な町民への対策の充実

速やかに避難を誘導してくれる体制づくり

避難所に備える食料・水・簡易トイレなどの十分な確保

 

  ≪町民アンケート結果≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆ 過去において，大規模な地震災害や川内川の氾濫による水害を経験しており，高齢

化が更に進む中で，災害による被害を最小限に止めるため，自助・共助の精神のもと

に地域における自主防災組織の取り組みによる要援護者等の避難体制の構築など，町

民の安全・安心の確保対策が更に重要性を増しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 住民ニーズはますます多様化・複雑化する一方で，人口減少などによる税収等の 

減や市町村合併に伴う地方交付税の優遇措置が，平成２７年度から段階的に縮減され

ることから，今後においても歳入の減少が見込まれ，限られた財源を最大限に活かし

た，効率的かつ有効的な行政運営がより一層求められています。 

 ◆ 町内の公共施設においては，経年劣化により今後大規模な修繕が必要な施設を多数

抱えていることから，将来の財政見通しを把握しながら，公共施設等総合管理計画を

基本として，施設等の統合・廃止の取り組みが課題となっています。 

⑻ 持続可能な行財政基盤の確立 

⑺ 暮らしの安全・安心 

（注）平成 24 年度の調定額の⼤幅な増額要因は，下記
の税制改正によるものです。 

１．年少扶養控除（扶養親族のうち，年齢 16 歳未
満のものをいう。)に対する扶養控除を廃⽌した。 

２．特定扶養親族(16 歳以上 23 歳未満)のうち、年
齢 16 歳以上 19歳未満の者に対する扶養控除の上
乗せ部分(12 万円)を廃⽌し、扶養控除の額を 33
万円とした。 

※税制改正後も，個人町民税調定額は減額の方

向へ推移しています。 

問 37 地震等の防災対策を強化するためには，どのようなことが重要と考えますか。 

～第１章～ 序論 

５ まちづくりの主要課題 



 

 

 

 

 

≪第２章≫ 

基本構想 

（平成２８年度～平成３７年度） 

 

            １ 将来像 

            ２ 基本方針 

            ３ 基本目標 
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～第２章～ 基本構想（平成２８年度～平成３７年度） 

１ 将来像 

 

 

 

 

 

２ 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 竹 か ら 連 想 さ れ る イ メ ー ジ ～ 

☆伸びる （町が成長する，人が増えていく）⇒ まちの発展 

☆つながる（竹の根っこのように，地中（見えない所）でつながっている）⇒ 共生・協働 

☆紡ぎあう（地域の魅力ある豊富な資源を活用し，人の手で紡ぎあう）⇒ あるものを活かす 

   

                 

 

ひと 
 交流，連携，協働など，人

と人がお互いのつながりの中

において，様々な場面で活発

にふれあい，子どもから高齢

者まで，誰もが，いつまでも，

自分らしく，安心して生活で 

きるまちを目指します。 

 

自然 
 紫尾山や川内川，温泉，

ホタルなどの豊かな自然や

生物との共生を図るととも

に，その恵みを享受できる

取り組みを進めます。 

 

まち 
 悠久の歴史と個性ある地

域が育んできた豊かな生活

文化を守るとともに，これら

の個性や人材を活かしなが

ら地域活動や産業活動を促

進し，まちの活力を創出しま

す。 

 

み ん な で 紡 ぐ

 

《将来像》 

～第２章～ 基本構想 

１ 将来像 ２ 基本方針 
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～ みんなで紡ぐ ～ 

 「ひと」ふれあい，「まち」にぎわい，「自然」うるおい，キラリとかがやくさつま町を

目指して，「みんなで紡ぐ」協働のまちづくりを進めます。 

～第２章～ 基本構想 

 ２ 基本方針

語らいで育む 

連携と役割を担うまち 

少子高齢化・過疎化の進行にともない，集落機能

や活力の低下など，地域コミュニティをめぐる様々

な問題を克服するために，産・官・学・金・労・言

など多様な主体がそれぞれの役割のもとに連携し，

積極的に語らいを深めることで，共生・協働による

まちを育みます。また，これらの実現のため，将来

にわたる財政の健全化を図り，効果的・効率的な行

政運営を進めます。 

 

《まちづくりの姿勢》
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３ 基本目標 

      ～基本方針Ⅰ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ひと』 ふれあう

 交流，連携，協働など，人と人がお互いのつながりの中でふれあい，子どもから高齢者まで，

誰もが，いつまでも，自分らしく，安心して生活できるまちを目指します。 

 

                  
～第２章～ 基本構想 

３ 基本目標 

まちぐるみで育む， 

子どもの笑顔が輝くまち 

未来にはばたくさつまの子どもたち

が，様々な世代の人々と交流や遊び，社

会参加などを通して，豊かな心とふるさ

とさつまに対する郷土愛を育みながら，

健やかに育っていけるよう子ども・子育

てを支援します。 

《基本目標１》 

《基本目標２》 

希望に満ちて，生涯を 

いきいきと暮らせるまち 

    町民が，個々の夢や目標の実現に向

けて，充実したライフスタイルを確立

できるよう，健康づくりをはじめとす

る自助の取り組みと共助の支えあい

により，生涯をいきいきと暮らせる 

環境づくりを進めます。 

ともに認めあい 

支えあうまち 

コミュニティ活動やボランティア・Ｎ

ＰＯ活動，多文化共生の取り組みなどを

通じて，お互いを理解し，尊重し合いな

がら，一人ひとりが地域の中で主体的に

参画し，支え合うことのできるまち 

づくりを進めます。 

《基本目標３》 

《基本目標４》 

安全・安心の輪を 

広げるまち 

過去の災害の教訓をもとに，大規模

災害への備えを進め，いざというとき

に助け合える地域のネットワークづ

くりを進めながら，まちぐるみで防

災・防犯に取り組む主体的な意識や 

体制を強化します。 
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      ～基本方針Ⅱ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

『まち』 にぎわう

 悠久の歴史と個性ある地域が育んできた豊かな生活文化を守るとともに，これらの個性や

人材を活かしながら地域活動や産業活動を促進し，まちの活力を創出します。 

～第２章～ 基本構想 

３ 基本目標

価値ある資源が 

活かされるまち 

自然や歴史・文化などを活かした集

客・交流・観光拠点のネットワーク化

を図るとともに，既存の資源と産・官・

学などの知的資源との融合による商工

業の再生と６次産業化などを推進し，

活力と魅力に満ちたまちを創出し 

ます。 

《基本目標５》 

さつま学の推進による 

人間性豊かなまち 

先人たちが受け継いできた伝統的

な文化と新たな発想・感性による文化

が出会い，互いに生きがいを持って知

的風土を高め合いながら，学びの成果

を地域社会に活かすことのできる仕

組みづくりを進めます。 

《基本目標６》 

みんなに優しく 

魅力あふれるまち 

町民も来訪者もすべての人々が，日

常的な生活や広域的な交流を便利で快

適なものにするとともに，安全で豊か

さを実感できるよう「住む，働く，集

う，憩う」ことの利便性を高める取り 

組みを進めます。 

《基本目標７》 
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      ～基本方針Ⅲ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

『自然』 うるおう

 紫尾山や川内川などの豊かな自然との共生を図るとともに，その恵みを享受できる取組み

を進めます。 

～第２章～ 基本構想 

３ 基本目標 

 

豊かな自然を守り， 

   水と緑に癒されるまち 

紫尾山や川内川などかけがえのな

いふるさとの自然を，積極的に守り育

てていくために，まちぐるみの取り組

みにより，保全・再生・活用しながら

次世代に継承します。 

《基本目標８》 

ふるさとを見直し， 

   資源を大切にするまち 

わたしたち一人ひとりが地球環境

を担う一員として自覚し，地域ぐるみ

で具体的な行動を興し，美しい景観を

保ちながら，環境に配慮した資源循環

の仕組みづくりを進めます。 

《基本目標９》 



 

 

 

 

 

 

 

≪第３章≫ 

基本計画 

（平成 28 年度～平成 32 年度） 

 

Ⅲ-１ 計画（施策）の体系 

Ⅲ-２ 『みんなで紡ぐ』重点プロジェクト 

Ⅲ-３ 『みんなで紡ぐ』施策別基本計画の展開 
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り

み
ん
な
で
守
る
消
防
・
防
災
の
ま
ち
づ
く
り

交
通
事
故
・
犯
罪
の
な
い
ま
ち
づ
く
り

安
全
で
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
め
る
ま
ち
づ
く
り

障
が
い
者
の
自
立
と
社
会
参
加
を
推
進
す
る
ま
ち
づ
く
り

い
つ
ま
で
も
健
康
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

人
権
を
尊
重
す
る
ま
ち
づ
く
り

基
本
施
策

町
民
の
主
体
的
活
動
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

将
来
に
わ
た
る
財
政
の
健
全
化
を
推
進
す
る
ま
ち
づ
く
り

子
ど
も
と
親
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

ま
ち
の
み
ん
な
で
子
育
て
を
応
援
す
る
ま
ち
づ
く
り

郷
土
に
誇
り
を
持
ち
、

志
の
高
い
子
ど
も
を
育
て
る
ま
ち
づ
く
り

高
齢
者
が
生
き
が
い
を
持
ち
、

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

⑬⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫① ② ③ ④ ⑤ ⑥

基
本
目
標

ま
ち
ぐ
る
み
で
育
む
、

子
ど

も
の
笑
顔
が
輝
く
ま
ち

希
望
に
満
ち
て
、

生
涯
を
い

き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち

と
も
に
認
め
あ
い
、

支
え
あ

う
ま
ち

安
全
・
安
心
の
輪
を
広
げ
る

ま
ち

　Ⅲ-１　第２次総合振興計画施策体系

《将来像》　　　　ひと・まち・自然

基
本
方
針

語らいで育む、連携と役割を担うまち

1 2 3 4

みんなで紡ぐ

『ひと』 ふれあう

≪まちづくりの姿勢≫
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憩
い
の
空
間
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り

ゴ
ミ
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る
ま
ち
づ
く
り

環
境
美
化
意
識
が
充
実
し
た
ま
ち
づ
く
り

歴
史
と
文
化
の
薫
る
ま
ち
づ
く
り

利
便
性
の
高
い
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り

住
ん
で
み
た
く
な
る
住
環
境
の
整
備
さ
れ
た
ま
ち
づ
く
り

良
質
な
水
道
が
安
定
供
給
さ
れ
る
ま
ち
づ
く
り

自
然
環
境
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り

田
園
や
森
林
を
守
り
育
て
る
ま
ち
づ
く
り

地
場
産
品
を
活
か
し
た
農
林
水
産
業
の
ま
ち
づ
く
り

活
気
あ
ふ
れ
る
商
工
業
の
ま
ち
づ
く
り

人
と
人
が
ふ
れ
あ
う
観
光
の
ま
ち
づ
く
り

未
来
に
つ
な
ぐ
生
涯
学
習
の
ま
ち
づ
く
り

生
涯
ス
ポ
ー

ツ
推
進
の
ま
ち
づ
く
り

㉕ ㉖ ㉗⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

さ
つ
ま
学
の
推
進
に
よ
る
人

間
性
豊
か
な
ま
ち

み
ん
な
に
優
し
く
魅
力
あ
ふ

れ
る
ま
ち

豊
か
な
自
然
を
守
り
、

水
と

緑
に
癒
さ
れ
る
ま
ち

ふ
る
さ
と
を
見
直
し
、

資
源

を
大
切
に
す
る
ま
ち

価
値
あ
る
資
源
が
活
か
さ
れ

る
ま
ち

　みんなで紡ぐ　さつま町

5 6 7 8 9

基
本
構
想

基
本
計
画

『まち』 にぎわう 『自然』 うるおう
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１ 重点プロジェクトの趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

 ２ 重点プロジェクトの施策体系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

 ３ 重点プロジェクトの展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

Ⅲ-３『みんなで紡ぐ』施策別基本計画の展開                  

≪まちづくりの姿勢≫ 語らいで育む，連携と役割を担うまち           

基本施策-1  町民の主体的活動と協働によるまちづくり・・・・・・・・・・・ ３５ 

基本施策-2  将来にわたる財政の健全化を推進するまちづくり・・・・・・・・ ３８ 

≪基本方針Ⅰ≫ 『ひと』ふれあう                       

基本目標１ まちぐるみで育む，子どもの笑顔が輝くまち 

基本施策-3  子どもと親が安心して暮らせるまちづくり・・・・・・・・・・・ ４１ 

基本施策-4  まちのみんなで子育てを応援するまちづくり・・・・・・・・・・ ４４ 

基本施策-5  郷土に誇りを持ち，志の高い子どもを育てるまちづくり・・・・・ ４６ 

基本目標２ 希望に満ちて，生涯をいきいきと暮らせるまち 

基本施策-6  高齢者が生きがいを持ち，安心して暮らせるまちづくり・・・・・ ４９ 

基本施策-7  障がい者の自立と社会参加を推進するまちづくり・・・・・・・・ ５３ 

基本施策-8  いつまでも健康に暮らせるまちづくり・・・・・・・・・・・・・ ５６ 

基本目標３ ともに認め合い，支えあうまち 

基本施策-9  人権を尊重するまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０ 

基本施策-10  多様な文化が共生するふれあいのまちづくり・・・・・・・・・・   ６２ 

基本目標４ 安全・安心の輪を広げるまち 

基本施策-11  みんなで守る消防・防災のまちづくり・・・・・・・・・・・・・   ６４ 

基本施策-12  交通事故・犯罪のないまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・   ６７ 

基本施策-13  安全で豊かな消費生活を営めるまちづくり・・・・・・・・・・・   ６９ 

≪基本方針Ⅱ≫ 『まち』にぎわう                       

基本目標５ 価値ある資源が活かされるまち 

基本施策-14  地場産品を活かした農林水産業のまちづくり・・・・・・・・・・   ７１ 

基本施策-15  活気あふれる商工業のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・   ７６ 

基本施策-16  人と人がふれあう観光のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・   ８０ 

基本目標６ さつま学の推進による人間性豊かなまち 

基本施策-17  未来につなぐ生涯学習のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・   ８４ 

基本施策-18  生涯スポーツ推進のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・   ８８ 

基本施策-19  歴史と文化の薫るまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・   ９２ 

基本目標７ みんなに優しく魅力あふれるまち 

基本施策-20  利便性の高いコンパクトなまちづくり・・・・・・・・・・・・・   ９４ 

基本施策-21  住んでみたくなる住環境の整備されたまちづくり・・・・・・・・   ９８ 

基本施策-22  良質な水道が安定供給されるまちづくり・・・・・・・・・・・・１０２ 

≪基本方針Ⅲ≫ 『自然』うるおう                       

基本目標８ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 

基本施策-23  自然環境に優しいまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ 

基本施策-24  田園や森林を守り育てるまちづくり・・・・・・・・・・・・・・１０８ 

基本施策-25  憩いの空間あふれるまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

基本目標９ ふるさとを見直し，資源を大切にするまち 

基本施策-26  ゴミ減量化・リサイクルを推進するまちづくり・・・・・・・・・１１３ 

基本施策-27  環境美化意識が充実したまちづくり・・・・・・・・・・・・・・１１５ 
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Ⅲ-２ 「みんなで紡ぐ」重点プロジェクト 

                                    

 将来像である『ひと・まち・自然 みんなで紡ぐ さつま町』の実現に向けて，平成２

８年度から５年間の前期基本計画期間内に推進する事業のうち，特に優先的・重点的な取

り組みとして，基本構想に定める「ひと」，「まち」，「自然」の３つの基本方針に沿って位

置づけるものです。 

なお，このプロジェクトは，町民，地域，各種団体，事業者，行政などの多様な主体の

協働による取り組みとして，「みんなで紡ぐ」をキーワードに横断的な視点で進めます。 

 また，本町の人口減少克服と地方創生を目的として，平成２７年度に策定した「まち・

ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）」との整合を図り，総合戦略事業

を重点プロジェクトに盛り込みました。 

 このようなことから，人口減少問題を我が町の最重要課題として捉え，これまでの長い

歴史の中で先人たちが築き上げてきた，歴史や文化・伝統を守りつつ，人々の対話や盛ん

な交流を通して共に紡ぎあいながら，「このまちに住んでみたい」「このまちに住んでよか

った」と思える，生涯幸福度の高いまちを目指すための重点的な政策として， 

『みんなで紡ぐ』重点プロジェクト 

に取り組みます。 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 笑顔あふれる「暮らし満足」プロジェクト 

 ◆ 子ども・子育て応援プラン（総合戦略） 

 ◆ 健康長寿応援プラン（総合戦略） 

 ◆ 雇用環境充実プラン（総合戦略） 

 ◆ 住まい環境充実プラン（総合戦略） 

Ⅱ 元気みなぎる「産業振興」プロジェクト 

◆ 農商工活性化プラン（総合戦略） 

 ◆ 観光交流活性化プラン（総合戦略） 

Ⅲ 地域かがやく「ハートフルタウン」プロジェクト 

◆ 地域の元気創造プラン（総合戦略） 

 ◆ 地域の安全・安心プラン 

 ◆ ふるさと環境美化プラン 

『
み
ん
な
で
紡
ぐ
』
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

 ２ 重点プロジェクトの施策体系

 １ 重点プロジェクトの趣旨

重点プロジェクト 
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重点プロジェクト 

共助 

農商工活性化 

◆担い手の育成・確保支援 

◆６次産業化の促進 

◆新規創業支援 

◆地産地消の推進 

◆空き店舗活用支援 

など  

観光交流活性化 

◆温泉知名度アップ支援 

◆かわまちづくり計画推進

◆スポーツコンベンション

受入体制の充実 

◆広域観光交流圏の構築 

など 

地域の元気創造 

◆地域活性化の促進 

◆地域リーダー育成支援 

◆女性の活躍支援 

◆生涯学習の支援強化 

など  

地域の安全・安心 

◆自主防災組織への支援 

◆防災行政無線デジタル

化の推進 

◆消防団組織の充実強化 

など  

ふるさと環境美化 

◆地域景観保全の推進 

◆ごみ減量化・資源化の推

進 

◆環境教育・環境学習の充

実など  

子ども・子育て応援 

◆産前・産後ケア体制整備 

◆いのちを育む教育 

◆学童保育の充実 

◆さつま学の推進 

など  

健康長寿応援 

◆高齢者サロンへの支援 

◆活躍の場の創出 

◆地域包括ケア体制構築 

など 

雇用環境充実 

◆企業誘致活動の推進 

◆企業間連携の促進 

◆キャリア教育の実施 

など 
住まい環境充実 

◆交通網体系の充実 

◆移住体験住宅の整備 

◆移住・定住情報の提供

◆空家の有効活用促進 

など 

郷土愛 

 

笑顔あふれる 

『暮らし満足』プロジェクト

 

元気みなぎる 

『産業振興』プロジェクト 

 

地域かがやく 

『ハートフルタウン』プロジェクト 

住みたい 
住んで 

よかった 

マッチング・付加価値 

地域資源 地産地消 

育む 支えあう 

 

知的風土 
交流 

 

つなぐ 

「みんなで紡ぐ」重点プロジェクトのイメージ図 

共助 
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Ⅰ 笑顔あふれる「暮らし満足」プロジェクト 

 ⑴ 子ども・子育て応援プラン 

 産前・産後ケアの支援や子育て家庭への経済的支援，また，学校教育や保育事業所，

子育て支援施設，地域での郷土教育の充実など，子どもを産み，健やかな成長のために

適切な環境が確保されるよう充実した取り組みを進めます。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 子育て環境の充実 

◆ 産後の母親に対して，産科病院または助産施設等を利用

し，宿泊型のサービスを提供する体制を整え，安心して育

児ができるよう支援に努めます。 

② 
保護者の経済的負担軽

減 

◆ 保育料を助成することで，子育て世帯の経済的負担の軽

減を図ります。 

③ 
きめ細やかな子育て支

援 

◆ 将来の母親・父親になる児童・生徒に対するいのちを育

む教育や保護者を対象にした育児フォーラムなどに取り

組み，子育て支援に努めます。 

④ 
子育て世帯を支援する

地域づくり 

◆ 子育て支援コーディネーター等による情報提供・相談・

助言を行える体制を整えるとともに，子育て世代包括支援

センター等を設置し，妊娠・出産・子育ての切れ目のない

支援に努めます。 

⑤ 
子どもが健やかに成長

する環境の整備 

◆ 学童保育を充実させることにより，学校・関係機関・家

庭が連携して子育て支援に努めます。 

⑥ 学校教育の充実 

◆ 夏休み期間等に本町出身の大学生が帰省し，児童生徒が

教育を通じて先輩との交流を深めることにより，お互いの

成長を促し，青少年の健全育成を図ります。 

◆ 自然・産業・文化などを活かした「さつま学」を推進し，

郷土に誇りを持ち，志の高い子どもの育成に努めます。 

⑦ 
薩摩中央高等学校との

連携 

◆ 薩摩中央高等学校生徒の保護者の経済的負担の軽減を

図るなど，就学支援を行うことで，高校の振興及びイメー

ジアップを図ります。 

  ⑵ 健康長寿応援プラン 

   生涯を幸福で充実したものとするために健康は欠かせません。健康で生き生きと暮ら

すには，寿命が長くなるだけでなく，寝たきりや認知症になることを予防し，心身とも

に自立して生活できる健康寿命の延伸を図ることが大切です。 

このようなことから，健康さつま２１に基づき健康増進への取り組みを進めるととも

に，生涯を住みなれた地域で過ごすことのできるよう地域包括ケア体制の充実に努めま

す。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 生きがいづくりの推進 

◆ 高齢者ふれあいいきいきサロンの実施回数を増やし，ま

た，未組織公民会のサロンの組織化を推進しながら，高齢

者の生きがいや健康づくり，介護予防の促進に努めます。

◆ 高齢者が地域内で積極的な役割を担い，生きがいを感じ

ながら活躍することのできる場の創出に努めます。 

② 
安心して暮らせるまち

づくりの推進 

◆ 「ころばん体操」などの普及を図り，元気な高齢者の育

成に努めながら，地域に必要な支援は，地域の元気高齢者

で支えるインフォーマルサービスの充実に努めます。 

 

 
※インフォーマルサービスとは 

自治体や専門機関など，フォーマル（正式）な介護保険等の法律・制度に基づき提供される支援ではなく，

家族や友人，地域住民，ボランティアなどによる，制度に基づかない非公式な支援のこと 

※

 ３ 重点プロジェクトの展開

重点プロジェクト 
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  ⑶ 雇用環境充実プラン 

    生活の根幹である就業の場を充実・確保するため，トップセールスなど積極的な企業

誘致活動に取り組むとともに，ハローワークや町内誘致企業などとの密接な連携・情報

共有を図りながら，事業規模の拡大や雇用の確保に向けた支援策の充実に努めます。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 
企業誘致活動の推進強

化と雇用の確保 

◆ 町内に事業所の新設・増設等をしようとする事業者に対

して，土地，建物及び設備の取得に要した経費を助成し，

地元雇用の促進に努めます。 

◆ 食品関連産業の誘致に取り組むとともに，企業誘致を行

うために必要な基礎調査等に努めます。 

◆ 町内企業等のネットワークを活用するとともに，企業振

興のための組織づくりを支援し，情報収集や企業活動の促

進を図ります。 

◆ 薩摩中央高等学校の生徒が町内企業を訪問し，会社を知

る機会をつくるとともに，経営者等による特別講座の実施

に努めます。 

◆ ハローワークと連携し，移住・定住の情報提供等におけ

るワンストップサービス機能の強化に努めます。 

  ⑷ 住まい環境充実プラン 

    移住者の住宅取得やリフォーム等に対する 

支援，本町での暮らしを体験してもらう取り 

組みなどにより，移住者を受け入れやすい体 

制の構築に努めます。 

   また，まちづくりや観光振興を含め，町外 

からの来訪者に対して，わかりやすく利便性 

の高い交通網体系の整備により住まい環境の 

充実に努めます。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 
利用しやすい交通体系

の充実 

◆ 交通ニーズを把握し，まちづくり施策と連携した利用し

やすい交通体系の確立を図ります。 

② 移住・定住対策の充実 

◆ 定住促進補助制度の拡充や公共施設を活用した住宅整

備を実施することで，北薩地域におけるベッドタウン化の

推進を図ります。 

◆ ハローワークと連携したワンストップサービスの強化

やふるさと回帰支援センター等を活用した情報発信の強

化に努めます。 

◆ 町外で暮らす大学生など若い出郷者への親元からの物

品の仕送りに対し，専用の宅配箱の活用と併せて，ふるさ

と情報の発信による U ターン促進を図ります。 

◆ 企業や各種団体，婚活サポーター等と協力し，異業種交

流による出会いの場を創出することで，“運命の出逢い”

につながる活動支援に努めます。 

③ 空家対策の推進 

◆ 空き家情報バンクへの登録・活用の促進や空家住宅への

リフォーム費用の助成などにより，定住対策として空家の

有効活用を図ります。 

重点プロジェクト 
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 Ⅱ 元気みなぎる「産業振興」プロジェクト 

⑴ 農商工活性化プラン 

    元気なまちの象徴として，地場産業の活力 

は欠かせないことから，地域資源を最大限に 

活用して，産業界，行政，大学等の教育機関， 

金融機関，労働団体，メディア，地域コミュ 

ニティーなど多様な主体の連携・交流により， 

６次産業化をはじめとする新産業の創出や特 

産品の開発など地場産業の活性化に努めます。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 
農 林 漁 業 担 い 手 の 育

成・確保 

◆ 地域農業の担い手の減少を食い止めるために，地元畜産

農家や意欲ある農業者と連携して，就農支援のための各種

研修制度の構築に努めます。 

② 

地域資源を活かしたブ

ランド化・産地化と交

流の促進 

◆ 農産物加工施設の整備や販路開拓に向けた事業支援，教

育機関等と連携した研究・開発の推進など，まちぐるみで

６次産業化の促進に努めます。 

◆ ブランド戦略に関わるあらゆるプレーヤーと協力し，

「薩摩のさつま」ブランドの積極的なプロモーション活動

の展開を図ります。 

◆ パルプ用竹材の買取支援や竹林所有者と利用者のマッ

チングを推進することで，竹林整備を促進し，安定供給体

制の構築を図ります。 

◆ 「竹」資源を最大限活用するために，新たな素材として

の活用促進とともに，竹製品の芸術性を高めるなど「竹」

のイメージアップ及び「竹の町」のイメージ確立を図りま

す。 

③ 
安全・安心で環境に優

しい食の供給 

◆ 地産地消の推進に向け，物産館の機能を強化するととも

に，空家や空き校舎等を活用した農家レストランなど，新

たなビジネスの展開を図ります。 

④ 
商業の活性化と経営基

盤の強化 

◆ 新規創業をめざす方への支援活動や助成事業等により，

新規創業者をはじめ，後継者の育成・確保に努めます。 

◆ 地元商店街を魅力あるものにするために，各種イベント

や空き店舗活用等への支援に努めるとともに，商店街活性

化のための組織づくりを支援します。 

⑤ 

地域資源を活かしたも

のづくりや新産業の創

出と市場開拓 

◆ 農産物の付加価値を高めるため，農産物加工施設の整備

を図るとともに，消費者ニーズに対応した加工品の試作，

デザイン，パッケージ，ネット販売など販路開拓につなが

る取組支援に努めます。 

◆ 新規創業を目指す方に対し，関係機関・団体との連携を

図りながら，商工会による開業準備の進め方や事業計画の

作成など創業支援に努めます。 

 

 

 

 

重点プロジェクト 
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⑵ 観光交流活性化プラン 

    本町の魅力を最大限に発揮し，交流人口の 

増加による観光振興を図るため，地域資源を 

活用した商品開発や広域観光ルートの構築を 

進めるとともに，メディア等と連携した情報 

発信の強化に努めます。また，観光・文化財 

ボランティアや地域の人々との交流による温 

かいおもてなしにより，来町された人々に十 

分に満足いただけるよう，「つながり・おも 

てなしのまちづくり」を促進します。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 
地域資源を活かした観

光のデザイン 

◆ 旅館等の施設整備への支援を継続するとともに，温泉ガ

イドブックや温泉の一日利用券などイメージ戦略による

受入態勢の整備と温泉の知名度アップ・利用促進を図りま

す。 

◆ 観光特産品協会の法人化への取り組みを支援し，観光事

業の推進や特産品の販売促進など，事業のけん引役として

運営体制の見直し，強化を図ります。 

◆ 鶴田ダムを中心とした施設整備計画の策定やかわまち

づくり計画を推進し，ホタル舟や屋形船，鶴田ダム周辺施

設など川内川の水辺環境の利活用により，交流人口の増加

を図ります。 

◆ 地元メディア等と連携し，「美」をキーワードとした町

の魅力の情報発信，地域資源を活用した商品開発などを行

うことで，町全体の観光振興を図ります。 

◆ プロスポーツキャンプの誘致など地域の公共施設を活

用したスポーツ合宿等の受入体制を充実し，交流人口の増

加を図ります。 

② 
つながり・おもてなし

の町づくり 

◆ 町内２０の区公民館が取り組む地域の特色を活かした

イベント等の支援を行うことで，交流人口の拡大及び地域

の活性化を図ります。 

◆ 川内川の豊かな自然を最大限活用するために，周辺自治

体や各種団体と連携し，広域観光交流圏の構築を推進しな

がら交流人口の増加に努めます。 

◆ 町の玄関口としての宮之城鉄道記念館のバスターミナ

ル機能強化など，観光拠点施設の再整備を図ります。 

③ 公園・緑地の整備 

◆ 芸術性や文化性を備えた北薩広域公園の整備を促進す

るとともに，ちくりん公園及びかぐや姫グラウンドを再整

備することで，周辺の一体的な利活用と魅力アップを図り

ます。 

 

 

重点プロジェクト 
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 Ⅲ 地域かがやく「ハートフルタウン」プロジェクト 

 ⑴ 地域の元気創造プラン 

    移住者を受け入れる一番身近な組織として，地域の果たす役割は大きいことから，「地

域づくり活性化計画」を柱に，各地区が進める特色ある取り組みを支援し，地区外の人々

との交流促進により，元気で魅力ある地域づくりを進めます。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 
多様な主体の参加によ

る地域活性化の推進 

◆ 公民会や地域のボランティア団体等が実施する住民参画

による社会貢献や地域づくり活動を支援し，地域活性化の

促進に努めます。 

◆ 地域コミュニティーの現状を把握・分析し，これからの

地域づくりの方向性や本町に適した地域活動，組織体制の

提案に努めます。 

◆ 女性の活躍を支援するとともに，地域活動を通して，次

世代を担う地域リーダーの育成に努めます。 

◆ 総合戦略コーディネーターを設置し，住民自治による地

域づくりを推進するなかで，地域リーダーの積極的な育成

に努めます。 

◆ 「さつまの郷出前講座」の内容充実を図り，地域におけ

る生涯学習活動の支援強化に努めます。 

  ⑵ 地域の安全・安心プラン 

    自主防災組織の結成・活動促進と併せ，消防災害支援隊組織の充実や女性消防団員の

登用，消防団組織の再編などにより，地域防災力の向上を図り，地域住民がいつでも安

全・安心に暮らせる環境づくりに努めます。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 防災対策の推進 

◆ 自主防災組織の結成を促進し，防災訓練などの充実・強

化により，自助・共助による地域防災力の強化を図ります。

◆ 住民への情報伝達手段として活用している防災行政無

線施設のデジタル化の推進に努めます。 

② 
地域防災力の中核であ

る消防団体制の強化 

◆ 消防団組織の充実を図るため，団員確保や消防団の組織

再編に努めます。 

  ⑶ ふるさと環境美化プラン 

    ごみ全体の排出量を抑制するために，リサイクル（再生利用）と併せて，リデュース

（発生抑制），リユース（再使用）の推進により，ごみ減量化と資源化の更なる取り組み

を強化し，環境に優しい循環型社会の構築と廃棄物処理施設の長寿命化に努めます。 

    また，自然環境をはじめとする大切な財産を次世代へ引き継ぐため，環境教育・環境学

習の充実に努め，住民主体の活動による地域の環境美化を図ります。 

№ 重点施策 主な取り組み内容 

① 
大切な財産を残す景観

づくり 

◆ 次代を担う子どもたちにわが町にある大切な財産を残

すため，地域の歴史・文化・自然に配慮したまちづくりを

住民とともに推進し，住民自らの計画として共生・協働に

よる景観づくりに努めます。 

② 
ごみ減量化及び資源化

の推進 

◆ さつま町一般廃棄物処理基本計画に基づき，より一層の

リサイクル，リユース，リデュースなど循環型社会の形成

を推進し，環境負荷の軽減に努めます。 

③ 環境教育・学習の充実 

◆ 町民や事業者が意欲と主体性を持って環境問題に取り

組めるよう広報紙やホームページ，出前講座等を充実さ

せ，環境教育・環境学習の充実に努めます。 
 

重点プロジェクト 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ-３ 「みんなで紡ぐ」施策別基本計画 
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どのような行政サービスを拡充して欲しいですか。 町民アンケート 満足度 

〔基本施策１〕町民の主体的活動と協働によるまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴   多様な主体の参画による地域活性化の推進

   ◆ 少子高齢化や住民ニーズの多様化・複雑化など，社会経済情勢が大きく変化する中で，

地域コミュニティをめぐる環境が変化しており，集落の機能・活力の低下など，様々な

問題が生じつつあります。また，地域に住む人々が地域の課題を認識し共有しながら解

決を図っていくことが求められています。 

  ⑵ 積極的な情報発信と広聴活動の充実 

   ◆ 行政情報を入手する手段として活用されている広報紙は，より一層わかりやすく・親

しまれる紙面づくりが求められるとともに，知りたい情報が的確に得られ，旬な情報を

迅速に発信できるホームページづくりに取り組む必要があります。 

◆ ますます多様化・高度化する行政ニーズに対応するため，町民が積極的に参画できる

仕組みづくりを更に促進する必要があります。 

⑶ ＩＣＴ(情報通信技術）への対応 

   ◆ 社会生活の多様化が一層進む中，情報提供や利便性の確保のため，ＩＣＴ（情報通信

技術）を活用した更なる住民サービス向上に取り組む必要があります。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性  

  ⑴ 多様な主体の参画による地域活性化の推進 

  ◆ 町民，ＮＰＯやボランティア，事業者，大学など，多様な主体による積極的な社会参

画を推進するとともに，地域の課題解決のため，それぞれの役割と責任の下に協働によ

るまちづくりの推進を図ります。 

   ◆ 地域づくり活性化計画を柱に，地域に語らいの場づくりを進め，地域の課題を町民と

行政が共有するとともに，それぞれの役割に応じた取り組みを展開し，地域の元気再生・

活性化に努めます。 

   ◆ 様々な地域課題の改善を図るため，県・町主催の地域づくり研修会等の開催をはじめ

地域おこし協力隊やコーディネーター等を地域に派遣するなど，地域リーダーの育成に

努めます。 
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みんなで紡ぐ  ≪まちづくりの姿勢≫ 語らいで育む，連携と役割を担うまち        
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   ◆ 男女が性別や年齢等にとらわれることなく，個性を伸ばし，能力を十分に発揮できる

よう女性や高齢者の活躍の場を創出し，地域の活力を高める社会づくり，「男女共同参画

社会の実現」に努めます。 

  ⑵ 積極的な情報発信と広聴活動の充実 

   ◆ 町政の情報発信源として広報紙「広報さつま」とお知らせ版を町民にわかりやすく，

また親しまれる紙面となるよう内容充実を図ります。 

   ◆ 町の魅力などの情報をホームページを活用してリアルタイムに発信し，本町のＰＲや

知名度アップ等に努めます。 

   ◆ 座談会等を定期的に開催し，町民や地域が抱える課題や問題点等について意見を集約

するとともに，政策・施策に町民の意見・アイデアを積極的に取り入れるため，広報紙

やホームページ等を活用した意見聴取を行い，町民と行政の情報交換に努めます。 

  ⑶ ＩＣＴ(情報通信技術）への対応 

   ◆ コンビニ納付や自動交付機の整備など，新たなＩＣＴ（情報通信技術）に対応した効

率的な行政サービスの向上に努める一方，個人情報の保護や情報セキュリティの強化に

努めます。 

 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※○創･･･「さつま町まち・ひと・しごと創生総合戦略」のこと

(1)多様な主体の参画によ
る地域活性化の推進 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

１ 町民の主体的活動と協働によるまちづくり 

(2)積極的な情報発信と広
聴活動の充実 

(3)ＩＣＴ（情報通信技術）
への対応 

①ＮＰＯ等の育成・支援 

②提案型事業の支援 

③多様な主体の社会参画の推進 
【○創5-1-1-② ○創5-1-2-②】

④自治組織の再編・強化並びに地域活動への
支援強化 
【○創4-1-2-①,② ○創4-1-3-② ○創4-1-4-①】

⑤リーダーの育成 
【○創4-1-4-① ○創5-1-3-②】

⑥男女共同参画社会の推進 【○創4-1-4-②】

①広報さつまと広報お知らせ版の内容充実 

②町ホームページを活用した情報発信 

③座談会等の定期的な開催 

④広報紙やホームページを活用した町民の意
見，アイデアの聴取 

①町税等のコンビニ等納付の整備 

②ワンストップ窓口の推進 

③情報セキュリティの強化 
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【広報さつま】 【住民協働による地域おこし活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

町内のＮＰＯ法人数 7 団体 10 団体 3 団体増

公民会加入率 
（公民会加入世帯/推計人口に基づく世帯数）

86.7％ 88.0％ 1.3％増

ホームページ閲覧件数 114 万件 150 万件 36 万件増

座談会参加者数 700 人 1,000 人 300 人増

地域づくり活性化計画に対する取

組評価検討会の実施地区数 
－ 20 区（全区） 20 区増

地域元気再生事業（提案公募型）実
施団体数 

7 団体 10 団体 3 団体増

総合戦略コーディネーター派遣地
区数 

－ 3 か所 3 か所増

委員会等の女性登用率 15％ 20％ 5％増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 住民アンケート・座談会等を利用し，政策・施策の形成課程に参

画しましょう。 

◆ 町からの各種出版物やホームページに掲載されている行政情報に

関心を持ちましょう 

◆ 自分たちの地域は自分たちでつくるという意識を持ち，積極的に

地域活動，公民館活動に参加しましょう。 

◆ 地域の特性や課題に関心を持ち，不安や不便など，同じ地域に住

む仲間として助け合いましょう。 

◆ 町民相互の親睦を図り，情報を共有しながら地域課題の解決に取

り組みましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 
◆ 地域活動に理解を深め，積極的に参加・協力しましょう。 

◆ マイナンバーなどの個人情報の漏えい防止に努めましょう。 

行政 

◆ 公民会加入の促進に努めます。 

◆ 町民との情報共有を図るため，広報紙やホームページ等の内容充

実に努めます。 

◆ 地域活性化計画を柱に区公民館・公民会に対して，支援メニュー

を提供し，地域の活性化の促進に努めます。 

◆ 男女が等しく参画できる社会の構築のため，関係機関と連携して

啓発などの働きかけに努めます。 
◆ 個人情報の管理を徹底し，情報セキュリティの強化に努めます。 

みんなで紡ぐ  ≪まちづくりの姿勢≫ 語らいで育む，連携と役割を担うまち        



- 38 - 

15,684 

16,160 

15,453 

13,932 

15,091 

14,729 

14,075 
14,505 14,407 14,288 

15,199 13,813 13,620 12,929 12,765 12,840 12,786 12,586 13,150 12,690 

595 
678 

866 
1,009 

814 

942 892 

1,069 

1,403 1,342 

0

500

1,000

1,500

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

歳出決算 当初予算 形式収支

当初予算及び決算規模

23,625 
23,007 21,684 

20,313 
19,070 17,929 16,816 16,359 

15,897 
15,224 

20.2 19.9 19.5 18.5 18.0 
16.6 

15.5 
13.6 

11.6 

9.3 

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

10,000

15,000

20,000

25,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

地方債残高 実質公債費比率

〔基本施策２〕将来にわたる財政の健全化を推進するまちづくり 

 １ 現状と課題  

  ⑴ 中長期的な財政運営の継続 

   ◆ 長引く景気の低迷，人口減少や税収の伸び悩み，地方交付税の見直しなどに加え，歳

出面においても社会保障関係経費や特別会計への繰出金の増加，さらに，公共施設やイ

ンフラ施設の更新など，大規模な財政需要が予想され，本町を取り巻く環境は年々厳し

さを増しているところです。 

  ⑵ 組織づくりと人材育成の実施 

   ◆ これまで，３町合併から１０年間に渡り，定員管理計画等に基づく組織再編や事務事

業の見直し，民間委託等により職員数の削減を進めてきました。今後も普通交付税の段

階的縮減や公共施設の維持管理など多くの財政需要が見込まれる中，行政サービスの水

準を維持していくためには，一定の職員数の確保と組織体制づくりを進める必要があり

ます。 

  ⑶ 効果的・効率的な行財政運営の推進 

   ◆ 本町は，高齢化率が高く，保健福祉分野を中心に行政需要が多く見込まれる中，類似

団体と比較し行政面積が広いため，人件費などの行政コストが多くかかる状況です。加

えて，地方分権をはじめ，以前には無かった事務事業も増加しており，これまで以上に

効果的・効率的な行政運営が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（百万円）

実質公債費比率等の推移 （百万円） （％）
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 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 中長期的な財政運営の継続 

   ◆ 地方税や普通交付税などの一般財源総額を意識し，歳入に見合った財政規模を基本と

しながら，引き続き起債計画の見直しや公共施設の管理など，将来負担を抑制するとと

もに，中長期的な視点から安定した財政運営に努めます。 

   ◆ 課税客体を的確に把握し公平な課税を行うとともに，税及び使用料などの滞納徴収の

強化に努めます。 

  ⑵ 組織づくりと人材育成の実施 

   ◆ 国の制度改正をはじめ，新たな行政課題や住民の多様なニーズに的確に対応するため，

窓口の一本化など行政サービスの充実に努め，各課及び職員間の協力が敏速かつ弾力的

に行える柔軟な組織づくりに努めます。 

   ◆ 多様化，高度化する行政課題に敏速かつ的確に対応し，住民から信頼される職員を育

成するため，職員研修を効果的に実施し，意識改革と能力開発を図ります。 

  ⑶ 効果的・効率的な行財政運営の推進 

   ◆ 住民ニーズが多様化する中，町民の視点に立った事務手続き等の改善に努め，わかり

やすく利用しやすい町民満足度を高める行政サービスの提供に努めます。 

   ◆ 公共施設等総合管理計画により道路・水道等のインフラ資産を含む全体の状況を把握

し，長期的な視点をもって，更新・統廃合・長寿命化対策を図ります。 

 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)中長期的な財政運営の
継続 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

２ 将来にわたる財政の健全化を推進するまちづくり

(2)組織づくりと人材育成
の実施 

①財政指数の改善に向けた計画的な財政運営

②町税等徴収率の向上など自主財源の確保 

③慣例や常識にとらわれない経費削減 

①連携する組織づくり 

②定員及び給与の適正な管理 

③人材の育成と活用 

(3)効果的・効率的な行財政
運営の推進 

①公共施設等の適正な管理 

②町民サービスの向上 

③事務事業評価の活用 
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

歳出決算規模 142 億 8,800 万円 123 億 1,400 万円 19 億 7,400 万円減

経常収支比率 87.2％ 99.2％ 12％増

実質公債費比率 9.3％ 6.7％ 2.6％減

町税徴収率（現年度分） 98.97％ 99.0％ 0.03％増

公共施設保有面積 185,355 ㎡ 176,087 ㎡ 5％減

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 
◆ 施設の有効利用と適正なコスト負担をお願いします。 

◆ 町税等は決められた納期内に納入しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 ◆ 指定管理者等による独自の経営手法の実践をしましょう。 

行政 

◆ 各種事業の地域間のバランスを考慮した予算配分に努めます。 

◆ 重複する施設の統合・整理と改修・更新コスト，維持管理コスト

の縮減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２６年１０月に落成した役場新庁舎】
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〔基本施策３〕子どもと親が安心して暮らせるまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 子育て環境の充実 

◆ 妊婦健康診査から乳幼児期に健康診査，健康相談，訪問活動及び乳幼児歯科健康診査，

フッ素塗布などの実施により子育て環境の充実に努めていますが，核家族化が進み，１

人で悩みを抱えている母親の増加，また，出生数の減少，低体重児の出産などへの対策

が求められています。 

◆ 核家族化や保護者の就労形態の多様化に伴い，保育所入所児が増加しており，延長保

育や休日保育・病児保育など保育ニーズの増加に加え，保育が必要な心身障がい児や丁

寧な関わりを必要とする児童の増加への対策が求められています。 

  ⑵ 保護者の経済的負担軽減 

 ◆ 社会情勢の変化に伴い，近年，子育てに対する経済的負担感が大きいことから，医療

費の助成や保育料の軽減などの経済的支援が求められています。 

⑶ きめ細やかな子育て支援 

◆ 育児に関する悩みや，育児放棄・身体的児童虐待の相談や事案が多くなってきており，

関係機関と連携した対策が求められています。 

◆ 発達支援などを必要とする児童が増加傾向にあり，個別ケースに応じた専門的な支援

が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 子育て環境の充実 

◆ 妊娠・出産・新生児期及び乳幼児期における健康診査や保健指導の充実を図り，妊娠・

出産から育児への継続的な相談・指導による支援体制の確保を図ります。 

   ◆ 産後の母親に対して，産科病院又は助産施設等を利用し，宿泊型のサービスを提供す

るなど，出産に関する不安を解消し，安心して育児できるよう産後ケアの体制づくりに

努めます。 

◆ 保護者の就労と子育ての両立を支援するため，休日保育・延長保育・病児保育等の特

別保育サービスの充実に努めます。 
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  ⑵ 保護者の経済的負担軽減 

◆ 中学校卒業までの子どもの保険診療にかかる医療費や，ひとり親家庭等の子どもと親

の保険診療にかかる医療費，また，予防接種費用助成や不妊治療に係る費用の一部助成，

保育料の軽減などにより，保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

⑶ きめ細やかな子育て支援 

◆ 児童虐待の発生防止や早期発見・早期対応のため警察署，児童相談所，医療機関等と

の連携強化に努めます。 

   ◆ 要保護・要支援児童について，保健師・保育所・医療機関・療育機関・学校と連携し，

個々に合ったきめ細やかな支援の充実を図ります。 

   ◆ 将来の父親・母親になる児童・生徒に対するいのちを育む教育や，保護者を対象にし

た育児フォーラムなど，充実した子育て支援に努めます。 

 ３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)子育て環境の充実 

基本施策 

基本項目 
基本項目の展開

３ 子どもと親が安心して暮らせるまちづくり 

(2)保護者の経済的負担軽
減 

①母子保健サービスの充実 【○創1-1-2-②】

②保育サービスの充実 

①医療費等の助成 

②保育料の軽減       【○創1-2-1-②】

(3)きめ細やかな子育て支
援 

①児童虐待防止への取組 

②地域療育支援体制の構築 

③乳児家庭全戸訪問事業 

④思春期から妊娠までの支援 【○創1-1-2-①】
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

乳幼児健診受診率 90％以上 95％以上 5％増

延長保育事業実施事業所数 4 か所 4か所 維持

休日保育事業実施事業所数 2 か所 3か所 １か所増

病児保育事業実施事業所数 1 か所 1か所 維持

いのちを育む教育実施校数 6 校 10 校 4 校増

産後ケア施設数 － 2 か所 2か所増

 

 

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 子育てに関する不安感を，ひとりで抱え込まずに相談しましょう。

◆ 自分の周りの子育て世帯について，困っていないか気を配りまし

ょう。 

事業者・ＮＰＯ等 ◆ 子育て世帯が働きやすい環境づくりに努めましょう。 

行政 

◆ ホームページ等を活用して，子育てに関する情報提供の充実を図

ります。 

◆ 保育料の軽減と特別保育事業への取り組みを推進するなど，子育

て環境の充実に努めます。 
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〔基本施策4〕まちのみんなで子育てを応援するまちづくり 

 １ 現状と課題  

  ⑴ 子育てを支援する地域づくり 

   ◆ 未就園児を家庭で保育している世帯では，育児についての不安等を相談できず，地域

での孤立化が懸念され，また，核家族化の進行により子育て力の低下がみられることか

ら，これらの世帯への適切な支援が求められています。 

  ⑵ 子どもが健やかに成長する環境の整備 

   ◆ 共働き家庭の増加等により学童保育のニーズが高まってきており，ひとり親家庭等の

保護者の病気や入院，児童虐待等，一時的な保育を必要とするケースへの対策が求めら

れています。 

    ≪町民アンケート結果≫ 問３０ 子どもたちを地域で見守る取り組みを進めていますが，地域で特に重

視した方が良いと思うことは何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施策の方向性   

  ⑴ 子育てを支援する地域づくり   

   ◆ 育児の仲間づくりを支援し，育児についての不安感などの解消を図るため，子育て支

援拠点事業の充実に努めます。 

   ◆ 若い保護者や核家族の保護者が地域で孤立しないよう，保健師，民生委員，子育て支

援センター等の関係機関と連携し，相談・助言・情報提供を行える体制を整えるととも

に，子育て世代包括支援センター等の設置による妊娠・出産・子育てへの切れ目のない

支援に努めます。 

◆ 未就園児を対象とした交流保育の場を設け，保護者同士の交流や子育て情報の提供な

どに努め，情報共有できる機会の充実を図ります。 

  ⑵ 子どもが健やかに成長する環境の整備 

 ◆ 放課後児童クラブ利用希望者の増加に対応できるよう，保育事業所，教育委員会，学

校，地域と連携し，放課後児童クラブの設置・充実に努めます。 

 ◆ 保育所での一時保育や児童養護施設への短期入所の活用に結びつくよう情報の周知に

努めます。 
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地域で放課後過ごせる場（勉強など）の環境づくり

あいさつ・声かけなどの防犯・防災対策等，地域の安心・安全の

確保
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「ひと」ふれあう ≪基本目標１≫ まちぐるみで育む，子どもの笑顔が輝くまち 



- 45 - 

３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

子育て支援拠点事業所数 2 か所 2 か所 維持

放課後児童クラブ設置数 4 か所 9 か所 5 か所増

子育て短期支援事業施設数 2 か所 2 か所 維持

子育て世代包括支援センタ

ー等の設置数 
－ 1 か所 新規開設

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 
◆ 子どもと子育てをしている保護者に関心を持ち，困っている家庭

があったら声かけしましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 
◆ 子育てに関する相談に応じたり，子育ての情報提供・放課後児童

クラブの充実に協力しましょう。 

行政 
◆ 放課後児童クラブ・子育て世代包括支援センター等の設置に向け

て，関係機関と連携して取り組みます。 

「ひと」ふれあう  ≪基本目標１≫ まちぐるみで育む，子どもの笑顔が輝くまち 

(1)子育てを支援する地域
づくり 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

４ まちのみんなで子育てを応援するまちづくり 

(2)子どもが健やかに成長
する環境の整備 

①子育て支援拠点事業の充実 

②子育てに関する情報提供の充実 
【○創1-2-1-③】

③子育て世代包括支援センター等の開設 
【○創1-2-1-③】

④未就園児に対する子育て支援の充実 

①放課後児童クラブ等の充実【○創1-2-1-①】
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〔基本施策５〕郷土に誇りを持ち，志の高い子どもを育てるまちづくり 

１ 現状と課題 

  ⑴ 幼児教育の充実 

   ◆ 基本的な生活習慣が十分身に付いていないなど，家庭の教育力の低下が大きな課題と

なっています。 

◆ 少子化や外で遊ぶ機会が少なくなり，自然とふれあう遊びや社会体験の不足，コミュ

ニケーション能力の低下などの傾向が見られることから，育児サークル等のふれあいの

場の環境づくりが求められています。 

◆ 近年，特別な支援を要する児童が増加していることから，個々のケースに応じた適切

な指導が求められています。 

  ⑵ 学校教育の充実 

   ◆ 「さつまの３構え」（身構え・心構え・物構え）に沿って，学習の準備・姿勢・態度等

の指導が全町的に実施されており，基礎的・基本的な知識・技能は概ね習得されていま

すが，それを活用する力に課題が見られます。 

◆ 各学校区ごとの自然・産業・歴史文化等を活かした「さつま学」を推進しています。 

◆ いじめ問題等に関しては，「町いじめ防止基本方針」を基に，早期発見・早期対応に努

めていますが，不登校児童生徒は年々増加傾向にあり，教育委員会・学校・家庭・関係

機関等の連携が重要となっています。 

   ◆ 第一次小中学校再編計画に基づき，中学校の再編に向けた準備を進め，円滑に統合校

の開校を行う必要があります。 

◆ 老朽化した学校施設が多く，適正な維持管理に努める必要があります。 

◆ 学校再編計画の進捗状況を踏まえ，学校給食センターの統廃合を行う必要があります。 

  ⑶ 薩摩中央高等学校との連携 

   ◆ 小・中学校・高等学校間では，連携した研究会の実施による児童生徒に関する情報交

換や学力向上のための授業を通した研修などが進められていますが，今後，更なる学力向

上を目指した連携が求められています。 

◆ 町内唯一の高校である薩摩中央高等学校は，年々生徒確保が難しくなっており，専門

的な技術習得や大学進学に優位なことが高校進学に影響していることから，特色ある学

校づくりが求められています。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【進路を決めたポイント（中学生アンケート）】     ※上位のみ掲載 
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先輩の勧めがあった

尊敬する先輩がいる

友達と一緒の進路先

やりたい部活がある

大学進学に優位

学校のイメージが良い

専門的な技術が習得できる

親・兄弟の勧めがあった

自分の学力を考えて

（人） 

「ひと」ふれあう ≪基本目標１≫ まちぐるみで育む，子どもの笑顔が輝くまち 
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２ 施策の方向性   

  ⑴ 幼児教育の充実 

   ◆ 思いやりの心や基本的生活習慣を身に付けさせる教育に努め，規範意識が培われる指

導の充実に努めます。 

      ◆ 幼稚園・保育所･小学校と連携し，情報を共有しながら義務教育への円滑な接続を図り

ます。 

   ◆ 子どもの発達段階に応じた，適切な支援体制による教育・指導に努めます。 

  ⑵ 学校教育の充実 

 ◆ 児童生徒の学びをより充実させるため，「さ 

つまの３構え」をこれまで以上に推進し，集 

中して学習に取り組む環境と雰囲気づくりに 

努めるとともに，夏休み期間等に本町出身の 

大学生等を活用した「さつまっ子チャレンジ 

教育」の実施や地域の個性を活かした「さつ 

ま学」を推進するなど，特色のある教育環境 

づくりに努めます。 

 ◆ 学力向上に向けて，問題解決的な学習など教員の指導法の改善等を図り，基礎的・基

本的な知識・技能を活用する力を培うとともに，家庭学習の充実を図ります。 

 ◆ 不登校児童生徒の解消に向け，スクールソーシャルワーカー・教育相談員を積極的に

活用するとともに，適応指導教室や地域・関係機関等との連携の強化を図ります。 

 ◆ 福祉関係部局との連携や特別支援教育支援員の活動強化等により，特別支援教育の充

実を図ります。 

 ◆ 複式学級の解消や教育環境の充実のため，第二次小学校再編計画を策定し，学校規模

の適正化を図ります。 

 ◆ 学校施設の計画的な整備を図り，教育環境の充実を図ります。 

 ◆ 安全・安心でバランスのとれた給食の提供に努め，地元産食材を積極的に活用しなが

ら児童生徒への食育の指導に努めます。また，学校再編計画と合わせた給食センターの

統合計画の検討を進めます。 

⑶ 薩摩中央高等学校との連携 

◆ 小中高連携研究会を通じ，教員の情報交換や 

主に学力向上に向けた研修活動の充実を図りま 

す。また，奨学資金制度等により，薩摩中央高 

等学校に進学する生徒への支援に努めます。 

   ◆ 薩摩中央高等学校振興対策協議会を中心に， 

中学生の進路希望等の現状を把握・分析し，生 

徒確保のための支援に努めます。また，農業分 

野や福祉分野など特色のある学科が設置されて 

いることから，地域との交流や行事への参画な 

ど，特色ある学校づくりを進め，「行きたい高校」「目指す進路」となるよう努めます。 

 

「ひと」ふれあう  ≪基本目標１≫ まちぐるみで育む，子どもの笑顔が輝くまち 
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３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

さつまっ子チャレンジ教育

参加大学生の数 
－ 年 10 人 累計 50 人増

不登校児童生徒数 小 3 人，中 16 人 小 0 人，中 8 人 半数以下

薩摩中央高等学校から国公

立大学への進学者数 
4 人 7 人 3 人増

薩摩中央高等学校入学者数 94 人(H27) 140 人 46 人増

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 積極的に子どもたちに関わりを持ち，幼稚園や保育所，小・中・

高等学校の取組を支援しましょう。 
◆ 幼稚園や保育所，小・中・高等学校の取組を知るために，進んで

訪問や参観をしましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 未就学児の就学指導等に関して，関係機関と連携を図り，積極的

な情報交換に努めましょう。 
◆ 就学指導等に関する相談に応じたり，情報提供をしたりして支援

しましょう。 

行政 

◆ 保護者からの相談等には積極的に対応し，関係部署との連携の充

実を図ります。 
◆ 幼・保，小・中，高校が連携して取り組めるように，研修等の充

実を図ります。 

 

 

 

 

(1)幼児教育の充実 

基本施策 

基本項目 基本項目の展開

５ 郷土に誇りを持ち，志の高い子どもを育てるまちづくり 

(2)学校教育の充実 

①就学前教育の充実 

④信頼される学校づくりの推進 

①自己実現を図るための確実な学力の育成 

②高校振興対策の強化   【○創1-2-2-②】

(3)薩摩中央高等学校との
連携 

①小・中・高連携教育の推進 

②豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 
【○創1-2-2-①,③】

③多様化するニーズや社会の変化に対応した
教育の推進 

「ひと」ふれあう ≪基本目標１≫ まちぐるみで育む，子どもの笑顔が輝くまち 



- 49 - 

〔基本施策6〕高齢者が生きがいを持ち，安心して暮らせるまちづくり 

１ 現状と課題 

  ⑴ 生きがいづくりの推進 

   ◆ 高齢者の社会参加が図られ，高齢者が地域の担い手となることは，地域づくりの観点

から重要であり，高齢者と社会とのつながりを確保し，社会参加と生きがいづくりを推

進することが求められています。 

⑵ 安心して暮らせるまちづくりの推進 

   ◆ 高齢者が住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

よう，医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築を図ることが求められています。 

   ◆ 高齢者だけの世帯が増加していることから，見守り体制の整備が課題となっており，

地域の住民や関係機関・団体等が連携して，高齢者を地域全体で見守り，支える体制の

充実が求められています。 

 ⑶ 安全・安心で高齢者にやさしい環境の整備 

◆ 高齢者の住環境を充実させるためには，バリアフリー化対応の住まいの確保など，高

齢者一人ひとりのニーズに対応した住まいの確保が課題となっており，併せて生活支援

サービスの一体的な提供が求められています。 

◆ 高齢者が安全・安心に暮らすためには，関係機関と地域住民との連携による緊急時の

救援体制が課題となっており，火災や自然災害，犯罪や交通事故等の被害に遭うことの

ない安全なまちづくりが求められています。 

  ⑷ 日常生活を支える支援サービスの充実 

   ◆ 高齢者の介護度や必要とするサービスのニーズに応じて，適切なサービスが切れ目な

く提供できるようにするため，民生委員や元気な高齢者など地域の社会資源を活用した

多様な生活支援サービス体制の構築が求められています。 

  ⑸ 介護保険事業の円滑な推進 

◆ 要介護認定者が年々増加し，それに伴い介護給付費も年々増加するなか，高齢者数は

平成２９年度，要介護認定者数は平成３２年度がピークになると予想されるため，将来

の介護需要を見据え，介護サービスの基盤整備に取り組む必要があります。 
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要介護認

定者数

要介護認

定率

要介護認定者の推移・推計 

「ひと」ふれあう  ≪基本目標２≫ 希望に満ちて，生涯をいきいきと暮らせるまち 
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 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 生きがいづくりの推進 

   ◆ 高齢期を生きがいある人生にするため，高齢者ふれあいいきいきサロンをはじめとす

る自主的活動や学習活動など，高齢者が参加しやすい活動の場の充実に努めます。 

◆ 地域が主体となり進める介護予防事業「ころばん体操教室」の普及・促進と支援に努

めます。 

◆ 高齢者は地域づくりを支える活動や他の高齢者を支える様々なサービスの担い手とし

て期待されることから，地域内で積極的な役割を果たしていけるような社会づくりに努

めます。 

  ⑵ 安心して暮らせるまちづくりの推進 

   ◆ 高齢者が住み慣れた地域で自立し，社会参加しながら，かつ尊厳を持って，安心して

生活できる地域社会を実現するため，介護予防や認知症対策，在宅医療等に積極的に取

り組み，高齢者が安心して暮らせるよう地域包括ケアシステムの構築に努めます。 

◆ 高齢者に必要な支援を敏速かつ効果的に行うため，民生委員や在宅福祉アドバイザー

等との連携による見守り体制の充実を図ります。また，地域の福祉活動組織として福祉

部の設置を推進し，福祉コミュニティの充実やボランティアの育成に努めます。 

⑶ 安全・安心で高齢者にやさしい環境の整備 

   ◆ ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯が増加していることから，高齢者が生活しやす

い住環境の整備・居住支援を進め，また，要介護状態となっても在宅生活を可能な限り

持続できるよう，在宅医療等の体制づくりに努めます。 

   ◆ 高齢期を安全・安心に暮らすため，災害時に自力での避難が困難な方を支援する災害

時要援護者制度の推進を図ります。 

◆ 災害・急病等の緊急時に適切な対応ができるよう緊急通報体制の整備に努めます。 

  ⑷ 日常生活を支える支援サービスの充実 

   ◆ 地域住民グループや関係機関・団体等と連携しながら，生活支援の担い手としての高

齢者の社会参加を促す取り組みの促進に努めます。 

◆ 高齢者ふれあいいきいきサロンなどの集いの場を充実させ，更に高齢者の見守り，外

出支援，家事支援等のインフォーマルサービスの充実を図ります。 

  ⑸ 介護保険事業の円滑な推進 

   ◆ 被保険者が必要に応じて適切なサービスを受けられるよう，介護保険制度についての

情報提供に努めます。 

◆  適正なサービス利用量を見込み，必要なサービス量が確保されるよう，介護サービス

の基盤整備の検討や，介護支援専門員等と円滑な連携・支援体制を構築し，高齢者等に

適切な介護保険サービスを提供できるよう努めます。 

◆  介護給付の適正化を推進し，介護給付費の抑制に努めるとともに，利用者に対する適

切な介護サービスの確保を図ります。 

◆  介護予防・日常生活支援総合事業に取り組み，要介護認定を受けても住み慣れた地域

で生活を継続できる仕組みづくりに努めます。 

 

「ひと」ふれあう ≪基本目標２≫ 希望に満ちて，生涯をいきいきと暮らせるまち 
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 ３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ひと」ふれあう  ≪基本目標２≫ 希望に満ちて，生涯をいきいきと暮らせるまち 

(1)生きがいづくりの推進 

基本施策 

基本項目
基本項目の展開

６ 高齢者が生きがいを持ち，安心して暮らせるまちづくり 

(2)安心して暮らせるまち
づくりの推進 

①健康づくり・介護予防の推進【○創4-1-1-②】

②生きがいづくりの推進 

①住環境整備 

②安全・安心体制の整備 

(3)安全・安心で高齢者にや
さしい環境の整備 

①地域包括ケアシステムの構築【○創4-1-1-①】

②認知症ケアの推進 

③在宅医療と介護の連携 

④相談支援体制・見守り活動の充実 

(4)日常生活を支える支援
サービスの充実 

(5)介護保険事業の円滑な
推進 

①生活支援サービスの充実 

②在宅・施設サービスの充実 

③人材の確保・育成 

①介護保険事業の推進 

②介護サービスの基盤整備とサービスの質の
向上 
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

高齢者ふれあいいきいきサ

ロン数 
101 団体 134 団体 33 団体増

在宅福祉アドバイザー数 277 人 300 人 23 人増

災害時要援護者登録者数 575 人 630 人 55 人増

公民館「福祉部」設置数 9 公民館 20 公民館 11 公民館増

要介護認定率の維持・改善 22.5％ 20.0％ 2.5％減

地域包括ケア体制づくりモ

デル団体数 
－ 38 団体 38 団体増

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 運動などを通じて自ら要介護状態となることを予防し，身体能力

の維持向上に努めましょう。 

◆ 高齢者の社会参加，地域活動の担い手となることに協力し，生き

がいづくりを支援しましょう。 

◆ 行政や社会福祉協議会等と連携し，地域に不足する共助を基本と

した高齢者の見守り・安否確認，外出支援，家事支援など，生活支

援に努めましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 高齢者等の要介護度や身体の状態に応じ，適切な介護サービスの

提供や，地域住民の活動に対する支援並びに行政機関等の取組みへ

の協力に努めましょう。 

行政 

◆ 民生委員や在宅福祉アドバイザー等と連携を図り，地域福祉に係

る人材を育成し，高齢者の日常生活支援に努めます。 

◆ 高齢者の生きがいづくりと福祉の増進に努めます。 

◆ 介護サービスの適正な給付と運営に努めます。 
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〔基本施策７〕障がい者の自立と社会参加を推進するまちづくり 

１ 現状と課題 

⑴ 差別解消に向けた啓発・広報活動の推進 

◆ 「さつま町障害福祉計画」策定時に行ったアンケートにおいて，回答者の３～４割の

方が住んでいる地域で差別感を感じています。また，障がい者の就労支援として必要な

ことについては「障がい者への理解」との回答が最も多く，障がいや障がい者に対する

理解を深めるための継続した取り組みが求められています。 

⑵ 障害福祉サービスの質的向上及び提供体制の充実 

   ◆ 障害福祉サービスの利用増加が見込まれることから，身体・知的・精神に関する障害

福祉サービスの一元化や，障害福祉サービスの質的向上と提供体制の充実が求められて

います。 

   ◆ 障がい者やその家族の高齢化の進行により，ライフステージに応じた，グループホー

ム・ショートステイ等多様な生活の場の確保，地域内での福祉サービスの充実，医療的

ケアとの連携などの生活支援が課題となっています。 

⑶ 雇用・就業の支援 

   ◆ 障がい者の就労は，雇用の場が限られ，事業主の障がいに対する理解も十分でないこ

となどにより，意欲や能力があっても就労に結びついていない現状にあることから，ハ

ローワークや企業との連携による就労先の確保など，障がい者の雇用施策の充実が求め

られています。 

⑷ 相談支援体制の充実 

◆ 障がい者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには，必要とするニーズへの的

確な支援が必要ですが，相談の窓口や方法がわからないために必要な支援を受けられな

いケースも未だ見受けられることから，相談体制の更なる充実が求められています。 

◆ 障がい者への虐待の防止，早期発見が課題となっており，関係機関との連絡調整やネ

ットワークの充実が求められています。 

⑸ 生活環境基盤の整備充実 

◆ 住居や公共施設などの建造物や公共交通機関などのバリアフリー化を進めていますが，

障がい者ニーズの全てには対応できていない現状にあることから，生活環境のバリアフ

リー化の更なる促進が求められています。 

◆ 火災や地震等の災害発生時に，一人では避難できない障がい者等を対象に，避難体制

の整備・充実が求められています。 

■本町の障がい者（手帳所持者）数の推移    （単位：人）

障がい別 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

身体障がい者 1,641 1,634 1,632 1,611

知的障がい者 143 143 146 151

精神障がい者 104 112 120 130

合計 1,888 1,889 1,898 1,892
85%

8%

7%

身体障がい者 

知的障がい者 
精神障がい者 

■障がい者（手帳所持者）の種類別割合（平成 26 年度） 
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 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 差別解消に向けた啓発・広報活動の推進 

   ◆ 公共情報媒体などを活用し，障がいや障がい者についての正しい知識と理解の普及・

啓発活動の推進を図ります。 

◆ 障がい者団体・ボランティア団体等が開催するイベント等への住民の積極的な参加を

求めるなど，交流活動による差別解消を図ります。 

◆ 学校教育において，児童生徒に対し，福祉作文コンクールや福祉講話，障がい者（児）

との交流会などを実施し，特別支援教育などの理解を深めるための活動に努めます。 

   ◆ 地域内に，障がい者についての理解と熱意をもった人材の確保を図るため，ボランテ

ィアの育成や見守り活動の推進，家族会の支援などに努めます。 

  ⑵ 障害福祉サービスの質的向上及び提供体制の充実 

 ◆ 利用者の視点に立って，個人の多様なニーズに対応し， 

日常生活を通じて切れ目のない各種サービスを提供でき 

る体制の整備を進め，サービス基盤の量的・質的な充実 

を図ります。 

  ⑶ 雇用・就業の支援 

◆ 各種雇用援護制度の活用や，障がいの特性等に応じた職業相談，職業紹介体制と職業

訓練等の充実など，障がい者の雇用促進に努めます。 

  ◆ 建物や設備のバリアフリー化など職場環境の改善，障害者雇用率制度による町内企業

の障がい者雇用の拡大，公的機関における障がい者雇用促進及び雇用の場における障が

い者の人権擁護に努めます。 

  ⑷ 相談支援体制の充実 

◆ 相談支援事業者や行政窓口職員の資質の向上を図り，相談窓口機能の充実に努めます。 

◆ 民生委員等の研修実施による相談員としての資質向上を図ります。 

   ◆ 障がい者の虐待防止に関する広報，啓発活動に努めるとともに，関係機関との連携を

図り，通報・報告等に適切に対応できる体制づくりに努めます。 

◆ 障がい等のために判断能力が十分でない人が不利益を被らないよう適切に保護し，支

援する成年後見制度の周知に努めます。 

⑸ 生活環境基盤の整備充実 

◆ 住居や公共施設，公共交通機関等のバリアフリー化 

への取り組みに努めます。 

◆ 災害時に避難が困難な障がい者について，災害時要 

援護者制度の登録を進め，地域住民の協力体制づくり 

に努めます。 
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３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

就労継続支援人数 74 人/月 80 人/月 6 人/月 増

相談支援人数 23 人/月 29 人/月 6 人/月 増

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 障がい者への理解を深めましょう。 

◆ 障がい者を支援するための福祉活動・ボランティア活動に積極的

に参加しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 障がい者の情報収集に努め，状況を常に把握し，行政と連携しな

がら適切なサービスの提供に努めましょう。 

◆ 障がい者の就業支援・雇用の拡大に努めましょう。 

行政 

◆ 障がい者に対し，各種福祉施策等の情報提供に努めます。 

◆ 町民が障がい者への理解を深めるよう啓発に努めます。 

◆ 事業者と連携しながら，適切なサービスの提供に努めます。 

 

(1) 差 別 解 消 に 向 け た 啓
発・広報活動の推進 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

７ 障がい者の自立と社会参加を推進するまちづくり 

(2)障害福祉サービスの質
的向上及び提供体制の
充実 

①障がい者と地域住民との交流促進 

②学校における障がい者教育の推進 

①在宅サービスの充実 

②保健・医療の充実 

(3)雇用・就業の支援 

①障がい者雇用促進の啓発 

②企業や公的機関における雇用促進 

③バリアフリー化など職場環境の改善 

④職場における人権意識の啓発 

(4)相談支援体制の充実 

(5)生活環境基盤の整備充
実 

①相談窓口の啓発・周知 

②虐待防止の啓発と関係機関の連携強化 

③成年後見制度の周知 

②災害時等における支援体制の充実 

①住居や施設・交通機関等のバリアフリー化
の推進 

③福祉ボランティアの育成 
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〔基本施策８〕いつまでも健康に暮らせるまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 健康づくりの実践・支援 

   ◆ 超高齢化社会を迎えた本町では，元気に年齢を重ねる健康寿命の延伸を目指すことが

重要であることから，生活習慣病等に対する対策や生きがいづくり，介護予防事業の推

進など，様々な分野からの取り組みが求められています。 

◆ 健康づくり推進員を各公民会に配置し，各地域で「自分の健康は自分でつくる」ため

の活動が進められており，これを更に推進する必要があります。 

   ◆ 健康・保健事業の拠点施設である保健センターの老朽化が進んでおり，改修等の検討

が必要とされています。 

  ⑵ こころの健康づくり 

◆ 様々な要因による自殺者がいることから，身体と心の両面の健康対策が求められてい

ます。 

⑶ 医療の確保 

◆ 二次救急医療機関である薩摩郡医師会病院では，医師不足による救急医療維持が厳し

い状況にあり，医師確保対策が課題となっています。 

◆ 川薩地域の産婦人科の病院が減少傾向にあるなど，周産期・小児医療提供の体制支援

などが求められています。 

  ⑷ 安定した国保事業の推進 

◆ 特定健康診査・特定保健指導の受診率は高いものの，国民健康保険事業における一人

あたりの医療費は，県内で高い水準にあり，その改善が求められています。 

◆ 医療費の適正化は，保健指導や相談体制の構築が欠かせないが，これらに対処する保

健師や管理栄養士等の専門職の人材不足が課題となっています。 

◆ 保険税の収納率は，比較的高くこれを維持する必要がありますが，人口減に伴い被保

険者数が減少することなどから保険税の減収が予測され，これまで以上に国保財政の健

全化に向けた取り組みが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪性新生物

23%

心疾患

16%

脳血管疾患

10%
肺炎

13%

その他

38%

平成２５年 町民の主な死因

（総死亡者463人）

「ひと」ふれあう ≪基本目標２≫ 希望に満ちて，生涯をいきいきと暮らせるまち 



- 57 - 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 健康づくりの実践・支援 

   ◆ がん検診など各種検診事業について，住民が受診しやすい検診体制を構築します。ま

た，検診結果に伴う健康相談や健康教育事業を充実しながら健康寿命の延伸に努めます。 

   ◆ 感染症予防対策に取り組み，予防接種率の向上に努めます。 

   ◆ 食生活改善指導と併せ，各世代の口腔衛生の促進 

に努めます。 

◆ 健康さつまポイント事業の推進により，「自分の 

 健康は自分でつくる」意識の高揚に努めます。 

◆ 保健センター機能の充実を図るため，改修や新た 

な利用計画の検討に努めます。 

  ⑵ こころの健康づくり 

◆ 民生委員・健康づくり推進員などの地域の支え合いにより，自殺予防対策に努めます。 

◆ 区公民館・公民会主体で行う住民主体の健康づくりの推進を図りながら，「気づき」「つ

なぎ」「見守り」という地域のつながりの強化による「こころの健康づくり」に努めます。 

⑶ 医療の確保 

◆ 二次救急医療機関である薩摩郡医師会病院の機能維持を図るため，県・郡医師会等関

係機関と連携し，医療体制の支援に努めます。 

◆ 川薩地域の医療の確保を図りながら，鹿児島大学ワークキャンプの受入れや医師確保

のための要望活動を行うなど，県の地域枠による医師確保に努めます。 

◆ 県・周辺市町と連携し，川薩地域の周産期・小児医療提供体制について協議を進め，

医療体制の充実に努めます。 

  ⑷ 安定した国保事業の推進 

   ◆ 特定健康診査・特定保健指導の受診率を維持し， 

疾病の早期発見・早期治療を促し，医療費の適正化 

に努めます。 

◆ 保健師・管理栄養士等による個別指導・訪問等の 

体制の充実に努めます。 

◆ 川薩圏域の医療機関と連携し，慢性腎臓病（ＣＫ 

Ｄ）予防ネットワークの構築と推進を図ります。 

◆ 国保財政の今後の見通しについて，国保税の改正などを含めて検証を進め，更なる国

保財政の健全化に努めます。 
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 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)健康づくりの実践・支援

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

８ いつまでも健康に暮らせるまちづくり 

(2)こころの健康づくり 

①各種がん検診等の実施，勧奨 

②感染症の予防，予防接種の推進 

①自殺予防対策の推進 

②地域見守り体制によるつながり強化 

①特定健康診査，特定保健指導の推進 

②個別指導・訪問等の充実 

③ＣＫＤ予防ネットワークの推進 

④国保財政健全化の推進 

(3)医療の確保 

(4)安定した国保事業の推
進 

①二次救急医療体制の支援 

②鹿児島県修学資金貸与制度による地域枠医
師の確保 

③周産期・小児医療体制の支援 

③食生活の改善 

④口腔衛生の推進 

⑤主体的な健康づくりの推進 
（健康さつまポイント事業） 

⑥保健センターの機能充実 
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

がん検診の受

診率 

胃がん 11.4％ 50％ 38.6％増

肺がん 17.4％ 50％ 32.6％増

大腸がん 25％ 50％ 25.0％増

子宮頸がん 17％ 50％ 33.0％増

乳がん 18.4％ 50％ 31.6％増

特定保健指導の終了率 49.4％（H25） 60％ 10.6%増

自殺死亡数 4 人（H25） 0 人 4 人減

むし歯がな 

い子どもの 

増加 

１歳６か月児

むし歯有病率 
1.24％ 1％ 0.24％減

３歳児むし歯

有病率 
19.89％ 12％ 7.89％減

二次救急医療機関の常勤医師

の確保数 
5 人 10 人 5 人増

1 人当たりの医療費（国保）

の県内順位 
37 位 29 位 8 位上昇

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 「自分の健康は自分でつくる」意識を持ち，日頃から積極的な運

動，食生活改善，健診受診等に努めましょう。 

◆ 地域住民に対し，特定健診への受診勧奨，ふれあいサロン等によ

る地域主体の健康づくり運動に取り組みましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 職場における健康づくりの啓発・各種健（検）診の受診勧奨を行

いましょう。 

◆ 住民が安心して暮らすために，医療体制の充実に努めましょう。 

行政 
◆ 町民の健康づくりに対する意識の向上，健（検）診の受診勧奨，

保健指導の徹底，医師確保のための支援に努めます。 
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〔基本施策９〕人権を尊重するまちづくり 

１ 現状と課題 

⑴ 差別意識の解消に向けた教育及び啓発の推進 

◆ 人権に関する問題は，女性・子ども・高齢者・障害者・外国人・犯罪被害者・感染症

患者・インターネットによる人権侵害・拉致問題など多岐にわたり，また，その背景や

経緯は個々の分野により異なります。このような多様な人権問題を解決・解消していく

ためには，人権全般が尊重され差別や偏見のない地域社会づくりを進めていくことが課

題となっています。 

  ⑵ 同和問題対策の推進 

◆ 同和問題は，これまでの特別措置法(平成 14年失効)により地区内の物的な生活環境は

おおむね整えられ，ハード面における格差は大きく改善されつつも，同和問題に関する

差別意識は依然として根強く存在していることから，これらの改善に向けてより一層の

取り組みが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 

⑴ 差別意識の解消に向けた教育及び啓発の推進 

◆ 人権に関する多様な問題を解決するため，学校・家庭・地域・職場などあらゆる場に

おける人権教育・啓発活動を進めます。 

⑵ 同和問題対策の推進 

◆ 同和問題についての正しい理解と認識を一層深めるため，教育及び啓発等を積極的に推

進し，差別意識解消に向けた研修会等を充実させ，学校・家庭・地域・職場で更なる認識

と理解の向上に努めます。 

 

（平成 25年度鹿児島県県民意識調査報告書より抜粋） 
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「人権」について，どのような印象や感想をお持ちですか。 〈％〉

〈全体〉 件数＝2094 

憲法で守られている 

重要な問題である 
（どちらかといえば重要である） 

自分だけの問題ではない 

難しい問題だ 
（どちらかといえば難しい） 

自分にも関係がある 

巻き込まれるとやっかいそうだ 

何となく堅苦しい 
（どちらかといえば堅苦しい） 

なんとなく暗い感じがする 
（どちらかといえば暗い） 

あまり興味がない 

その他 

無回答 

「ひと」ふれあう ≪基本目標３≫ ともに認めあい，支えあうまち 
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３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

人権イベント等の開催回数 1 回 2 回 1 回増

人権啓発研修会等の開催回数 2 回 3 回 1 回増

特設人権相談の実施回数 4 回 5 回 1 回増

 

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 
◆ 人権教育の正しい認識と理解をより一層深めるよう教育・啓発活

動の充実に努めましょう。 

事業所・ＮＰＯ等 

◆ 男女の均等な雇用機会・待遇の確保に取り組みましょう。 

◆ 人権教育・啓発に，より一層取り組み，人権意識の高揚を図りま

しょう。 

行政 

◆ 人権問題を正しく理解し，人権が尊重される明るい社会の実現を

目指します。 

◆ 人権意識の高揚を促すため関係機関・団体との連携を図り，人権

教育・啓発活動を推進します。 

 

 

 

「ひと」ふれあう  ≪基本目標３≫ ともに認めあい，支えあうまち 

(1)差別意識の解消に向け
た教育及び啓発の推進 

基本施策 

基本項目 
基本項目の展開

９ 人権を尊重するまちづくり 

(2)同和問題対策の推進 

①人権教育・啓発活動の推進 

②人権相談の充実・体制の強化 

①同和問題研修会等の充実 
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〔基本施策10〕多様な文化が共生するふれあいのまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 多文化共生への支援 

   ◆ 多様な文化とのふれあいや交流は，地域の活性化や町民の国際理解を深める上で大き

な役割が期待されます。一方で在住外国人が日常生活を送る上で，言語や生活習慣の違

いなどからトラブルや必要な情報の入手が難しいなどの問題が生じています。 

   ◆ グローバル化の進展によって，日常生活において諸外国との関係が年々深まっている

なか，今後，外国人観光客の増加が見込まれるため，在住外国人への対策を含め，さま

ざまな標記や情報発信の多言語化が必要となってきています。 

   ◆ 青森県鶴田町及び鹿児島県中種子町と友好交流協定を結んでおり，経済や観光・教育・

文化など，お互いの風土や地域性を尊重し，友好を深め合いながら，更に今後において

は，地域の活性化に繋げる交流が求められています。 

  ⑵ 国際交流に対応できる人材づくり 

   ◆ グローバル社会で活躍できる人材を育成するために，コミュニケーション能力の向上

が重要であり，的確かつ柔軟に対応できる国際性豊かな人材育成が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 多文化共生への支援 

   ◆ 在住外国人の日常生活における相談窓口を整えるとともに，異文化への相互理解を深

めるための交流等を促進し，安心して生活できる環境づくりに努めます。 

   ◆ 外国語の案内表示やユニバーサルデザインの導入，ガイドブック，行政情報の翻訳な

どにより，在住外国人がより暮らしやすい環境づくりを進めるとともに，外国人観光客

向けの情報発信に努めます。 

  

 

（資料：町民環境課）
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  障害の有無，年齢，性別，人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザイン

する考え方 

「ひと」ふれあう ≪基本目標３≫ ともに認めあい，支えあうまち 
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 ◆ 友好交流協定町との青少年交流や経済交流を実施し， 

お互いの風土や地域性を理解し合うとともに，民間によ 

る新商品の開発やふるさと納税を活用した産品の交流な 

ど，地域の活性化に努めます。また，国の重要無形民俗 

文化財である「ねぶた」の運行により，本町の新たな文 

化としての定着に努めます。 

 ⑵ 国際交流に対応できる人材づくり 

   ◆ ＡＬＴを活用した英語による授業をはじめ，外国の文化や習慣に興味・関心を深める

国際理解教育に努めます。 

◆ 青少年海外ホームステイや国際交流事業を行う団体や個人の支援策として，人材育成

基金などの検討を進めます。 

 ３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

友好交流による新商品開発数 2 品 4 品 2 品増

友好交流による交流人口 85 人 200 人 115 人増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 
◆ 在住外国人との交流や，異文化への相互理解を深めましょう。 

◆ 友好交流を行っている町との交流に，積極的に参加しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 
◆ 異文化への相互理解を深め，在住外国人や外国人観光客等に対す

る親切・丁寧なおもてなしに努めましょう。 

行政 

◆ 人権フェスタなどを通じて，多文化共生への理解を深める取り組

みを進めます。 

◆ 外国人向けのガイドブックや案内板の設置などにより，外国人に

も優しいまちづくりに努めます。 

◆ 青少年を中心とする国際交流を支援し，グローバルな人材育成に

努めます。 

「ひと」ふれあう  ≪基本目標３≫ ともに認めあい，支えあうまち 

(1)多文化共生への支援 

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

10 多様な文化が共生するふれあいのまちづくり 

(2)国際交流に対応できる
人材づくり 

①外国人相談窓口の設置 

②ユニバーサルデザインの導入 

③ガイドブック・行政情報の翻訳 

④友好交流町との交流事業の展開 

①国際理解教育の推進 

②国際交流事業を行う団体等への支援 
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〔基本施策11〕みんなで守る消防・防災のまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 防災対策の推進 

   ◆ 災害による被害を最小限にとどめるため，自助・共助の精神のもとに組織する自主防

災組織の活動が重要ですが，「町内一斉防災訓練の日」の訓練等の実施率は減少傾向にあ

ることが課題となっています。 

   ◆ 土砂災害警戒区域等の危険箇所の点検結果等，地域住民への周知徹底を図り，防災意

識の向上を図ることが求められています。 

◆ 原子力災害対策をはじめ，避難の実効性を高めるため，防災訓練を毎年，適切な時期

に実施する必要があります。 

   ◆ 防災・行政情報の住民への一斉情報伝達手段として，基本となる同報系防災行政無線

施設の経年劣化が進んでおり，既存機器の製造中止で代替機がない状況にあることから，

設備更新の対策が課題となっています。 

⑵ 常備消防体制の充実 

      ◆ 消防活動拠点である消防庁舎は，昭和５６年に建設され３４年の経過により施設の老

朽化が著しい状況であることから，消防機能の低下を招くことのないよう，消防車両等

の更新と併せて計画的な施設改修等の取り組みが求められています。 

  ◆ 本町の消防職員の定員充足率は５０．６％，実人員充足率は４７．２％であり，定員

管理計画のもと，「消防力の整備指針」に基づく定員数の検討が必要となっています。 

◆ 消防広域化は，北薩地域はもとより県内各地域においても進展していない状況であり，

今後，県をはじめ関係団体との協議が必要となっています。 

⑶ 地域防災力の中核である消防団体制の強化 

   ◆ 少子高齢化や社会情勢の変化により，消防団員の確保が困難となっていることから，

消防災害支援隊組織の充実，女性消防団員の登用及び消防団組織の再編・整備が求めら

れています。 

   ◆ 消防団施設及び資機材の整備については，老朽化や経過年数等を考慮し，消防団組織

の再編等を見据えながら計画的な整備・更新が求められています。 

◆ 消防団員の個人装備については，消防団員服制基準等の改正に伴い軽量で安全性の高

い装備への更新が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 
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「ひと」ふれあう ≪基本目標４≫ 安全・安心の輪を広げるまち 
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 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 防災対策の推進 

◆ 国の防災基本計画や県の地域防災計画の見直しに基づき，必要な修正を行い，適切な

計画実施の推進に努めます。 

◆ ハザードマップ（自然災害・原子力災害対応）やホームページのほか情報提供媒体の

活用・強化を図り，危険箇所，避難場所，避難ルートなどの防災情報の提供に努めます。 

◆ 住民への情報伝達手段として活用している防災行政無線施設のデジタル化を推進する

とともに，各公民会が設置している公民会放送施設の無線化，維持管理，設備更新の支援

に努めます。 

◆ 出前講座開催のほか，自主防災組織の結成・活動の促進に努め，自助・共助による地

域防災力の強化，避難行動の習慣化の推進に努めます。 

◆ 危機管理体制を充実・強化するため，計画的に訓練等を実施し，危機管理事象への迅

速・的確な対応に努めます。 

⑵ 常備消防体制の充実 

   ◆ 消防庁舎をはじめ，消防施設及び消防車両，資機材等の整備については，現状を把握

し，整備計画による年次的な更新に努めます。 

   ◆ 消防職員定数及び職員採用計画についての検討を行い，「消防力の整備指針」に基づく，

警防力の確保，救急救命体制及び火災予防指導の充実に努めます。 

   ◆ 住宅用火災警報器の設置率向上のため，町民への広報など積極的な設置促進活動を展

開し，火災予防体制の強化を図ります。また，町民の防火・防災意識の高揚を図るため，

啓発活動の充実を図るとともに，幼少期からの防火・防災教育の推進に努めます。 

   ◆ 消防広域化について，関係市町との連絡会の開催等，国・県と連携し，国指針に基づ

く消防広域化推進計画の研究・検討に努めます。 

  ⑶ 地域防災力の中核である消防団体制の強化 

   ◆ 消防団組織の充実を図るため，女性消防団員の登用を含めた団員確保や消防災害支援

隊組織の充実，消防団の組織再編に努めます。 

   ◆ 老朽化した消防車庫，車両及び資機材等の年次的な更新を図り，地域消防力の強化に

努めます。 

   ◆ 消防団員の安全確保対策と地域防災力のなお一層の充実強化を図るため，関係法令の

基準にもとづく個人装備の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ひと」ふれあう  ≪基本目標４≫ 安全・安心の輪を広げるまち 
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 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

自主防災組織結成率 95.8％ 100％ 4.2％増

自主防災組織防災訓練実施率 58.2％ 100％ 41.8％増

住宅用火災警報器設置率 96.2％ 100％ 3.8％増

消防団員数 427 人 452 人 25 人増

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 町民一人ひとりが，災害から「自らの身の安全は自らが守る」と

いう認識のもと，地域，職場，家庭等において互いに協力し，助け

合うという意識を持って行動しましょう。 

◆ 救急車両は，適正に利用しましょう。 
◆ 普通救命講習を積極的に受講しましょう。 
◆ 自宅に住宅用火災警報器を設置しましょう。 
◆ 地元消防団の活動への理解を深め，団員確保に協力しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 多くの人が利用する施設，危険物取扱事業所等は，自衛消防隊を

結成し，災害，事故等に備えましょう。 

◆ あらゆる災害に備え，避難訓練を実施しましょう。 
◆ 火災予防上の届出は，必ず行いましょう。 
◆ 消防団活動に理解を深め，被用者への入団を進めましょう。 

行政 

◆ 自主防災組織，自衛消防隊等の防災活動の充実強化を図ります。 

◆ 消防施設の整備充実に努めます。 
◆ 救急救助体制の充実に努めます。 
◆ 火災予防への適切な指導を行います。 
◆ 消防団員への加入促進に努めます。 

(1)防災対策の推進 

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

11 みんなで守る消防・防災のまちづくり

(3)地域防災力の中核であ
る消防団体制の強化 

①地域防災計画の推進 

②防災情報の伝達体制の確立 

③自主防災組織の結成・活動の促進 

④危機管理体制の確立 

①消防団組織の充実 

②消防施設・設備の整備充実 

(2)常備消防体制の充実 

①消防施設・設備の整備充実 

②救急救助体制の充実 

③火災予防体制の強化推進 

④警防力の確保 

⑤消防広域化への研究 

「ひと」ふれあう ≪基本目標４≫ 安全・安心の輪を広げるまち 
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〔基本施策12〕交通事故・犯罪のないまちづくり 

 １ 現状と課題  

  ⑴ 交通安全対策の推進 

   ◆ 本町の交通安全対策の計画的な推進を図るため，第９次交通安全計画（平成２３年度

～平成２７年度）を策定し，年間の死者数ゼロの達成と，人身事故件数の二桁化を目標

として設定し，関係機関，団体等と一体となって交通安全対策を実施していますが，本

町における交通事故の発生状況をみると，高齢者の関係する事故の割合が依然として高

いことから，引き続き高齢者に対する交通安全対策の強化が求められています。 

  ⑵ 防犯対策の推進 

   ◆ 平成２６年中の本町の刑法犯認知件数は１１３件，犯罪率（人口１万人当たりの認知

件数）は４９．９％となっており，県内４３市町村の中で上位７番目となっています。

種別でみると，窃盗犯が７３件で，全体の６４．６％を占めています。また，「車上ねら

い」や「声かけ事案」のほか「うそ電話詐欺」の被害など，犯罪の多様化が指摘されて

おり，これらの未然防止対策の強化が求められています。 

   ◆ 町管理防犯灯のＬＥＤ整備率は２１．６％（平成２７年３月末現在）で，第１次総合

振興計画の成果目標２０％を達成していますが，引き続き，ＬＥＤ防犯灯の整備を推進

し，省エネ化を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪交通事故の発生状況≫ 

区   分 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

件   数 100 件 101 件 75 件 94 件 73 件 

死   者 1 人 0 人 1 人 4 人 1 人 

傷   者 123 人 118 人 92 人 115 人 81 人 

高齢者事故 60 件 50 件 30 件 39 件 36 件 

（割合） （60.0％） （49.5％） （40.0％） （41.5％） （49.3％）
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「ひと」ふれあう  ≪基本目標４≫ 安全・安心の輪を広げるまち 
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２ 施策の方向性 

⑴ 交通安全対策の推進 

◆ 「さつま町交通安全計画」に基づき，町民総ぐるみの交通安全運動を展開し，交通事

故防止に努めます。（第１０次交通安全計画<平成２８年度～平成３２年度>の策定） 

◆ 幼児，児童生徒，高齢者等への交通安全教室の充実・強化を図ります。 

◆ 道路を安全に通行できるよう交通安全施設を整備し，危険箇所の解消に努めます。 

⑵ 防犯対策の推進 

◆ 警察・地区防犯協会をはじめ関係機関・団体との連携を強化し，防犯情報の提供に努

め，防犯意識の高揚や防犯対策の推進に努めます。 

◆ 防犯灯を設置する公民会を支援し，地域の防犯対策の強化に努めます。 

◆ 町管理防犯灯のＬＥＤ化を図り，電気料など維持管理費の軽減に努めます。 

 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

交通事故件数 73 件 二桁化 二桁化の継続

刑法犯認知件数 113 件 二桁化 二桁化の継続

町管理防犯灯 LED 化率 20％ 30％ 10％増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 
◆ 交通安全・防犯意識を高め，日常生活における自らの安全確保に

努めるとともに，各種安全運動に積極的に参加しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 
◆ 事業活動を行う上で安全確保に努め，各種安全運動に積極的に協

力しましょう。 

行政 
◆ 県，関係機関等との連携を図りながら，町民総ぐるみの交通安全・

防犯対策の推進を図ります。 

 

 

(1)交通安全対策の推進 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

12 交通事故・犯罪のないまちづくり 

(2)防犯対策の推進 

①町民総ぐるみの交通安全運動の推進 

②交通安全教室の充実・強化 

①関係機関・団体と連携した防犯対策の推進

②防犯灯の整備（ＬＥＤ化含む） 

③交通安全施設の整備 

「ひと」ふれあう ≪基本目標４≫ 安全・安心の輪を広げるまち 
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〔基本施策1３〕安全で豊かな消費生活を営めるまちづくり 

１ 現状と課題 

⑴ 消費者トラブルの未然防止と救済 

◆ 近年消費者トラブルが複雑化，悪質・巧妙化している中で，消費生活における安全・

安心の確保が強く求められています。 

⑵ 消費者教育・啓発の充実 

◆ 情報化社会，カード社会，契約社会と言われる中で，社会経験の浅い若年者は，有料

情報サイトの架空請求や金融トラブルなどの消費者トラブルに遭うケースが多くなって

います。また，高齢者においては，訪問販売や電話勧誘などの被害が多く，被害に遭っ

ても相談しない，あるいは被害に気付かないケースも多くみられることから，消費者教

育・啓発の強化，充実が緊急の課題となっています。 

⑶ 高齢者等の見守り体制の連携強化 

◆ ひとり暮らしや認知症等の高齢者や障がいなどにより十分な相談や判断ができないま

ま事業者と契約し，消費者トラブルに巻き込まれているケースが多く発生しており，民

生委員や地域包括支援センター，社会福祉協議会，消防，警察などと連携した見守り体

制の強化が求められています。 

 

（単位：円） 

 さつま町 
鹿児島県 

（さつま町関係分）
合  計 平成２６年度中の 

主な相談内容 件数 救済金額 件数 救済金額 件数 救済金額 

平成２６年度 115 18,424,137 85 3,037,386 200 21,461,523 ①健康食品購入 

②健康器具（ﾏｯﾄ等）購入

③住宅外壁等工事 

④送りつけ商法 

⑤電話設定業務 

※その他，インターネット

による不当請求や金融に

関する相談あり。 

平成２５年度 30 2,181,480 104 3,894,887 134 6,076,367

平成２４年度 24 1,886,550 87 5,108,410 111 6,994,960

平成２３年度 30 3,366,616 115 7,764,925 145 11,131,541

平成２２年度 24 1,047,880 67 1,531,351 91 2,579,231

平成２１年度 19 2,660,346 87 2,770,045 106 5,430,391

平成２０年度 22   68 3,320,823 90 3,320,823

合  計 264 29,567,009 613 27,427,827 877 56,994,836

 

２ 施策の方向性 

⑴ 消費者トラブルの未然防止と救済 

◆ 広報紙や消費生活講座等の活用により情報提供を行い，消費者トラブルの未然防止に

努めます。 

◆ 消費者の身近な相談窓口である町相談窓口について，その周知に努め，相談体制の更

なる充実・強化に努めます。 

⑵ 消費者教育・啓発の充実 

◆ 年齢層など対象者ごとにテーマを絞った各種消費生活講座等の開催や教材等の作成・

提供を行うなど，消費者教育・啓発の充実・強化に努めます。 

 

≪消費生活相談件数等の状況≫ 

「ひと」ふれあう  ≪基本目標４≫ 安全・安心の輪を広げるまち 
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⑶ 高齢者の見守り体制の連携強化 

◆ 増加傾向にある高齢者の消費者トラブルの未然防止，被害拡大の防止や被害者救済を

図るため，関係機関や民生委員・ホームヘルパー等との連携強化による見守り体制の充

実に努めます。 

３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

消費生活講座受講者数 1,400 人 1,700 人 300 人増

 

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 消費生活講座に積極的に参加し，消費者トラブルを未然に防ぎま

しょう。 

◆ 地域の見守り活動を強化しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 
◆ 消費者に対し，契約内容等の十分な説明に努めましょう。 

◆ 行政機関等と連携して，消費生活問題の情報提供に努めましょう。

行政 

◆ 消費生活講座を開催し，消費者教育の強化に努めます。 

◆ 消費生活相談窓口を設置し，消費者トラブルに関する相談体制の

充実に努めます。 

◆ 国・県や各関係機関との連携強化に努めます。 

 

(1)消費者トラブルの未然
防止と救済 

基本施策 

基本項目 基本項目の展開

13 安全で豊かな消費生活を営めるまちづくり 

(3)高齢者の見守り体制の
連携強化 

①消費者トラブルの未然防止 

②消費者トラブルに関する相談体制の充実 

①福祉，税務，健康増進関連部署及び団体等
との連携強化 

②警察署，消防署，金融機関，病院との連携
強化 

(2)消費者教育・啓発の充実

①若年者への教育・啓発の強化 

②高齢者への教育・啓発の強化 

③消費生活に関する情報提供の充実 

「ひと」ふれあう ≪基本目標４≫ 安全・安心の輪を広げるまち 
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〔基本施策14〕地場産品を活かした農林水産業のまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 農林漁業担い手の育成・確保 

   ◆ 過疎高齢化により後継者や担い手が減少してきており，耕作放棄地の増加や森林など

の管理不足による生産基盤の脆弱化が進行しています。 

◆ 国際貿易の自由化などにより海外からの圧力が高まり，産地間競争の激化，農産物の

価格低迷，さらに鳥獣被害の増加により農業の経営が一段と難しくなっていることから，

担い手の育成と確保が喫緊の課題となっています。 

  ⑵ 地域資源を活かしたブランド化・産地化と流通の促進 

   ◆ 町内には優れた農林産物があるものの，銘柄産地としてブランド物が育成されておら

ず，今後においては，流通面や販売方法の改善，一定品質での安定的な供給が求められ

ています。 

   ◆ 畜産については，子牛価格が高値で推移している反面，優良牛の町外流出が続いてお

り，今後においては，優良牛保留によるブランド化の確立や海外市場を視野に入れた市

場開拓などの取り組みが求められています。 

  ⑶ 安全・安心で環境に優しい食の供給 

   ◆ 食品偽装表示や異物混入などによる消費者の食の「安全・安心」に対する関心が高ま

っており，食品の安全を確保するために，栽培や飼育から加工・製造・流通などの過程

を明確にするトレーサビリティに基づく農業生産の推進，安全・安心な地場農産物の地

産地消，また環境に優しい資源循環型農業の推進が求められています。 

  ⑷ 農林漁業生産基盤の整備 

   ◆ 町内のほ場整備は，これまで様々な事業の導入により推進されてきましたが，依然と

して不整形で狭小な農地が多く，特に山間部の農地においては耕作条件が悪いことから，

耕作放棄地の拡大が課題となっています。 

◆ 後継者や担い手の不足等により，放置竹林の増加が見られ，町の特産品である筍の生

産量の減少が課題となっています。 

◆ 農業施設においては，適正な維持管理による長寿命化対策が課題となっています。 

◆ 水産業においては，外来魚等による魚卵や稚魚の捕食が見られ，年々収穫量が減少し

ており，稚魚の放流や外来魚駆除等を進めることによる魚族の保護が求められています。 
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※

※トレーサビリティとは 
  食品の安全を確保するために，栽培や飼育から加工・製造・流通などの過程を明確にすること。また，そ

の仕組みのことで，主に品質マネージメントシステムにおいて使用される定義 

「まち」にぎわう  ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 



- 72 - 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 農林漁業担い手の育成・確保 

   ◆ 地域農業の核となる効率的かつ安定的な農業経営を目指す担い手（認定農業者等）の

育成・確保を図るため，地元農家における研修制度の構築などを進めるとともに，集落

営農の取り組みを更に強化しながら，効率的・効果的な営農体制の構築に努めます。 

   ◆ 効率的で生産性の高い競争力のある経営体の育成を推進しながら，生産基盤の強化を

図ることにより，国際競争力のある生産構造の構築に努めます。 

  ⑵ 地域資源を活かしたブランド化・産地化と流通の促進  

   ◆ 優れた農産物の産地化を図るとともに，付加価値を高めるため，６次産業の起業化の

推進や高校・大学等の教育機関や研究機関との連携による新商品開発やメディア，金融

機関等の企業とのネットワーク形成による販売戦略を促進するなど，地域ブランドとし

ての確立を図ります。 

   ◆ 農産物を取り扱うＪＡ北さつまを核としながら，近隣自治体との広域連携により，イ

ンターネットなどを活用した「薩摩のさつま」ブランドの販売戦略の推進に努めます。 

◆ 引き続き，子牛生産地の維持・拡大に努め，「さつま牛」ブランドを確立するとともに，

国内市場を含め，海外市場を視野に入れた販路拡大や流通の効率化等を図るための取り

組みに努めます。 

    ◆ 県内有数の竹林を甦らせるため，担い手対策や生産基盤の整備，需要拡大策を一体的

に行い，早掘り筍の産地として「質」「量」とも全国一の確立を図ります。 

   ◆ 日本有数の面積を誇る「竹」資源をバックに，薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議

会や教育機関などとの連携により，竹資源の新たな活用策の研究や公共施設等のリノベ

ーションによる「竹のまち」としてのイメージの定着化を図ります。 

⑶ 安全・安心で環境に優しい食の供給 

   ◆ 畜産経営の多頭化の進展や家畜・畜産物の流通の広域化・国際化に伴う疾病の多様化

に対応した家畜衛生体制（トレーサビリティ・ポジティブリスト・家畜防疫）の確立に

努めます。 

   ◆ 安全・安心な食を消費者へ提供するため，トレーサビリティの導入により，消費者等

の期待と信頼に応えるとともに，環境に優しい環境保全型農業や資源循環型農業の推進

を図ります。 

   ◆ 安全・安心な地場農産物を学校給食への提供や直売所等の流通により「地産地消」の

推進を図ります。 

⑷ 農林漁業生産基盤の整備 

   ◆ 未活用農地を含めた農地を集約・団地化し，農作物の生産・加工・販売まで行う農業

法人等を育成することにより，新たな農業体系の構築に努めます。 

   ◆ 地域の特性を活かした集落営農や認定農業者等への農地集積を促し，ほ場及び用排水 

施設等の生産基盤整備や水田の汎用化，多面的機能支払交付金（資源向上（長寿命化））

の活用を進め，生産性の高い農業構造の確立に努めます。 

   ◆ ＪＡ北さつまと連携し，繁殖センター等の整備を進め，繁殖牛の維持・拡大に努めま

す。 

 

※

※ポジティブリストとは 
  食品中に残留する農薬，飼料添加物及び動物用医薬品（農薬等）について，一定の量を超えて農薬等が残

留する食品の販売等を原則禁止する制度のこと 

「まち」にぎわう ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 
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◆ 適地・適木を基本とし，スギ・ヒノキの再造林を推進し， 

健全な森林として次世代に継承するよう努めます。 

◆ 森林に求められる社会的要請も踏まえ，広葉樹林化等の 

多様な森林への誘導を図ります。 

  ◆ 森林作業道の整備を推進し，労働力の削減及び生産コス 

トの縮減に努め，生産性の向上と生産量の拡大を図ります。 

◆ 水産資源の維持・拡大に向け，川内川漁業協同組合と連 

携し，稚魚の放流事業や外来魚駆除事業等の支援を行いな 

がら内水面漁業の振興を図ります。 

   ◆ 魚族保護のため，環境分野をはじめ各関係機関と連携し， 

河川を取り巻く自然環境の保全に努めます。 

   ◆ 有害鳥獣の被害防止対策を強化し，農業者の生産意欲の向上を図ります。 
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３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)農林業担い手の育成・確
保 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

14 地場産品を活かした農林水産業のまちづくり 

(2)地域資源を活かしたブ
ランド化・産地化と流通
の促進 

①認定農業者・新規就農者等の育成確保 
【○創2-1-4-①,②】

②集落営農の組織化・法人化への支援 

③人・農地プランの推進 

④効率的で生産性の高い畜産経営体の育成 

①「さつま牛」の生産拡大・支援 

②畜産物の国内外への販売戦略と販路拡大 

⑤畜産生産基盤の強化と国際競争力のある生
産構造の構築 

⑥担い手の育成・確保による生産量の増大 

⑦新規参入者が生産者として定着するための
フォロー態勢の強化  【○創2-1-4-①,②】

③農林産物の産地化と加工施設等の整備促進
    【○創2-1-2-①  ○創2-2-1-①,②】

④農林産物の新たな加工品の開発・流通・ネ
ット販売の促進 

【○創2-1-2-①,②  ○創2-1-3-①,②】

⑤国際流通への参加の促進 

⑥「竹のまち」のイメージ定着化の促進
    【○創2-2-2-①,②】

(3)安全・安心で環境に優し
い食の供給 

①安全・安心な畜産物の供給を図るための家
畜防疫体制の強化 

②学校給食への食材提供 

③地産地消・消費者への安心農産物の提供
    【○創2-1-1-①,②】

④環境に配慮した資源循環型農法の推進 

(4)農林漁業生産基盤の整
備 

②飼料自給率の向上を目指した飼料生産基盤
の整備 

①農地集積の促進（農地中間管理事業） 

④効率化・低コスト化を目指す生産基盤整備
の推進 

③周辺環境と調和した畜産環境の整備 

⑤多面的機能支払交付金の有効活用（資源向
上・長寿命化） 

⑦経営計画作成による計画的整備 

⑧有害鳥獣被害防止対策の充実 

⑨水産資源の維持・増大への支援 

⑩水産資源を活用した地場産品の開発 

⑪魚族の保護（稚魚の放流）及び外来魚の駆
除 

⑫河川浄化活動の推進 

⑥施業集約化によるコスト削減 

「まち」にぎわう ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

認定農業者数 224 経営体 239 経営体 15 経営体増

新規就農者数 5 人 30 人 25 人増

農地中間管理機構農地集積面積 14.4ha 300ｈa 285.6ha 増

営農組織数 27 組織 32 組織 5 組織増

ほ場整備面積（田） 1,638ha 1,643ha 0.3％増

ほ場整備面積（畑） 273ha 275ha 0.7％増

多面的機能支払交付金（資源向上
（長寿命化））の活用面積 

651.8ha 850ha 30.4％増

木材素材生産量 22.9 千ｍ3 32.1 千ｍ3 40％増

林業就業者数 89 人 112 人 23 人増

農業粗生産額 132 億 5,469 万円 140 億円 5.6％増

地産地消取組団体数 － 2 団体 2 団体増

物産館の販売額 475 百万円 525 百万円 50 百万円増

新商品開発数 － 累計 7 件 累計 7 件増

特産品プロモーション活動連
携・協力企業数 

－ 15 社 15 社増

「さつま牛」生産担い手研修支援
制度における研修生受入数 

－ 累計 3 人 累計 3 人増

竹材出荷量 5,308 ㌧ 5,600 ㌧ 292 ㌧増

たけのこ生産量 218 ㌧ 220 ㌧ 2 ㌧増

竹素材の新規販路数 － 2 件 2 件増

公共施設等における竹資源の活
用件数 

－ 累計 3 件 累計 3 件増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 地場産品を積極的に消費するとともに，多くの人に伝えましょう。

◆ 農林漁業を取り巻く地域課題について，話し合いを進めながら解

決に努めましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 安全・安心かつ良質で付加価値の高い農林畜水産物の生産に努め

ましょう。 

◆ 農地等の適正な管理に努めましょう。 

◆ 減農薬栽培など，環境負荷の低減に努めましょう。 

◆ 地場産品のＰＲ強化等を通じて，更なる販路拡大に取り組みまし

ょう。 

行政 

◆ 誇れるブランド農林産物づくりへの支援施策の構築を図ります。 

◆ 県・JＡ等と連携を図りながら，経営体や担い手の育成・確保の支

援に努めます。 

◆ 生産基盤整備を行う各種補助事業に関する情報提供に努めます。 

◆ 効率化，低コスト化を目指す生産基盤整備を行うため，県や関係

機関と協議しながら各種事業の導入を検討します。 

◆ 農地や農業用施設の保全活動の支援に努めます。 

「まち」にぎわう  ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 
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〔基本施策15〕活気あふれる商工業のまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 商業の活性化と経営基盤の強化 

   ◆ 大型店・郊外型店舗・コンビニエンスストアの進出，消費者ニーズの変化等，社会・

経済環境に加え，商店主の高齢化・後継者不足等，様々な要因が起因し，商店数や年間

商品販売額は年々減少しており，極めて厳しい経営状況にあります。 

   ◆ 中心市街地をはじめ，商店の廃業により空き店舗が増加傾向にあり，商店街としての

機能低下が見受けられることから，地域の消費者と緊密な関係の再構築を図りながら，

さらには近隣の市町からも多くの来街者を迎え入れることのできる魅力ある商店街の創

造に向けて，早急に着手する必要があります。 

◆ 商店の減少により，高齢者などの買い物弱者は，日常生活に支障を及ぼすことが懸念

されますが，本格的な高齢社会の到来を迎え，地域コミュニティにおける商業機能の充

実が今後ますます重要となってきます。 

  ⑵ 地域資源を活かしたものづくりや新産業の創出と市場開拓 

◆ 豊かな地域資源を活かした竹製品，鶴田和紙，薩摩切子などの既存の伝統工芸品や地

元産品・商品のＰＲや消費拡大等への支援を行っていますが，これらの地場産業を衰退

させないためにも消費者ニーズにあった新商品の開発や新たな販路開拓・拡大の支援が

求められています。 

  ⑶ 企業誘致活動の推進強化と雇用の確保 

   ◆ 工業については，近年，少子化による人口の減少や高齢者の急激な増加による国内市

場の変化，産業のグローバル化による世界規模での競合の激化など，企業を取り巻く環

境や経済情勢は依然として厳しい状況が続いていることから，引き続き企業訪問を実施

し，経営状況や設備投資の計画，要望等についての情報収集に努めながら，企業のニー

ズにあった支援策の充実や新たな工業用地等の環境整備が求められています。 

◆ 本町の交通の利便性を最大限に活かした積極的な企業誘致活動の展開とともに，更な

る雇用の拡充を図る取り組みが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 【商業統計調査（H24 は経済センサス）資料】 
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企業立地協定数・地元雇用者数 

年 度 件 数 地元雇用者数

平成 22 年度 3 件 15 人

平成 23 年度 3 件 11 人

平成 24 年度 2 件 3 人

平成 25 年度 2 件 － 

平成 26 年度 3 件 16 人

※企業立地協定数は，鹿児島県助成金分を含む 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 商業の活性化と経営基盤の強化 

◆ 町内で創業しようとする新規参入者に対しては，商工会や金融機関等の創業支援機関

で構成する「さつま町創業支援ネットワーク」による一体的・継続的な支援を行うほか，

後継者に対しても経営指導や各種支援制度の創設・活用など，商工会や関係機関と一体

となった支援に努めます。 

   ◆ 中心市街地における商店街の環境保全施設の整備やチャレンジショップ等による空き

店舗の活用促進を図ります。 

   ◆ 町内小売業等の店舗改装や各種イベント等 

への支援，スタンプ事業の統一やプレミアム 

付商品券などの活用による商店街の活性化を 

図るため，これらの戦略事業を推進するため 

の新たな組織づくりに取り組み，魅力ある商 

店街づくりに努めます。 

◆ 高齢化の進行，交通弱者の増加などを見据 

え，関係機関・団体と連携し，買物支援対策 

に努めます。 

  ⑵ 地域資源を活かしたものづくりや新産業の創出と市場開拓 

◆ 地場産業の育成・支援及び地元産品・商品 

の消費拡大に向けた取り組みの強化に努めま 

す。 

◆ 豊かな地域資源である農林産物の付加価値 

を高める６次産業化を推進し，新たな商品開 

発や新産業を創出しようとする者に対して， 

商工会をはじめ鹿児島県工業技術センターや 

かごしま産業支援センター，教育機関等の関 

係機関と連携した支援に努めます。 

◆ 商工会やＪＡ北さつま等の専門的機関との連携を強化し，新たな市場開拓に努めます。 

  ⑶ 企業誘致活動の推進強化と雇用の確保 

 ◆ 生活の根幹である就業の場を確保するため，トップセールスなど積極的な企業誘致活

動に取り組み，ハローワークや町内誘致企業などとの密接な連携・情報共有を図りなが

ら，規模拡大や雇用の確保に向けた支援策の充実に努めます。 

「まち」にぎわう  ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 

倉内工業団地 
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◆ 豊富な農林産物などの地域資源の付加価値 

を高めるため，食品関連企業の誘致に努めま 

す。 

◆ 町内企業等のネットワークを活用して，企 

業振興のための組織づくりを支援しながら異 

業種による交流を促進し，情報収集や企業活 

動の促進を図ります。 

 

 

３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)商業の活性化と経営基
盤の強化 

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

15 活気あふれる商工業のまちづくり 

(3)企業誘致活動の推進強
化と雇用の確保 

①創業者及び後継者への支援 
【○創2-3-3-①,②】

②活気ある中心市街地の整備促進 
【○創2-3-2-②,③】

③魅力ある商店づくりへの支援・促進 
【○創2-3-2-①,④,⑤,⑥】

④人に優しい買い物支援の促進 

①新たな工業用地の整備 

②トップセールス等による企業誘致活動の推
進強化        【○創2-3-1-①,②】

(2)地域資源を活かしたも
のづくりや新産業の創
出と市場開拓 

①新たな商品開発への支援【○創2-1-2-①,②】

②新産業創出への支援    【○創2-3-3-①】

③国内外への販路開拓・拡大支援 

③立地企業や既存企業等支援策の充実 
【○創2-3-1-①】

④地元企業との連携による雇用の確保 
【○創2-3-3-③】

⑤就業希望者のための情報提供 
【○創3-3-1-①】

⑥異業種交流の推進    【○創2-3-1-③】

「まち」にぎわう ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

商工業新規参入者数 21 人 46 人 25 人増

立地協定企業数 18 社 23 社 5 社増

企業立地促進事業による新
規雇用者数 

－ 累計 50 人 累計 50 人増

空き店舗利活用件数 － 累計 15 件 累計 15 件増

チャレンジショップ実施店
舗数 

－ 2 店舗 2 店舗増

高等学校卒業生の町内就職
者数 

31 人 41 人 10 人増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 地場産品について学び，消費拡大に努めましょう。 

◆ 町内商業店舗の利用に努めましょう。 

◆ 事業者への労働力の提供や創業新規参入に努めましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 
◆ 就業機会の提供と地元雇用の促進に努めましょう。 

◆ 異業種間の交流活動を活性化しましょう。 

行政 

◆ 商工会をはじめ関係機関と連携し，新規創業支援や商店街の活性

化，高齢者の買い物支援等に努めます。 

◆ 新たな工業用地の整備，立地企業や既存企業等への支援就業希望

者への情報提供に努めます。 
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〔基本施策16〕人と人がふれあう観光のまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 地域資源を活かした観光のデザイン 

◆ 本町は豊かな自然に恵まれ，貴重な歴史遺産や全国に誇れる地域資源が数多くあるこ

とから，これらを組み合わせた観光メニューの確立が求められています。 

◆ 観光ニーズにおいては，自然体験型や自然志向，健康志向，癒しを求めるなど，ます

ます多様化する傾向にあり，着地型の観光として内容の充実が求められています。 

◆ スポーツコンベンションの充実を掲げ，年間を通じてスポーツ合宿が行われています

が，宿泊施設の減少などの要因から宿泊者数が減少傾向にあり，その受け皿づくりが課

題となっています。 

◆ グローバル化の進展により外国人観光客が増加していることから，隣接市にある鹿児

島空港や九州新幹線を利用した国内外の観光客を呼び込むための情報発信が求められて

います。 

  ⑵ つながり・おもてなしのまちづくり 

   ◆ 町内では様々なイベントや祭りが開催さ 

れ，多くの町民や地域が関わっていること 

から，人と人との出会いや触れ合い，さら 

に，つながりによる観光の振興が求められ 

ています。 

   ◆ 歴史や観光拠点に精通した観光ボランテ 

ィアガイドが活躍しているものの，会員数 

が十分とは言えず，外国人観光客への対応 

を含めた人材の育成や確保が求められてい 

ます。 

   ≪町民アンケート結果≫  

   問 54 観光振興に関して，今後どのようなことに 

特に力を入れるべきだと思いますか。 
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 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 地域資源を活かした観光のデザイン 

◆ 川内川を中心に鶴田ダムやホタル舟，良質な泉質を誇る温泉，ガラス工芸など，地域

の豊富な資源を組み合わせた観光メニューづくりと情報発信の強化に努めるとともに，

これらの受け皿として，観光特産品協会の機能強化への支援を進めます。 

◆ 町外からの観光客の宿泊拠点となる旅館等の施設整備などへの支援を行い，受け入れ

態勢の充実を図ります。 

◆ 川内川の活用による交流人口の増加を図るため，国・県や各種団体等との連携により，

今後の河川利活用に関する計画の推進に努めます。 

◆ これまで取り組んできたグリーンツーリズムの充実に加え，自然，温泉，食などの地

域の魅力を交えたビューティーツーリズムなど，新たな組み合わせによる着地型の観光

を推進します。 

◆ 町内の温泉巡りが気軽にできる温泉ガイドブックの作成やお得な一日利用券などによ

り，町内温泉施設・温泉郷の連携強化や温泉の知名度アップと利用促進を図ります。 

◆ スポーツコンベンション等を充実させるために，コンベンションタウンさつま推進協

議会を中心に，観光特産品協会や宿泊施設などの連携強化を図るとともに，新たな宿泊

施設の整備及び確保を推進し，受け入れ体制の強化に努めます。 

  ⑵ つながり・おもてなしのまちづくり 

◆ 地域イベントなどを通じて町民や地域が一体となり，心を込めたサービスや接遇に心

がけ，リピーターや心の拠り所となるよう，まちぐるみの「おもてなし」によるさつま

町のファンづくりに努めます。 

◆ 国・県や近隣市町等との連携による観光ルートの構築を図り，観光客の満足度の向上

と交流人口の増加を目指します。 

◆ 観光特産品協会等の研修会や定期的な勉強会の開催により，観光ボランティアの育成

と活躍の場の創出に努めます。 

◆ ホームページ，ＳＮＳの活用や観光特産品協会と一体となった情報発信に努め，さら

に，新聞やテレビ，ラジオなどのメディアを有効に活用しながら町のＰＲに努めます。 

◆ スマートフォンやタブレット端末の普及が急速に進んでいることから，公共施設や観

光地等における情報通信の利便性向上を図るため，公衆無線ＬＡＮの環境整備について

の検討を進めます。 

◆ 本町の「よかとこ」「よかもん」にストーリー性を持たせたプロモーション活動や公用

車を活用したラッピング事業などを展開し，タウンセールスやイメージ定着に積極的に

努めます。 

   ◆ 町の玄関口としての宮之城鉄道記念館のバスターミナル機能強化など，観光拠点施設

の再整備等について検討を進めます。 

 

 

 

 

 

※ビューティツーリズムとは 
  「美」をキーワードにし，温泉をはじめとする本町の魅力ある地域資源を活用した情報発信や商品開発な

どを行うことで，町全体の観光振興を図る取り組み。 
※ＳＮＳとは 
  Social

ソーシャル

 Networking
ネ ット ワー キン グ

 Service
サ ー ビ ス

の略。個人間のコミュニケーションを促進し，社会的なネットワークの構築
を支援する，インターネットを利用したサービスのこと。 

※公衆無線ＬＡＮとは 
  駅や空港などの公共施設や飲食店で，ケーブルがなくてもインターネットに接続できる仕組みで，「Ｗｉ

－Ｆｉ（ワイファイ）」とも呼ばれる。

※ 

※ 

※

「まち」にぎわう  ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 
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３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)地域資源を活かした観
光のデザイン 

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

16 人と人がふれあう観光のまちづくり 

(2)つながり・おもてなしの
まちづくり 

①観光特産品協会の機能強化への支援 
【○創3-1-2-④】

②豊かな自然環境を活かした観光交流の促進

③温泉街の振興と温泉資源の活用 
【○創3-1-2-①,②】

④川内川利用促進による「かわまちづくり計
画」の推進      【○創3-2-1-④,⑤】

①まちぐるみによるおもてなしの推進 
【○創3-4-2-②】

②近隣市町等との連携の推進 
        【○創3-2-1-②,③,④ 】

⑤グリーンツーリズム等着地型観光の充実 
【○創3-1-1-① ○創3-1-2-②】

⑥スポーツコンベンションの推進 
【○創3-4-2-①】

⑦地域資源の魅力や特産品のコラボレーショ
ン 

③ＳＮＳ等の活用や民間企業との連携など，
多様な手段による情報発信の強化 

【○創3-1-1-②,③】

④インバウンド（外国人の誘致）の推進 
【○創3-1-2-②】

⑤観光拠点施設の整備促進 【○創3-1-2-③】

「まち」にぎわう ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 
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 ４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

交流人口 1,283 千人 2,000 千人 717 千人増

温泉入込客数 428 千人 500 千人 72 千人増

旅館等宿泊客数 63 千人 80 千人 17 千人増

広域連携取組件数 7 件 10 件 3 件増

コンベンション利用者数 12 千人 15 千人 3 千人増

地域イベント交流人口 18 千人 25 千人 7 千人増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 空き缶やゴミ拾いなどのボランティア活動を積極的に行い，観光

地や地域をきれいにしましょう。 

◆ みんなで「おもてなし」の心をもって接しましょう。 

◆ 自分たちの地域の資源や特性について学びましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 
◆ 町内及び近隣地域の情報を積極的に観光客に紹介するとともに最

大限のおもてなしを実現しましょう。 

行政 

◆ 近隣市町と連携を図りながら交流人口の増加を目指します。 

◆ ＳＮＳ等のＩＣＴ活用や企業との連携など，多様な手段による情

報発信の強化に努めます。 

◆ インバウンドの推進に努めます。 

◆ 観光拠点施設の整備促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まち」にぎわう  ≪基本目標５≫ 価値ある資源が活かされるまち 



- 84 - 

〔基本施策17〕未来につなぐ生涯学習のまちづくり 

１ 現状と課題 

  ⑴ 家庭教育の推進 

◆ 家庭教育学級や乳幼児学級，学童期子育て講座などを開設し，家庭教育に対する支援

に取り組んでいますが，子育てに関する不安や悩みがありながら，相談しなかったり，

学習機会があっても参加しない保護者への対策が課題となっています。 

  ⑵ 青少年の健全育成 

   ◆ 家庭と地域との結びつきが弱くなったことにより，地域や社会との様々な関わりを持

ちながら成長発達していくことが難しくなってきていることから，「さつまの日」の取

り組みを中心に地域の教育力の向上を図っていくことが求められています。 

  ⑶ 生涯学習の推進 

◆ あらゆる世代の人々が「いつでも」「どこでも」学習できる環境づくりに向けて，行

政は町民の主体的な活動をより一層支援する役割に徹し，町民や地域が一体となって進

めていけるよう活動のあり方や運営の仕方などについて改善を図っていくことが求めら

れています。 

 

〈本町の出前講座及び生涯学習講座の実施状況〉 

学 習 講 座 
開 設 講 座 数 講座利用者数 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成26年度 

さつまの郷出前講座 40講座 39講座 39講座 2,282名

生涯学習講座 13講座 15講座 17講座 254名

 

  〈町社会教育施設の蔵書状況及び利用状況（Ｈ26年度実績）〉 

社会教育施設名 入館者数 蔵書冊数 個人貸出冊数 団体貸出冊数 

屋地楽習館 20,550人 31,050冊 29,659冊 2,192冊 

鶴田中央公民館 5,015人 15,426冊 9,697冊 552冊 

こども図書館 7,761人 14,927冊 18,534冊 1,814冊 

合  計 33,326人 61,403冊 57,890冊 4,558冊 

 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 家庭教育の推進 

 ◆ 家庭教育学級や諸講座，研修会などの機会を通じて，町全体で家庭教育を支えるため

の意識啓発の推進を図ります。 

 ◆ 学校・幼稚園・保育所と連携し，乳幼児学級や家庭教育学級を開設し，家庭教育の役

割や子育ての重要性について，認識を高める機会の拡充を図ります。また，保護者が集

まる機会を活用し，学童期子育て支援講座や思春期子育て講座の実施に努めます。 

 

  

「まち」にぎわう ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 
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  ⑵ 青少年の健全育成 

 ◆ 学校・子ども会・ＰＴＡ・青少年団体・ 

ボランティア団体及び青少年育成町民会 

議等との連携を一層強化するとともに， 

「さつまの日」を中心とした青少年育成 

活動の定着を図り，地域ぐるみで，幼児・ 

児童生徒，青少年の健全育成を支える体 

制構築に努めます。 

   ◆ ジュニアリーダークラブや高校生クラ 

ブ，青年団などの活動を支援し，青少年の地域行事への参加など自主的な活動の促進を

図ります。 

   ◆ 地域団体と連携し，地域に根ざしたボランティア活動を実施し，青少年の健全育成を

図ります。 

  ⑶ 生涯学習の推進 

◆ 町民の学習意欲を喚起し，生涯学習への関心を一層高めるため，広報活動に努め，社

会教育関係団体等と連携・協力して学習講座の開催に努めます。 

◆ 生涯学習に関する「さつまの郷 ししょどん」（人材バンク）の活用による町民・高

齢者の生きがいづくりや，女性の社会参加の促進を図ります。 

◆ 社会教育団体や地域で活躍する人材（有志指導者）の育成及び活動支援を充実し，地

域の活性化に努めます。また，地域の高齢者や人材を活用し，地域の自然・歴史・文化

を学ぶ講座など，学習活動をまちづくりに活かすための講座の調査研究に努めます。 

◆ 地域ネットワークの拠点となる区公民館及び公民会の地域活動を支援するとともに，

出前講座の実施により，地域における学習機会の拡充を図ります。 

◆ 学習成果の還元を図るために，情報提 

供や活動場所の提供，交流機会の創出， 

ネットワーク構築への支援などを推進し， 

また，町民大会を開催し，学習成果の還 

元及び波及を図ります。 

◆ 屋地楽習館や鶴田中央公民館，こども 

図書館の図書室の蔵書の充実や連携した 

検索，貸出業務の利便性の向上を図ると 

ともに，施設の整備・充実について検討 

を進めます。 

 

 

 

 

 

「まち」にぎわう  ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 
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 ３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤家庭教育に関する相談体制の充実 

(1)家庭教育の推進 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

17 未来につなぐ生涯学習のまちづくり 

(3)生涯学習の推進 

①家庭教育学級や講座等の推進 

②ＰＴＡ活動の推進・充実 

③「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進 

④子ども読書活動の推進 

(2)青少年の健全育成 

①学校・地域団体との連携及び「さつまの日」
を中心とした健全育成の体制整備 

②青少年クラブの育成と自主的な活動の推進

③地域における体験学習の推進による青少年
の育成 

④非行防止体制の充実 

⑤人権学習・人権啓発の取組の充実 

⑥有害環境から守るための取組の推進 

①魅力ある生涯学習講座の開設及び生涯学習
環境の充実       【○創4-1-4-③】

②人材バンク活用等による社会参加の促進 

③社会教育団体及び有志指導者の育成 

④区公民館及び公民会活動の充実 

⑤学習成果の還元の機会や場の提供 

⑥人権意識の高揚を図る啓発・広報活動の充
実 

⑦人権学習の機会の充実 

⑧子ども読書活動推進計画に基づく図書館事
業の充実 

⑨社会教育施設の改修と有効利用の促進 

「まち」にぎわう ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 



- 87 - 

 ４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

図書室利用者数 33,326 人 40,000 人 6,674 人増

町民１人当たり蔵書冊数 2.74 冊 3.00 冊 0.26 冊増

生涯学習講座の受講者数 254 人 300 人 46 人増

さつまの郷出前講座の受講
者数 

2,282 人 2,500 人 218 人増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 青少年健全育成のための活動や「さつまの日」の活動に積極的に

参加しましょう。 

◆ 各種講座や学級等に積極的に参加しましょう。 

◆ 積極的に図書館を活用し，読書に取り組みましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 会員の増に努め，町と連携して，様々な社会教育関係事業に取り

組みましょう。 

◆ 家庭教育学級等の町民を対象とする活動の普及啓発に努め，生涯

学習のための機会の拡充を支援しましょう。 

行政 

◆ 各種講座や学級等を開催し，学習機会の拡充に努めます。また，

出前講座等により町民の幅広い学習活動の支援に努めます。 

◆ 社会教育施設の適正な維持・管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まち」にぎわう  ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 
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〔基本施策18〕生涯スポーツ推進のまちづくり 

１ 現状と課題 

  ⑴ スポーツを通じた健康づくりと生涯スポーツの促進 

◆ 年代や種目の違い，健康づくりに対する意識の違いなど，スポーツニーズが多様化し

ており，これらの住民ニーズに対応し，参加者の拡充を図ることが課題となっています。 

◆ 日頃の運動不足による体力低下や生活習慣病の予防対策として，町民がスポーツに親

しみ，生涯にわたり健康で心豊かな生活を送るためには，日常的に気軽にスポーツに触

れ，楽しめる環境づくりと，生涯スポーツの普及，促進が求められています。 

  ⑵ 競技力向上と競技団体の育成・支援 

◆ 少子高齢化の進行がスポーツ競技力にも影響し，競技人口の減少に伴う競技力低下が

懸念されます。 

◆ 競技スポーツにおける競技力向上のためには，若年世代における適切な指導が必要で

あり，特にスポーツ少年団の指導者育成が重要となっています。 

  ⑶ スポーツ少年団活動を通じた青少年育成の推進 

◆ スポーツ少年団の活動が競技種目活動に偏り，勝利至上主義の傾向が見られるため，

地域活動やボランティア活動などスポーツ活動以外の領域も取り入れたバランスのよい

活動により，本来の目的である「人間つくり」「体力つくり」を実践し，活動の基本理念

に立ち返ることが課題となっています。 

  ⑷ 社会体育施設の適切な維持管理と有効活用の促進 

◆ 年代を問わず誰もが，いつでも，気軽にスポーツに触れ，楽しみながら健康づくり

ができるような施設環境へのニーズが高まっている中で，計画的な施設維持管理と，

効率的な施設運営が求められています。 

◆ 学校施設開放は，身近でスポーツに親しめる環境づくりや，地域の健康づくり，社

会体育振興に大きく貢献しているため，小中学校の適正化計画による学校再編に伴う

地域体育施設のあり方についての検討が求められています。 

             スポーツ施設利用者の状況          （単位：人）

スポーツ施設名 H24 年度 H25 年度 H26 年度 

体育館 

・宮之城総合体育館 
・宮之城トレーニングセンター 
・鶴田体育館 
・Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

68,470 68,412 70,097

武道館 
・宮之城武道館 
・鶴田武道館 

11,402 10,798 10,130

プール 
・宮之城屋内温泉プール 
・Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 
・あび～る館プール 

 43,917 42,843 47,005

グラウンド 

・宮之城総合グラウンド 
・多目的芝生広場 
・柏原グラウンド 
・薩摩総合運動公園 
・かぐや姫グラウンド 

 92,802 100,691 112,143

テニスコート ・宮之城テニスコート   4,940   6,186   6,379

屋外照明 ・屋外照明施設７か所 8,107 7,712 7,055

合    計 229,638 236,642 252,809

「まち」にぎわう ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 
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 ２ 施策の方向性 

  ⑴ スポーツを通じた健康づくりと生涯スポーツの促進 

◆ 各種スポーツ大会や教室，講座等の内 

容・運営方法等をより一層改善・工夫し， 

多様化するスポーツニーズへの対応と参 

加者の拡充に努めます。 

◆ 健康づくりのスポーツ活動に対応する 

ため，ウォーキングやジョギング，ニュ 

ースポーツなどの軽スポーツの普及促進 

に努めます。 

◆ 町民が気軽にスポーツに触れ，楽しめ 

るよう，身近な活動拠点としての学校体育施設の開放を促進し，地域におけるスポーツ

行事やスポーツ同好会，スポーツ少年団等の活動の支援に努めます。 

◆ 地域のころばん会，サロン等の場を活用し，生涯スポーツとしてのニュースポーツの

普及，推進に努め，町民の健康づくりの支援に努めます。 

◆ 町民や地域のスポーツ活動をコーディネートし，支援する指導者の育成を図り，町民

の健康づくり，体力づくりの促進活動の充実に努めます。 

◆ コミュニティスポーツクラブなど多世代参加型のスポーツ活動を推進し，様々な年齢

層のスポーツ交流を通して，元気で活力のあるまちづくりに努めます。 

  ⑵ 競技力の向上と競技団体の育成・支援 

◆ 町体育協会や競技専門部会との連携・協力体制を強化・充実し，スポーツ団体の育成，

競技力向上の支援に努めます。 

◆ スポーツ少年団における指導力向上のため，指導者育成の強化に努め，競技スポーツ

の競技力向上に繋がるよう努めます。 

◆ 県民体育大会や県下一周駅伝等で，地区代表として出場する選手への援助や，各種競

技の九州・全国大会へ出場する選手・団体への援助を行い，競技力向上の支援に努めま

す。 

◆ 競技スポーツ教室の開催やスポーツコンベンションによるスポーツ合宿等の機会を活

用したスポーツ交流により，競技力向上 

を図ります。 

◆ スポーツコンベンションによるスポー 

ツ合宿等の受入体制充実のため，施設利 

用面での取り組みを促進し，利用者満足 

度の向上を図ります。 

◆ 第７５回国民体育大会鹿児島大会の開 

催に向け，本町における実施競技の準備 

体制の整備，会場施設整備，情報発信等 

に努めます。 

 

 

「まち」にぎわう  ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 
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  ⑶ スポーツ少年団活動を通じた青少年育成の推進 

◆ 指導者や保護者の研修を通じ，「心身ともに健全で，子どもらしい明るい表情を持った

元気な子どもに育てる」基本理念の意識付けを図るとともに，活動の７領域を念頭に置

いたスポーツ少年団活動の促進を図ります。 

◆ スポーツ活動一辺倒の少年団活動や，勝利至上主義の指導などを見直し，主役である

団員たちにとって，より良い活動ができるような環境整備に努めます。 

  ⑷ 社会体育施設の適切な維持管理と有効活用の促進 

◆ より多くの町民が，健康づくり，体力づくりの場として，或いは競技力向上のために

社会体育施設を活用できるよう，利用者ニーズを把握し，効率的な施設運営と計画的な

維持管理に努めます。 

◆ 学校体育施設を地域スポーツ活動の拠点とし，地域社会体育の促進が図られるよう，

学校施設開放による既存施設の有効活用に努めます。 

 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤多世代参加型スポーツ活動の支援 

(1)スポーツを通じた健康
づくりと生涯スポーツ
の推進 

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

18 生涯スポーツ推進のまちづくり 

(3)スポーツ少年団活動を
通じた青少年育成の推
進 

①各種大会，教室内容等の充実 

②ニュースポーツの普及促進 

③学校体育施設の利用促進 

④地域スポーツコーディネーターの育成 

(2)競技力の向上と競技団
体の育成・支援 

①町体育協会等との連携強化 

②スポーツ少年団指導者育成の強化 

③県体や全国大会等出場選手の支援 

④競技スポーツ教室等の開催 

⑤スポーツ合宿の施設利用の充実 
【○創3-4-2-①】

⑥第７５回鹿児島国体に向けた準備 

①スポーツ少年団指導者，保護者の研修 

②適切な活動のための環境整備 

(4)社会体育施設の適切な
維持管理と有効活用の
促進 

①利用者ニーズの把握と効率的運営 

②既存施設の有効活用 

「まち」にぎわう ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 
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 ４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

スポーツ施設利用者数（22 施設） 252,809 人 265,500 人 12,691 人増

生涯スポーツ（ニュースポーツ）教室
実施回数 

7 回 15 回 8 回増

  

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 健康で豊かな生活を送るため，生涯スポーツとして日常的にスポー

ツに触れ，楽しみましょう。 

◆ スポーツ大会，健康づくり講座，地域のスポーツ行事等に積極的に

参加しましょう。 

◆ 地域スポーツ活動の拠点として，学校体育施設を有効的に活用しま

しょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 組織の維持・強化に努め，積極的に活動しましょう。 

◆ 社会体育施設や学校開放事業を有効活用し，体力づくり・競技力向

上に努めましょう。 

行政 

◆ 生涯スポーツを普及・推進し，町民の健康づくり活動の促進を図り

ます。 

◆ 少子高齢化・多様化する住民ニーズに対応した社会体育事業の展開

により，町民のスポーツ活動の拡充と，競技力向上の支援に努めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まち」にぎわう  ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 
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〔基本施策19〕歴史と文化の薫るまちづくり 

１ 現状と課題 

  ⑴ 芸術文化の創造と郷土文化の継承 

   ◆ 文化芸術活動は，小学校を対象に「市町村における青少年劇場」を活用し，２年に１

回は鑑賞できる体制を継続していますが，県や文化庁の事業は申請が多いことから採択

が難しいのが現状です。 

   ◆ 全国的にも吹奏楽の町として知られていることから，「吹奏楽フェスタ」や「吹奏楽セ

ミナー」などの音楽活動が行われています。 

   ◆ 絵画や美術に対する造詣を深めるため，「さつま美術展」や「まちなか美術館」の開催，

さらに文化協会主催による県内でも珍しい「こども文化祭」を開催していますが，「さつ

ま美術展」においては，高校生以上の出展が少ないことが課題となっています。 

   ◆ 町内には，県指定文化財９件，町指定文化財６６件があり，適正な保存管理のため，

所有者や委託による管理に努めています。 

   ◆ 文化財の活用にあっては，文化財ボランティア（愛称：さつまガイド）を組織し，地

域の文化財をガイドすることで，「さつま学」の推進の一翼を担っていますが，ボランテ

ィアガイドの高齢化が進んでいることから，若年層のガイド育成が課題となっています。 

   ◆ 毎年，郷土芸能祭を開催するほか，町内の民俗芸能団体に道具などの整備に要する助

成を行っていますが，三味線奏者などを含め後継者不足などにより年々継承が難しくな

っていることから，後継者育成が課題となっています。 

   ◆ 県や町，民間企業等の開発行為に対し，埋蔵文化財の保存の必要性を周知し，保護に

努めています。 

   ◆ 民族資料館の活用を図るため，定期的な展示替えや企画展・特別展を開催しています

が，現在整備中の県立北薩広域公園歴史ゾーンと併せた企画展等の開催により，更なる

集客率の向上対策が求められています。 

〈過去３年間のさつま美術展の応募数〉 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 芸術文化の創造と郷土文化の継承 

   ◆ 町民の芸術文化への認識を高めるため，「さつま美術展」の開催や「みやんじょ吹奏楽

フェスタ」，舞台芸術等の鑑賞機会の提供に努めます。 

   ◆ 地域の文化団体との連携を密にし，活発な活動ができるよう支援に努めます。 

   ◆ 民俗芸能保存事業の活用の周知と併せ，発表の場の確保等により民俗芸能伝承活動の

支援に努めます。 

   ◆ 宮之城文化センターの老朽化が指摘されることから，計画的な改修に努めながらも新

たな文化施設の建設について検討を進めます。 

   ◆ 観光・文化財ボランティアガイドの育成と併せ，学校や地域の学習機会などを捉え積

出品作部門 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

テーマ部門 130 86 73 

自由部門 1,170 1,144 967 

「まち」にぎわう ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 
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極的な活動を行えるよう活躍の場の創出に努めます。 

◆ 指定文化財については，所有者の協力を得ながら，適正な管理に努めます。 

◆ 埋蔵文化財については，遺跡の性格や歴史的意義を明確にしながら保存に努めます。 

◆ 宮之城歴史資料センターは，県立北薩広域公園歴史ゾーンの整備と併せ，連携したイ

ベント等の実施に努めます。また，周遊ルートにあたる宗功寺墓地は，国指定文化財に

向けた取り組みの推進に努めます 

◆ 貴重な文化遺産である永野金山と山ヶ野金山との連携したイベント等の開催により，

文化遺産の有効活用に努めます。 

◆ 鶴田和紙，薩摩切子，宮之城花器など，伝統的工芸品の保存伝承に努めます。 

 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

さつまガイドの登録者数 18 人 30 人 12 人増

文化協会の登録者数 703 人 740 人 37 人増

指定文化財の登録数 75 か所 80 か所 5 か所増

資料館の入館者数 1,842 人 2,300 人 458 人増

 

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 文化イベントの鑑賞に積極的に参加しましょう。 

◆ 地元の施設を有効活用しましょう。 

◆ 埋蔵文化財の重要性について関心を持ちましょう。 

◆ 文化団体へ加入しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 文化団体加入者を増やしましょう。 

◆ 文化祭へ積極的に参加しましょう。 

◆ 学校交流などを行いましょう。 

◆ 文化施設を有効活用し，文化事業に取り組みましょう。 

行政 

◆ 文化施設の適正な維持管理に努めます。 

◆ 各種文化団体と協力のもと，自主文化事業の開催に努めます。 

◆ 特別展，企画展等の積極的な取り組みに努めます。 

「まち」にぎわう  ≪基本目標６≫ さつま学の推進による人間性豊かなまち 

⑤伝統的工芸品の伝承活動の促進 

(1)芸術文化の創造と郷土
文化の継承 

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

19 歴史と文化の薫るまちづくり 

①芸術文化の鑑賞及び活動機会の提供 

②文化施設の管理と充実 

③郷土の文化財の保存と活用 

④観光・文化財ボランティアの育成と活躍の
場の創出 
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〔基本施策20〕利便性の高いコンパクトなまちづくり 

 １ 現状と課題 

⑴ 道路網の整備促進 

   ◆ 本町の道路網は，国道３路線を基軸に県道及び町道が補完し合いながら，地域経済の

発展や観光の振興，住民生活の利便性に寄与しています。 

   ◆ 地域高規格道路「北薩横断道路」の整備が進められており，広域的な交流を支える道

路として，地域住民の期待が高まっていることから，全線開通に向けて，「広瀬道路」か

ら「泊野道路」への早期事業化が図られるよう積極的な要望活動が求められています。 

   ◆ 町道については，集落間を結ぶ路線など整備・修繕の必要な路線が残っており，計画

的な整備が求められています。 

◆ 道路の維持管理については，各公民会等で自主的な愛護作業が実施されていますが，

過疎化や高齢化の進行により作業に限界が生じている集落があり，適切な維持管理の在

り方についての検証が求められています。 

  ⑵ 適正な土地利用の推進 

◆ 土地は町民生活や生産・経済活動に係る共通の基盤であることから，利用については，

各種法令にもとづく適切かつ効率的な運用と迅速な土地情報の提供が求められていま

す。 

  ⑶ 利用しやすい交通体系の整備・充実 

   ◆ 過疎化の進行によりバス輸送人員は減少傾向にあり，バス事業者が不採算路線から撤

退していくことが懸念され，既存バス路線の維持・確保が大きな課題となっています。 

   ◆ 高齢化の進行により，自家用車の保有率の減少が見込まれることから，交通網が十分

に整っていない周辺部においては，買い物や通院などの日常生活上の移動手段として，

公共交通のニーズが高まることが予想されます。 

   ◆ 通学利用をはじめ，まちづくりにおける観光の交通手段として，さらに周辺部とまち

なかの拠点をつなぐ，効率的で利便性の高い交通体系の整備が求められています。 

  ⑷ まちの拠点づくり 

   ◆ 広域道路網の整備や車社会化などにより，人々の生活圏が大幅に拡大し，買い物の多

くを都市部の大型商業施設等で行う人が増加し，町内においては店舗数が減少傾向にあ

るなど商業の衰退等を招いています。 

   ◆ 町の周辺部においては，過疎化の進行により，商業店舗や医療機関などが減少傾向に

あり，生活の利便性が低下している地域があることから，ある程度身近な地域で買い物

や医療機関受診などを提供できる生活圏の確保が求められています。 

   ◆ 町の中心部に位置する北薩広域公園については，テーマゾーン及び歴史ゾーンの整備

が進められており，交流人口の増加が期待されていることから，これに併せた周辺環境

の整備が求められています。 

 

 

 

 

「まち」にぎわう ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 
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コミュニティバス利用状況 
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 ２ 施策の方向性 

⑴ 道路網の整備促進 

   ◆ 国・県と連携し，広域的な道路網の重要性及び生活への利便性などを考慮しながら，

計画的な道路整備の促進に努めます。 

◆ 地域との協働による適切な道路の維持管理を図るとともに，住民が安心して生活でき

るよう，高齢者や障がい者等にも配慮したユニバーサルな道路環境の整備に努めます。 

◆ 道路整備計画等に基づき，計画的な町道の整備を進め，利便性の向上と安全性の確保

に努めます。 

  ⑵ 適正な土地利用の推進 

   ◆ 優れた自然環境や歴史的・文化的な地域特性の保全・活用を図りながら，各種法令に

もとづく適正な土地利用に努めます。 

  ⑶ 利用しやすい交通体系の整備・充実 

   ◆ 近隣自治体やバス事業者と連携し，乗り継ぎなど利用者にわかりやすく，また，利用

しやすい交通網づくりを進めるとともに，地域住民の日常生活の交通手段としてバス路

線の確保・存続に努めます。 

◆ 交通ニーズを把握し，まちづくり施策と連携した誰もが利用しやすい交通体系の確立

を図り，充実した地域間のネットワーク構築に努めます。 

  ⑷ まちの拠点づくり 

◆ まちの中心部にふさわしい機能の集積を図るとともに，住宅の集積等による市街地の

形成など，総合的・計画的な土地利用によるコンパクトなまちづくりに努めます。 

◆ 人口減少が著しい周辺部については，各区公民館を中心に支所や病院，店舗などがあ

る旧町域単位を核とした「小さな拠点」づくりに努めます。 

   ◆ 公民館組織や地域団体を核とするＮＰＯ法人の立ち上げ支援に努め，地域の高齢者の

見守りや買い物支援，コミュニティビジネスの創出などによって，共生・協働によるむ

らづくり活動の拠点整備の検討を進めます。 

◆ 北薩横断道路の整備が進む中，平面交差計画地域における市街地等の形成や近接する

北薩広域公園や川内川河川敷と連動した周遊性の確保を図り，新たな「まちの拠点」づ

くりに努めます。 

「まち」にぎわう  ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 



- 96 - 

 ３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域拠点を担うむらづくり団体等の育成支
援 

(3)利用しやすい交通体系
の整備・充実 

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

20 利便性の高いコンパクトなまちづくり 

(2)適正な土地利用の推進 

①公共交通機関の利用促進 

②地方路線バスの維持・存続 

③コミュニティバス等の充実  【○創4-1-3-①】

④多様な交通サービスとの連携【○創4-1-3-①】

(1)道路網の整備促進 

①地域高規格道路「北薩横断道路」の広瀬道
路から泊野道路間の早期事業化への要望 

②国道 267 号，328 号，504 号の未整備
区間の早急な整備促進 

③主要地方道及び一般県道の未整備区間の早
急な整備促進 

④計画的な町道の整備 

⑤高齢者や障がい者等に配慮した道路環境の
整備 

⑥道路の適切な維持管理 

①各種法令に基づく適正な土地利用 

(4)まちの拠点づくり 

①コンパクトな中心市街地の整備促進 

②既存施設の有効活用による「小さな拠点」
づくり          【○創4-1-3-②】

「まち」にぎわう ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

町道の舗装率 84.3％ 87.1％ 2.8％増

公共交通機関（町単独系）の
利用率(利用者/町民数） 

49.0％ 55.0％ 6.0％増

地域公共交通の町民満足度 25.7％ 50.0％ 24.3％増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 
◆ 身近な道路の愛護作業に積極的に参加しましょう。 

◆ 公共交通を積極的に利用しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 身近な道路の愛護作業に積極的に参加しましょう。 

◆ 各種法令を順守し，適正な土地利用に努めましょう。 

◆ 公共交通を積極的に利用しましょう。 

行政 

◆ 地域高規格道路・国道・県道の整備促進及び計画的な町道の整備・維

持管理に努めます。 

◆ 利用しやすい交通体系の確保に努めます。 

◆ 地方路線バスの維持・存続に努めます。 

◆ 地域におけるＱＯＬ向上を図るため，「小さな拠点づくり」の検討を進

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まち」にぎわう  ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 

※

※ＱＯＬとは 
  クオリティ・オブ・ライフ（quality of life）の略。物理的な豊かさやサービスの量，個々の身辺自立

だけでなく，精神面を含めた生活全体の豊かさと自己実現を含めた概念。 
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〔基本施策21〕住んでみたくなる住環境の整備されたまちづくり 

 １ 現状と課題 

 ⑴ 公営住宅等の整備 

   ◆ 公営住宅の入居募集に対しては，町の中心部に応募が集中し，周辺部では入居申し込

みが無く長期空家が増える傾向にあり，また，総管理戸数４７１戸のうち，昭和４６年

６月以前に建築された旧耐震基準の建築物が１２８戸と全体の２７．２％にあたること

から，計画的な改修・整備が求められています。 

   ◆ 高齢化の進展により，高齢入居者の増加や現入居者の高齢化が見込まれることから，

高齢者等が生活しやすい施設等の早急な整備が求められています。 

  ⑵ 都市公園等の整備・充実 

   ◆ 本町における都市計画区域内の一人あたり都市公園面積は４６．８㎡であり，敷地面

積標準（１０㎡）を大きく上回る都市公園面積が確保されていますが，老朽化施設の改

善や安全管理対策，利用者のニーズに応じた都市施設整備など様々な課題があります。 

⑶ 町営墓地等の整備・充実 

   ◆ 町営墓地は東谷・弓場ケ迫・旭の３墓地で合わせて約１，６００区画ありますが，近

年，納骨堂への改葬が多く空き区画が増加しており，その管理が課題となっています。 

   ◆ 近年，無管理墓が増加してきており景観上好ましくない状態にあることから，その対

策が課題となってます。 

   ◆ 平成１３年以前に整備した墓地区画は参道が未舗装であり，頻繁に除草が必要な状態

にあります。また，墓地内の排水側溝も老朽化が進み，改修が課題となってます。 

   ◆ 火葬場については，施設全体の老朽化が著しく，定期的な修繕等により施設の維持に

努めているものの，大規模改修などを考慮した施設の長寿命化に向けた検討が求められ

ています。 

  ⑷ 移住・定住対策の充実 

   ◆ Ｕ・Ｉ・Ｊターンなど都市部から地方への回帰者や，二地域居住などの多様な生活ス

タイルによる住宅ニーズは増加しているものの，町土地開発公社で整備した分譲住宅団

地では，周辺部を中心に未分譲地があります。 

   ◆ 移住・定住に対する相談窓口を設置しているものの，相談件数が少ないことから積極

的な情報発信が求められています。 

   ◆ 移住・定住を促すためには，移住希望者に町の良さを知ってもらうことが必要である

ことから，短期的な定住体験住宅などの整備が求められています。 

   ◆ 近年，晩婚化が進むとともに生涯未婚率も増加しており，これらが少子化・人口減少

の一つの要因となっていることから，定住対策の一環として，結婚するための支援のあ

り方が課題となっています。 

  ⑸ 空家対策の推進 

   ◆ 空家所有者の病気や高齢化による病院等への入院・入所，死亡など，様々な要因で空

家状態となる家屋が増加しています。平成２６年度の調査では，１，２４６戸の空家等

が存在し，防災上や衛生上，また景観や地域活性化など，それぞれの目的に応じた対策

「まち」にぎわう ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 
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今後の町営住宅に関する政策について 町内の空家等の状況 

が課題となっています。 

◆ 町内の空家等を有効活用するため，空き家情報バンク制度を導入し，これまで約２０

件の契約が成立しているものの，空家の中に家財が残っているなどの理由により，空家

戸数に対する登録率が低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 

⑴ 公営住宅等の整備 

◆ 公営住宅長寿命化計画に基づいて，老朽住宅の計画的な建替えにより，安全・安心で良

好な住環境づくりに努めます。  

◆ 老朽公営住宅入居者に希望調査を行い，長期入居希望のない住戸への住替えも斡旋して，

既存入居者の居住環境の向上を図ります。 

◆ 既存ストック住宅の計画的な営繕を実施し長寿命化に努めます。 

◆ 高齢者や障がい者が安心して住むことができる住環境形成を図るため，住居内や共用部

分のバリアフリー化の推進に努めます。 

  ⑵ 都市公園等の整備・充実 

   ◆ 長寿命化計画等に基づき，計画的な都市施設（都市公園・都市下水路等）の維持管理

や施設更新に努めます。 

   ◆ 利用者のニーズ等を踏まえた公園施設等整備と安全で公共の福祉の増進に資する公園

管理に努めます。 

  ⑶ 町営墓地等の整備・充実 

   ◆ 長期間管理を行っていない使用者の調査を進め，無管理墓の解消に努めます。 

   ◆ 施設の長寿命化を図るため施設改修計画を策定し，墓地や火葬場の利用者が安全かつ

安心して使用できるよう整備に努めます。 

  ⑷ 移住・定住対策の充実 

   ◆ 分譲住宅団地の早期販売及び町中心部での新たな住宅団地の整備に努めます。 

   ◆ 移住者の住宅取得やリフォーム等に対する支援や本町での暮らしを体験してもらう取

り組みなどにより，移住者を受け入れやすい体制の構築に努めます。 

   ◆ ハローワークやふるさと回帰支援センター等と連携しながら，移住・定住情報の発信

強化に努めます。 
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   ◆ 町外に居住する大学生等の若い出郷者に向けて，広報紙などをはじめとする情報媒体

を活用して，ふるさと情報を発信しながらＵターンの促進に努めます。 

◆ 若者世帯の経済的負担を軽減するとともに，本町への定住を促すため，若者のニーズ

に合った住宅整備の促進に努めます。 

◆ 企業や団体等で取り組む若者の出逢いの場や事業者間による交流の場の創出，婚活サ

ポーターを中心とした仲人事業の展開など，結婚活動に対する支援に努めます。 

 ⑸ 空家対策の推進 

◆ 住宅リフォームへの支援をはじめとする各種支援事業を展開することにより，空き家

情報バンクへの登録を促進し，移住者への住居提供を図るなど，空家の有効活用に努め

ます。 

   ◆ 「空家等対策基本計画（仮称）」や「さつま町空家等対策の推進に関する条例（仮称）」

を策定し，空家等の問題に対する空家所有者への意識啓発を図るとともに，不特定多数

の町民に危険を及ぼす恐れのある危険空家等については，法令に基づく対策に努めます。 

３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)移住・定住対策の充実 

基本施策 

基本項目 
基本項目の展開

21 住んでみたくなる住環境の整備されたまちづくり 

(3)町営墓地等の整備・充実

③移住体験住宅の整備   【○創3-4-1-②】

(1)公営住宅等の整備 

①建替事業の推進等による居住環境の向上対
策 

①住宅団地の販売促進と新たな住宅団地の整
備 

②周辺地域等移住定住支援制度の支援内容の
拡充          【○創3-4-1-①】

②既存ストックの長寿命化の推進 

⑤若者のＵターン促進 
【○創3-3-2-③ ○創3-4-1-③】

③危険空家等の規制 

①墓地施設等の計画的改修と適切な維持管理

(5)空家対策の推進 

①空家所有者への意識啓発の促進 

(2)都市公園等の整備・充実

①計画的な都市施設（都市公園・都市下水路
等）の維持管理と整備 

②利用者ニーズの把握と安全管理の推進 

④ハローワーク等との連携による移住・定住
情報の発信強化    【○創3-3-1-①,②】

⑥若者の出逢いの場の創出への支援 
【○創1-1-1-①,②】

②空家等の活用・支援  【○創3-3-2-①,②】

「まち」にぎわう ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

公営住宅耐震化率 66.3％ 90％ 23.7％増

公園利用者満足度 50.7％ 70％以上 19.3％増

墓地区画使用率 85.8％ 90.0％ 4.2％増

分譲住宅地残区画数 22 件 2 件 20 件減

空き家情報バンク登録件数 4 件 累計 50 件 累計 46 件増

住宅リフォーム補助活用件

数 
50 件 100 件 50 件増

周辺地域等移住定住促進補
助活用件数 

累計 22 件 累計 100 件 累計 78 件増

婚活イベント開催回数 3 件 10 件 7 件増

婚活支援による結婚成立案

件数 
－ 累計 15 件 累計 15 件増

 

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 都市公園施設の適正な利用に努めましょう。 

◆ 空家が発生したら，空き家情報バンクに積極的に登録しま

しょう。 

◆ 墓地の使用に関して変更等があった場合は，速やかに届け

出を行いましょう。 
◆ 区画内の墓碑等は適切に管理するとともに，周辺の環境美

化に努めましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 ◆ 空き家情報バンクと連携した取り組みを進めましょう。 

行政 

◆ 長寿命化計画等に基づき，安全で公共の福祉の増進に資す

る施設の整備や管理に努めます。 

◆ 積極的な情報発信や定住支援対策により，移住・定住の促

進に努めます。 
◆ 企業等と連携して若者の出逢いの場の創出に努め，婚活を

サポートします。 

 

「まち」にぎわう  ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 
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〔基本施策22〕良質な水道が安定供給されるまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ いつも良質で安全な水道 

   ◆ 本町では毎年水道法に定めた水質検査計画を策定し，原水や浄水の水質について定期

的に検査を実施することで，常に水質監視に努めていますが，町水道の水源の一部で表

流水に依存している施設もあり，表流水の水質監視が課題となっています。 

  ⑵ 災害に強い水道 

   ◆ 本町の水道施設は古い施設が数多く残っており，水道管路も総延長約４４０km を有し，

一部老朽化による機能低下で漏水なども発生しています。 

また，施設の耐震化率も低いため，災害などの緊急時でも安定した給水ができるよう

な対策が求められています。 

  ⑶ 健全で効率的な経営の水道 

   ◆ 近年，給水人口の減少，節水意識の高揚などに伴い水需要が減少傾向にあり，厳しい

経営環境にあることから，簡易水道事業統合化計画に基づき，上水道への一本化を図り，

将来的に健全な財政運営ができるよう，更なる効率的な事業運営が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ いつも良質で安全な水道 

◆ 安定した良質の水が取水できるよう，水源施設周辺の環境監視の強化を図ります。 

◆ 水道法に基づき実施している原水や浄水の水質検査結果の監視・公表を継続するとと

もに，突発的な水質異常にも対応できるよう関係機関との連携の強化を図ります。 

  ⑵ 災害に強い水道 

◆ 老朽施設の計画的な更新並びに耐震化を進めます。 

◆ 断水区域の狭小化を図るための給水区域間の連絡管の整備，災害時の広域支援体制の

整備など，バックアップ機能の強化を図ります。 

  ⑶ 健全で効率的な経営の水道 

  ◆ 水道事業の運営状況を常に分析・評価して，継続的な安定経営に努めるとともに，財

政状況等の公表により，水道利用者の理解を図ります。 

  ◆ 給水人口や給水量が減少する中においても，独立採算性の原則に基づき健全な財政運

営ができるよう，収入の確保，適正な予算の執行に努めます。 
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 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

水道管路の耐震化率 3.41％ 5.0％ 1.59％増

耐用年数 40 年を超える老朽
管の割合 

4.19％ 3.0％ 1.19％減

有収率 
（総配水量における料金収入対

象となった水量の割合） 
80.50％ 82.00％ 1.50％増

 

「まち」にぎわう  ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 

(1)いつも良質で安全な水
道 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

22 良質な水道が安定供給されるまちづくり 

(3)健全で効率的な経営の
水道 

①水質監視・施設監視体制の強化 

②情報公開の充実 

③職員の資質の向上 

①水道事業統合による効果の把握 

②業務の効率化 

(2)災害に強い水道 

①老朽施設の計画的な更新 

②水道施設の耐震化 

③給水拠点施設の充実 

④危機管理体制の充実 

⑤バックアップ機能等の強化 

③漏水防止対策の強化 

④財政基盤の強化 
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 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 水道水源周辺の環境美化に努めましょう。 

◆ 個人の敷地内に設置してある給水装置の適正な維持管理に努

めましょう。 

◆ 水道事業の独立採算性，公平負担の原則を理解し，水道料金

は期限内に納入しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 水道事業の独立採算性，公平負担の原則を理解し，水道料金

は期限内に納入しましょう。 

◆ 水道を短時間で大量に使用する必要がある場合は，事前に水

道管理者に連絡しましょう。 

行政 

◆ 水質検査結果について，町ホームページ等で公表いたします。

◆ 複雑高度化する水質項目に対する職員の認識を高め資質の向

上を図ります。また，関係機関との連携の強化を図ります。 

◆ 漏水の早期発見，早期復旧を図り，有収率の向上を図ります。

◆ 長期財政計画を立て，計画に基づいた施設の更新，投資的経

費の投入に努めます。 

◆ 水道事業運営に係る財政状況等を公表し，水道利用者への理

解を図ります。 

 

「まち」にぎわう ≪基本目標７≫ みんなに優しく魅力あふれるまち 
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〔基本施策23〕自然環境に優しいまちづくり 

 

 １ 現状と課題  

  ⑴ 大切な財産を残す景観づくり 

   ◆ 過疎・高齢化による労働力の低下から，耕作放棄地の拡大や竹林の荒廃，廃屋の増加

等により，美しい農山村の景観や歴史・文化遺産，良好な町並みなどの景観の悪化が懸

念されます。 

 

  ⑵ 地球環境保全の推進 

   ◆ 大量生産，大量消費，大量廃棄を前提としたこれまでの社会システムは，地球温暖化，

酸性雨，有害化学物質問題等に代表される地球環境問題を顕在化させ，人体への被害な

ど人々の生活を脅かしており，地球環境に負荷の少ない持続可能な社会システムの構築

が求められています。 

   ◆ 東日本大震災を起因とする福島第１原発事故によって，全国的に再生可能エネルギー

の導入が加速していますが，これまで再生可能エネルギーとして中心的に推進されてき

た太陽光発電システムに加え，今後においては，風力，小水力，バイオマスなど，地域

特性に応じた再生可能エネルギーの利用の可能性について，導入調査・検討が求められ

ています。 

 

  ⑶ 水辺環境保全の推進 

   ◆ 河川等の水質に影響を及ぼす生活雑排水の中で，し尿に関してはほとんどが浄化槽又

は汲み取りにより適正に処理されていますが，これらで処理されずに河川等に放流され

ている生活雑排水の浄化槽処理化の推進が課題となっています。 

◆ 町内には雄大な自然に恵まれた水辺環境が数多くあり，そこには様々な動植物が生息

し，人々が自然にふれあい楽しめる場所となっていることから，これらの環境を可能な

限り適正な保全に努めるとともに，国土保全や公共性の高い事業のためにやむを得ず改

変する場合には，現在の環境に十分配慮し，自然との調和を考慮した水辺環境の保全が

求められています。 

 

  ⑷ 公害対策の充実 

   ◆ 公害には大気汚染，水質汚染，土壌汚染，騒音，振動，悪臭等あり，その要因は生活

環境によるものや産業活動によるものなど様々であり，これらの発生を抑制するために

各種法令による環境基準が設けてありますが，利便性や経済性が優先されるあまり，効

果的で即効性のある対策を取りにくい傾向にあるため，関係機関と連携するとともに，

住民や事業者の協力を得ながら公害防止対策に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

「自然」うるおう  ≪基本目標８≫ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 
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２ 施策の方向性 

  ⑴ 大切な財産を残す景観づくり 

   ◆ 次代を担う子どもたちにわが町にある大切な財産を残すため，町の個性と魅力を最大

限に活かし，自然環境と調和した景観づくりや地域の歴史・文化・自然に配慮したまち

づくりを住民とともに推進し，住民自らの計画として共生・協働による景観づくりに努

めます。 

 

  ⑵ 地球環境保全の推進 

   ◆ 国の政策に基づきながら町民，事業者， 

行政との協働により，様々な再生可能エ 

ネルギーの導入の可能性について検討す 

るとともに，温室効果ガス排出量の低減 

対策の普及促進に努め，地球環境に負荷 

の少ない持続可能な社会システムを構築 

していくための積極的な取り組みを図り 

ます。 

 

  ⑶ 水辺環境保全の推進 

 ◆ 生活雑排水が河川などの自然環境に与える影響を最小限に抑えるため，合併処理浄化

槽の普及率向上に努めます。 

 ◆ 多種多様な魚族や植物を保護するため，水辺環境に配慮した護岸整備の推進を図りま

す。 

 

  ⑷ 公害対策の充実 

  ◆ 公害（大気汚染，水質汚濁，土壌汚染，騒音・振動，悪臭）に関する発生源の根本的

な解消に向けた取り組みを図ります。 
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「自然」うるおう ≪基本目標８≫ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 
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 ３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

合併処理浄化槽の設置率 60.0％ 72.1％ 12.1％増

農業集落排水施設への接続率 4.2％ 4.6％ 0.4％増

公害苦情件数 56 件 30 件 26 件減

環境美化活動取組地区数 17 公民館 20 公民館（全区） 3 公民館増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 生活用品を購入する時には低燃費・低公害・省電力製品の購入を

検討しましょう。 

◆ 自家用車の使用を控え徒歩，又は自転車，バイク，バスなどを使

用しましょう。 

◆ 家庭でごみ等の焼却を行わないようにしましょう。 

◆ これまでの生活様式を見直し，省エネルギー社会の実現に向けて

協力しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 環境配慮型の機器や設備の積極的な導入と適切な維持管理を行

い，かつ，環境公害に関する様々な法令や基準を遵守し，汚染物質

や公害の原因の抑制に努めましょう。 

◆ 事業所周辺や地域での環境活動等に積極的に協力しましょう。 

行政 
◆ 町内における様々な環境問題を把握し，必要に応じて関係法令や

基準を適用し，健全な環境が保てるよう努めます。 

 

 

 

「自然」うるおう  ≪基本目標８≫ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 

(1)大切な財産を残す景観
づくり 

基本施策 

基本項目 基本項目の展開

23 自然環境に優しいまちづくり 

①地域活性化計画による景観づくり 

(2)地球環境保全の推進 

①省資源，省エネルギー，再生可能エネルギ
ーに関する意識の啓発と導入の促進 

②温室効果ガス排出量の抑制に向けた取組の
推進 

①合併処理浄化槽の設置促進 

②自然景観や親水性に配慮した整備 
(3)水辺環境保全の推進 

①低公害仕様の素材推進 

②クリーンエネルギーへの転換促進 
(4)公害対策の充実 
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〔基本施策24〕田園や森林を守り育てるまちづくり 

 

１ 現状と課題 

 ⑴ 農村・森林環境の保全 

   ◆ 耕作者の高齢化や後継者・担い手不足等により，農業生産額や農業所得，耕作面積の

減少が進み，耕作放棄地が拡大しており，健全な農村生活環境の保全対策が課題となっ

ています。 

   ◆ 多くの人工林が利用期を迎えている中で，今後，木質バイオマス発電施設等への木材

需要が高まり森林伐採が進むことが予想さます。一方，多くの伐採跡地において高齢化

や後継者不足等により再造林が行われていないことから，森林の有する公益的機能の発

揮・維持が期待できなくなる恐れがあります。 

 

 

２ 施策の方向性 

 ⑴ 農村・森林環境の保全 

   ◆ 農村地域防災減災事業や農村生活環境関連事業等の導入，多面的機能支払交付金（農

地維持など）の有効活用により，安全・安心に暮らせる快適な農村生活環境づくりに努

めます。 

  ◆ 森林環境保全のため，鳥獣被害防止対策の強化に努めます。 

   ◆ 良好な森林環境を創出し，将来にわたり森林の恩恵を享受することができる健全な森

林を育成し，次世代へ継承する取り組みを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耕作放棄地面積の推移 (単位：ha)
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  (資料提供：さつま町農業委員会）
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「自然」うるおう ≪基本目標８≫ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 

【鳥獣被害防止柵の設置】 【イノシシによる農作物被害の状況】 
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 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

多面的機能支払交付金（農地

維持）の活用面積 
808.5ha 1,200ha 48.4％増

多面的機能支払交付金（資源

向上（共同））の活用面積 
658.5ha 800ha 21.5％増

森林経営計画作成件数 11 件 20 件 81.8％増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 農地の有効利用に努めましょう。 

◆ 伐採後の再造林に努めましょう。 

◆ 集落や地域の美化活動に積極的に参加しましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 農地の有効利用に努めましょう。 

◆ 伐採後の再造林に努めましょう。 

◆ 多面的機能支払交付金を積極的に活用しましょう。 

◆ 耕作放棄地を活用し，経営規模拡大を図りましょう。 

◆ 農業用施設の点検を行い，補修は早めに実施しましょう。 

行政 

◆ 多面的機能支払交付金の活用拡大を推進し，農地・農業用施設の

保全活動の支援に努めます。 

◆ 安全・安心な農村環境を整備するため，県や関係機関と協議しな

がら各種事業の導入促進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

「自然」うるおう  ≪基本目標８≫ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 

(1)農村・森林環境の保全 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

24 田園や森林を守り育てるまちづくり 

①安全・安心な農村生活環境の整備 

②多面的機能支払交付金（農地維持など）の
有効活用 

③農林産物の鳥獣被害の防止 

④緑のボランティア活動推進 

⑤計画的森林施業 

⑥伐採跡地における再造林の推進 
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〔基本施策25〕憩いの空間あふれるまちづくり 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 公園・緑地の整備 

◆ 県立北薩広域公園など自然環境を活かした公園が整備され，緑あふれる憩いの空間と

して利用されていますが，老朽化した公園施設の安全管理と広大な公園敷地や公園施設

の維持管理が課題となっています。 

  また，県立北薩広域公園の整備と併せた周辺整備により，更なる利便性と集客性の

向上が求められています。 

  ⑵ 親水護岸施設の環境整備 

◆ 川内川流域には，水辺の楽校や親水公園などが整備され住民の憩いの場として親しま

れており，関係機関や地元団体と連携しながら除草等の環境整備を行っていますが，気

候変動等による水辺環境の悪化や高齢化による地域の労力不足などが課題となっていま

す。 

  ⑶ 野生動植物の保護対策と適正な管理の推進 

   ◆ 紫尾山山頂周辺には針広葉混交林の天然林が分布し，南限をなすブナ林が発達し，高

層木のアカガシやアカシデなどの常緑広葉樹やイヌガヤやモミなどの針葉樹，イヌザク

ラやコハウチワカエデなどの夏緑広葉樹が混成し，下層木としてツバキやカエデなどが

自生するなど冷温帯林と温暖帯林が混在する貴重な生態系を形成しています。 

また，川内川の氾濫原にはワンドが多く，沈水植物群落や浮葉植物群落など停滞水域

に多い植物が生息しています。 

なお，川内川支流の久富木川や穴川には県天然記念物に指定されているカワゴケソウ

が自生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県天然記念物指定のカワゴケソウ】 

※ 

※氾濫原とは 
河川の氾濫や河道の移動によってできた平野。河川の堆積 (たいせき) 物によって構成され、洪水時には

浸水する。 
※ワンドとは 
  河川敷にできた入り江など，河川の本来の流れとは分離された水域のこと。稚魚の生息場や魚類の休憩場

となる。 

【親水公園における稚魚等の放流】

※ 

「自然」うるおう ≪基本目標８≫ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 
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 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 公園・緑地の整備 

   ◆ 公園施設長寿命化計画を策定し，計画的な公園施設の維持管理や施設更新を行い安全

管理に努めます。 

◆ 指定管理者制度等により，公園規模や施設等の特色を活かした適正な公園管理に努め

ます。 

◆ 県立北薩広域公園の再整備等による施設の充実や利便性の向上を図りつつ，自然環境

と調和した憩いの空間づくりに努めるとともに，県立北薩広域公園の早期完成に向けた

要望活動等による観光拠点づくりに努めます。 

◆ 地域の豊富な自然を活かした県立北薩広域公園については，芸術性や文化性を備え

る施設として整備が進められていることから，これらの早期完成に向け，県との連携

を図りつつ，隣接するちくりん公園などの再整備により，周辺の一体的な利活用と魅

力アップに努めます。 

  ⑵ 親水護岸施設の環境整備 

  ◆ 地元団体等との連携による清掃・除草等の通常管理を行うとともに，川内川河川事務

所や県立北薩広域公園等関係機関との連携による水辺施設や公園施設等の管理を行い，

川内川流域の豊かな自然に配慮した水辺環境の整備に努めます。 

  ⑶ 野生動植物の保護対策と適正な管理の推進 

◆ 紫尾山や川内川などをはじめとする，野生動植物の生息・生育環境の保全と併せて，

文化財保護法や絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律，鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律などの適切な運用に努めます。 

◆ 国や県，地域の関係団体と連携しながら，外来生物の適切な飼育や栽培の啓発，防除

活動の推進に努めます。 

 ３ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自然」うるおう  ≪基本目標８≫ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 

(1)公園・緑地の整備 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

25 憩いの空間あふれるまちづくり 

(3)野生動植物の保護対策
と適正な管理の推進 

①施設長寿命化計画の策定と計画に基づく維
持管理の実施 

②指定管理者等による適正管理 

①野生動植物の生息，生育環境の保全 

②野生動植物の保護対策と適正な管理 

(2)親水護岸施設の環境整
備 

①関係機関や地元団体等との連携 

②自然環境に配慮した環境整備 

③外来生物の防除対策 

③県立北薩広域公園の整備促進と利活用 
【○創3-2-1-①】
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

水辺や野山の生き物の生息状況の
満足度 

45.1％ 50％以上 4.9％以上増

水や緑など自然に親しめる場の整
備状況の満足度 

48.9％ 50％以上 1.1％以上増

 

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 自然環境に配慮した公園・緑地の利用を心がけましょう。 

◆ 野鳥の巣を壊したり，森林や水辺にごみを捨てたりするなど，自

然を壊す行為は慎み，野生動植物の生息・生育環境の保全に協力し

ましょう。 

◆ 農薬や化学肥料などは適正に使用しましょう。 

◆ 動植物をむやみに採取，採集することはやめましょう。 

◆ 外来生物の飼育や栽培は適切に行い，最後まで責任を持ちましょ

う。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 野生動植物の保護活動への参加や支援を検討しましょう。 

◆ 開発行為等を行う場合は，法令等を遵守し，動植物，生態系への

負荷軽減に努めましょう。 

行政 

◆ 自然環境に配慮した公園緑地管理を行い，憩いの空間の提供に努

めます。 

◆ 自然公園や自然遊歩道，水辺公園などの自然と触れ合える場の整

備と管理に努めます。 

◆ 野生動植物の生息・生育環境の保全を図ります。 

◆ 野生動植物の保護対策と適正な管理の啓発を図ります。 

◆ 外来生物の防除対策を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

「自然」うるおう ≪基本目標８≫ 豊かな自然を守り，水と緑に癒されるまち 

【整備が進められる県立北薩広域公園】 



- 113 - 

〔基本施策26〕ごみ減量化・リサイクルを推進するまちづくり 

 

 １ 現状と課題 

  ⑴ ごみ減量化及び資源化の推進 

◆ 本町のごみ分別は現在，可燃ごみ１，資源ごみ１４，不燃ごみ６の２１品目で行って

いるものの，循環型社会の形成を実現するには，更なるごみの減量化と可燃・不燃ごみ

を資源ごみ化へと推進することが求められています。 

◆ ごみ全体の排出量は平成２５年度以降減少傾向にあり，この内資源ごみ排出量につい

ても年々減少傾向にありますが，ごみ全体の排出量をより一層抑えるためには，リサイ

クル（再生利用）と併せてリデュース（発生抑制），リユース（再使用）の推進が不可欠

であり，住民や事業者等の更なる理解と協力が求められています。 

 

  ⑵ 廃棄物処理施設の長寿命化対策の推進 

   ◆ 循環型社会を実現するためには，廃棄物処理施設（クリーンセンター）の存在が不可

欠ですが，現在の施設は稼働後 18 年経過し更新時期が迫っており，施設更新には多額の

経費を要することから，既存施設の計画的な維持管理と長寿命化対策が不可欠になりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ ごみ減量化及び資源化の推進 

 ◆ さつま町一般廃棄物処理基本計画（以下「廃棄物処理計画」という。）に基づき，より

一層のリサイクル，リデュース，リユースなど循環型社会の形成を推進し，環境への負

荷の軽減に努めます。 

 ◆ 廃棄物の不適正処理を未然に防ぎ，早期発見・早期対応を図るため関係機関と連携し

て監視体制の強化と啓発に努めます。 

 

  ⑵ 廃棄物処理施設の長寿命化対策の推進 

 ◆ 廃棄物処理計画に基づき，廃棄物を適切かつ継続的に処理できるよう処理施設の適正

な維持・管理に努め，施設の長寿命化に努めます。 

 

「自然」うるおう  ≪基本目標９≫ ふるさとを見直し，資源を大切にするまち 
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 ３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

収集ごみ（可燃・不燃）の量 3,974 ㌧ 3,180 ㌧ 20％減

収集ごみ（資源）の量  557 ㌧  724 ㌧ 30％増

直接搬入ごみ（可燃・不燃）の量 2,279 ㌧ 1,824 ㌧ 20％減

直接搬入ごみ（資源）の量  251 ㌧  301 ㌧ 20％増

資源ごみのリサイクル率  11％  20％  9％増

 

 ５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 決められたごみ出しのルールを守り，ごみの適正排出，分別収集，

資源ごみリサイクルへの取り組みに協力しましょう。 

◆ リサイクル商品やリサイクルショップを積極的に活用しましょ

う。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 事務用品等はグリーン購入に努めるとともに，３Ｒ運動に努め，

廃棄物は適正に処理・処分しましょう。 

◆ 長期間使用可能な製品の開発や販売，リサイクルが可能な原料を

使用した製品の製造や販売に努めましょう。 

行政 

◆ 適切なごみ処理を推進するとともに，３Ｒ運動を推進し，ごみの

減量化・リサイクルの積極的な推進に努めます。 

◆ 環境教育，環境学習の充実を図ります。 

◆ 不法投棄等の不適正処理の未然防止や早期発見・早期対応を図る

ため，関係機関と連携して，監視体制の強化や町民等への啓発に努

めます。 

 

 

 

 

(1)ごみ減量化及び資源化
の推進 

基本施策 

基本項目

基本項目の展開

26 ごみ減量化・リサイクルを推進するまちづくり 

①資源の循環システムの構築 

②ごみ有料化の検討 

(2)廃棄物処理施設の長寿
命化対策の推進 

①施設長寿命化の取り組み 

②資源循環システムに対応した施設の整備 

③資源ごみ分別項目の細分化 

「自然」うるおう ≪基本目標９≫ ふるさとを見直し，資源を大切にするまち 
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〔基本施策27〕環境美化意識が充実したまちづくり 

 

 １ 現状と課題 

  ⑴ 環境教育・学習の充実 

   ◆ 本町では出前講座や広報紙，ホームページ等を通じて環境に関する啓発や情報提供を

行っていますが，十分な効果が得られていないのが現状です。 

◆ 町民・地域や町内事業所が個々に取り組んでいる環境活動などの情報収集や情報提供

など十分とは言えない状況であり，今後はあらゆる機関や団体，個人，地域等に対して，

相互に環境情報の交換ができるシステムづくりへの取り組みが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向性 

  ⑴ 環境教育・学習の充実 

   ◆ 町民や事業者が意欲と主体性を持って環境問題に取り組めるよう出前講座等による環

境教育・環境学習の充実に努めます。 

   ◆ 県や町などの行政や町民・地域が取り組んだ環境に関する活動内容やその結果を広報

紙やホームページ等を活用して公表し，環境に関する意識の向上に努めます。 

 

 ３ 施策体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性団体によるＥＭ菌団子づくり】 【不法投棄の回収作業】 

「自然」うるおう  ≪基本目標９≫ ふるさとを見直し，資源を大切にするまち 

(1)環境教育・学習の充実 

基本施策 

基本項目 

基本項目の展開

27 環境美化意識が充実したまちづくり 

①出前講座による環境教育の充実 

②小，中学校における環境教育の充実 

④環境情報の提供ツールの充実 

③花いっぱい運動の推進 
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４ 成果目標 

項  目 現状値(H26) 目標値(H32) 比  較 

環境教育，環境学習の状況の

満足度 
19.1％ 20％以上 0.9％以上増

イベントや取組など環境情

報の入手状況の満足度 
23.2％ 26％以上 2.8％以上増

ごみの分別や出し方のマナ

ーの満足度 
65.3％ 70％ 4.7％増

 

５ 役割分担 

区  分 役   割 

町民・地域 

◆ 出前講座等を利用し，環境学習に取り組みましょう。 

◆ 環境に関する情報に関心を持ち，できる事から取り組みましょう。

◆ ごみのポイ捨てや不法投棄はやめましょう。 

事業者・ＮＰＯ等 

◆ 環境に関する情報に関心を持つとともに，必要に応じて環境に関

する情報，環境保全に関する取り組みの状況などを町民に提供しま

しょう。 

◆ ISO14001 規格や，環境活動評価プログラム（エコアクション 21）

といったマネジメントシステム取得に取り組みましょう。 

行政 

◆ 出前講座をベースとして，環境教育・環境学習に関する全体的な

計画の検討を進めます。 

◆ 環境学習プログラムを作成し，環境教育・環境学習に必要な資料，

教材の充実を図ります。 

◆ 広報紙や町のホームページを活用し，町民・事業者が必要とする

環境に関する適切な情報提供に努めます。 

 

※ ※ 

※ISO14001規格とは 
組織が環境マネジメントシステム(EMS: Environmental Management System)を確立し，文書化し，実施し，

かつ，維持すること。また，その環境マネジメントシステムの有効性を継続的に改善するために要求される規
格のこと。 

※環境活動評価プログラム（エコアクション 21）とは 
  環境省が環境の国際規格「ISO14001」を基にガイドラインをつくり，2004 年から始まった認証・登録制度で，

二酸化炭素や廃棄物の削減，節水など環境負荷の軽減に積極的に取り組む企業や団体などが対象となる。 

「自然」うるおう ≪基本目標９≫ ふるさとを見直し，資源を大切にするまち 
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さつま町振興計画審議会条例 

 

(設置) 

第1条 町長の諮問に応じ，さつま町振興計画に関し必要な事項を調査及び審議するた

めさつま町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(組織) 

第2条 審議会は，委員20人以内をもって組織する。 

2 委員は，次に掲げる者のうちから町長が任命する。 

(1) 町議会の議員 

(2) 町教育委員会の委員 

(3) 町農業委員会の委員 

(4) 前号に掲げるもののほか公共的団体の役員又は職員 

(5) 学識経験者 

(委員の任期) 

第3条 委員の任期は，2年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とす

る。 

2 委員の再任は，妨げない。 

(会長及び副会長) 

第4条 審議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

3 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その

職務を代理する。 

(会議) 

第5条 審議会は，会長が招集する。 

2 審議会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 会長は，会議の議長となる。 

4 議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

(庶務) 

第6条 審議会の庶務は，企画財政課において処理する。 

(委託) 

第7条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，町長が別に

定める。 

附則 

(施行期日) 

1 この条例は，公布の日から施行する。 

(さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 

2 さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年さつま町条例第37号)の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成21年12月24日条例第25号) 

この条例は，平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年12月25日条例第29号) 

この条例は，平成26年4月1日から施行する。 
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さつま町振興計画審議会委員名簿 
 

№ 区   分 所 属 ・ 職 氏  名 審議会職名

１ 

町議会議員 

議会議長 舟 倉  武 則  

２ 議会副議長 柏 木  幸 平  

３ 議員 岸 良  光 廣  

４ 議員 宮 之 脇  尚 美  

５ 議員 岩 元  涼 一  

６ 教育委員 教育委員長 坂 口  正 浩  

７ 社会教育委員 会長 市   栄 造 会 長 

８ 農業委員 農業委員会会長 坂 元  勝 志  

９ 

公共的団体の 

役員又は職員 

北さつま農業協同組合代表理事組合長 永 福  喜 作  

10 医師会代表 草 野  潤  

11 商工会代表 小 牧  紘 一  

12 社会福祉団体代表 上 囿  一 行  

13 町青年団代表 東 條  和 廣  

14 町女性団体連絡協議会長 内 村  正 子 副会長 

15 ＮＰＯ法人さつま本読み隊代表 横 山  よ り 子  

16 町文化協会副会長 齊 藤  ミ チ 子  

17 中津川区公民館運営審議会委員 蓑 牟 田  律 子  

18 

学識経験者 

国土交通省鶴田ダム管理所所長 井 元  幸 司  

19 県北薩地域振興局農政普及課長 内 村  弘 毅  

20 県立薩摩中央高等学校長 水 流  芳 則  
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さ 企 第 ５５２ 号 
        平成２８年１月１４日 

 
 さつま町振興計画審議会 
 会長 市  栄 造  殿 

 
さつま町長 日髙 政勝 

 
 

第２次さつま町総合振興計画の策定について（諮問） 

 
 
 第２次さつま町総合振興計画を別紙のとおり策定することについて，貴審議

会の意見を求めます。 
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        平成２８年２月１２日 

 
さつま町長 日髙 政勝 殿 

 
 さつま町振興計画審議会   
 会 長  市  栄 造  

 
 

第２次さつま町総合振興計画の策定について（答申） 

 
 
 平成２８年１月１４日付けさ企第５５２号で諮問のあった第２次さつま町総合振

興計画について，当審議会において慎重に審議を重ねた結果，適切であると判断し

たので，別紙の意見を付して，ここに答申します。 
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（別紙） 

 
まちづくりの姿勢 ≪みんなで紡ぐ≫ 

◆ 将来像である「ひと・まち・自然 みんなで紡ぐ さつま町」を目指し，町

民，地域，各種団体，事業者，行政など多様な主体が役割を担い，連携しなが

ら，“明るく住みよいまちづくり”の実現に努められたい。 

 
基本方針Ⅰ ≪『ひと』ふれあう≫ 

 ◆ 郷土に誇りを持ち，志の高い子どもを育てるため，幼児教育や学校教育の充

実と併せて，家庭教育を再度見直し，教育機関や地域，地元農家，企業等と連

携した子育て支援対策に取り組まれたい。 
 ◆ 高齢者が地域において役割を担い，生きがいを感じられる取り組みを促進し，

健康寿命の延伸につながる活動の場の創出に努められたい。 
 ◆ 外国人の在住者との交流や観光客の誘致（インバウンド）を促進し，異文化

への理解を深めながら共生するまちづくりに努められたい。 

  
基本方針Ⅱ ≪『まち』にぎわう≫ 

 ◆ さつま牛をはじめとする優れた農産物の付加価値を高めるため，町独自のブ

ランド化による知名度アップを図り，農商工観連携による地域経済の活性化に

努められたい。 
 ◆ 人口減少の著しい周辺部の町営住宅への入居促進等による定住対策を図り，

町内の均衡ある発展に努められたい。 

 
基本方針Ⅲ ≪『自然』うるおう≫ 

 ◆ 皆伐が進められる森林においては植林による再造林を推進し，森林環境の保

全を図るとともに，美しい自然環境を後世へ継承する取り組みに努められたい。 
 ◆ 生ごみのたい肥化など新たな取り組みによる資源ごみリサイクル率の向上を

目指し，自然環境に優しいまちづくりに努められたい。 
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時期 振興計画策定業務 策定業務内容等 

25 

7 下 
・町政座談会（時吉区，永野区，久富木区，

柏原区） 

・策定方針説明，意見交換 

 

8 

上 ・町政座談会（泊野区，湯田区，柊野区） ・策定方針説明，意見交換 

下 
・町政座談会（白男川区，佐志区，中津川区）

・策定部会（全体会）   

・策定方針説明，意見交換 

・策定方針，スケジュール等説明 

10 

上 

・町政座談会（紫尾区） 

・策定部会（教育，産業経済，保健福祉，行

財政，生活環境） 

・策定方針説明，意見交換 

・アンケート調査内容検討 

 

中 ・町政座談会（宮之城屋地区，船木区） ・策定方針説明，意見交換 

下 
・ワーキンググループ設置に係る職員説明会

 

・策定方針，スケジュール等説明 

（Ａ～Ｓ：１９グループ設置） 

11 

上 ・町政座談会（鶴田区，虎居区，平川区） ・策定方針説明，意見交換 

中 ・町政座談会（山崎区） ・策定方針説明，意見交換 

下 

・町政座談会（求名区，二渡区，神子区） 

・ワーキンググループ座長会 

・ワーキンググループ検討会（J,H,Q） 

・策定部会（保健福祉，行財政，教育，産業

経済） 

・策定方針説明，意見交換 

・検討分野選定，スケジュール等打合せ 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

・アンケート調査内容検討，現状課題等の

整理 

12 

上 

・ワーキンググループ検討会（B,C,D,K,L,S）

・策定部会（生活環境） 

 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

・アンケート調査内容検討，現状課題等の

整理 

中 
・ワーキンググループ検討会 

（A,E,F,G,H,I,J,M,N,O,P,Q,R,S） 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

 

下 ・ワーキンググループ検討会（C,L） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

26 

1 

中 ・ワーキンググループ検討会（B,K,M,P,R,S） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

下 

・策定部会（保健福祉） 

 

・ワーキンググループ検討会 

（A,D,E,F,G,N,I,L,O） 

・アンケート調査内容検討，現状課題等の

整理 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

 

2 

上 
・策定部会（行財政） 

・ワーキンググループ検討会（K,N,Q） 

・アンケート調査内容検討，現状課題等 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

中 ・策定部会（産業経済） ・アンケート調査内容検討，現状課題等 

下 
・ワーキンググループ検討会（Q） 

・策定部会（教育，保健福祉，生活環境） 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

・アンケート調査内容検討，現状課題等 

3 

上 ・ワーキンググループ検討会（C,H,K,P,R） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

中 ・ワーキンググループ検討会（B,D,O,Q） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

下 
・H25 振興計画審議会 

・ワーキンググループ検討会（G,L） 

・策定方針説明，意見交換 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

4 

上 ・ワーキンググループ検討会（M） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

中 ・まちづくりアンケート調査（高校生） ・町内高校生 300 人（4/18～5/19） 

下 ・ワーキンググループ検討会（A） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

5 

上 ・まちづくりアンケート調査（18歳以上） ・町民 4,000 人（5/1～6/3） 

下 

・三役ヒアリング 

・策定部会（産業経済，教育，保健福祉） 

・ワーキンググループ検討会（H） 

・重点施策等ヒアリング 

・課題整理等（SWOT 分析） 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

6 上 ・ワーキンググループ検討会（B,P） ｆ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

≪ 策 定 経 過 ≫ 
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時 期 振興計画策定業務 策定業務内容等 

26 

6 

中 
・策定部会（保健福祉） 

・ワーキンググループ検討会（H,R,S） 

・課題整理等（SWOT 分析） 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

下 
・策定部会（生活環境） 

・ワーキンググループ検討会（E,F,K,M,Q） 

・課題整理等（SWOT 分析） 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

7 

上 
・策定部会（行財政） 

・ワーキンググループ検討会（C,D,G,O,R,S）

・課題整理等（SWOT 分析） 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

中 
・策定部会（産業経済） 

・ワーキンググループ検討会（A,K,H,J,Q） 

・課題整理等（SWOT 分析） 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

下 

・ワーキンググループ検討会（E,O） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

・第１回まちづくりワークショップ 

・策定部会（保健福祉） 

・ワーキンググループ検討会 

（C,D,F,G,I,J,K,L,M,R） 

・策定方針等説明，分野別グループ討議 

・課題整理等（SWOT 分析） 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

 

8 

上 ・ワーキンググループ検討会（I） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

中 ・ワーキンググループ検討会（B） ・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

下 

・第２回まちづくりワークショップ 

・策定部会（保健福祉） 

・ワーキンググループ検討会（L） 

・分野別グループ討議（提言内容整理） 

・基本構想，基本計画の検討・整理 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

9 
上 ・策定部会（教育） ・課題整理等（SWOT 分析） 

下 ・策定部会（教育） ・課題整理等（SWOT 分析） 

10 上 

・第３回まちづくりワークショップ 

・策定部会（保健福祉） 

・ワーキンググループ検討会（A,N） 

・提言書の取りまとめ，町長へ提言 

・基本構想，基本計画の検討・整理 

・分野別グループ討議（SWOT 分析） 

12 

上 ・策定部会（生活環境，産業経済） ・基本構想，基本計画の検討・整理 

中 ・策定部会（行財政） ・基本構想，基本計画の検討・整理 

下 ・策定部会（生活環境） ・基本構想，基本計画の検討・整理 

27 

1 
上 ・策定部会（産業経済） ・基本構想，基本計画の検討・整理 
下 ・策定部会（産業経済，行財政） ・基本構想，基本計画の検討・整理 

2 上 ・策定部会（産業経済） ・基本構想，基本計画の検討・整理 

3 下 ・H26 振興計画審議会 ・策定状況説明，意見交換 

6 下 ・策定部会（全体会） ・基本構想の検討 

7 

上 ・策定部会（産業経済） ・基本構想，基本計画の検討・整理 

中 

・H27 第 1回策定委員会 

・策定部会（教育，保健福祉，産業経済，行

財政，生活環境） 

・基本構想の検討 

・基本構想・基本計画の検討・整理 

 

下 
・策定部会（正副部長会議） 

・H27 第 2回策定委員会 

・基本計画の調整，スケジュール確認 

・基本構想・基本計画の検討・整理 

8 下 ・H27 第 3回策定委員会 ・基本構想・基本計画の検討・整理 

9 下 
・H27 第１回振興計画審議会 

・議会全員協議会 

・基本構想の検討 

・基本構想案の説明 

12 
中 ・H27 第 4回策定委員会 ・基本構想・基本計画の検討・整理 

下 ・H27 第２回振興計画審議会 ・基本構想・基本計画の検討 

28 

1 中 ・H27 第３回振興計画審議会 ・第２次総合振興計画について諮問 

2 

中 ・振興計画審議会答申 ・第２次総合振興計画について答申 

下 
・議会全員協議会 

・３月議会 

・全体計画案の説明 

・基本構想議案の審議・可決 
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